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協議第３１号

新町建設計画の策定に係る財政シミュレーションについて

別紙のとおり新町建設計画の策定に係る財政シミュレーションについて、協議

会の同意を求めます。

平成１５年８月２２日

伊野町・吾北村・本川村合併協議会会長 塩 田 始



協議第３１号

新町建設計画の策定に係る財政シミュレーションについて

（ 別 紙 資 料 ）
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財政シミュレーションについて

本財政シミュレーションは、伊野町、吾北村、本川村の３町村が合併せずに現行の行財政サービス水準を維持していった場合における将来の
財政状況の推移を見るとともに、３町村が合併した場合における財政状況の推移について試算し、その比較を行うとともに、合併後の新町のま
ちづくり全般のマスタープランとなる新町建設計画に含まれる財政計画を策定するための基礎資料とすることを目的として行います。

（１）３町村の財政状況
① 歳入・歳出の推移

、 、 。 、 。地方税は 景気の落ち込みなどの影響から 平成９年度をピークに減少しています 地方交付税は 平成１２年度をピークに減少しています
平成９年度には、伊野町における「すこやかセンター伊野」の建設や吾北村における中学校統合に係る施設の建設など普通建設事業費の増加

に伴って、地方債の発行が急増しておりますが、その後、普通建設事業費、地方債ともに減少傾向にあります。一方、公債費は、平成１２年度
にピークをむかえ、平成１３年度に一端減少するものの、再び増加し、平成１６年度に再びピークをむかえる見通しです。

歳入の推移（３町村合計）
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歳出の推移（３町村合計）
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② 地方債残高（平成１４年度末現在、単位：千円）
伊野町 吾北村 本川村 合計

１０，０８３，７４６ ４，１４７，２５８ ２，１７５，３９５ １６，４０６，３９９

③ 基金の状況（平成１４年度末現在、単位：千円）
伊野町 吾北村 本川村 合 計

財 政 調 整 基 金 ３４９，５２５ ４８７，３８０ １８１，７５５ １，０１８，６６０
減 債 基 金 ８０７，８４２ ３５１，９８６ １２８，６９９ １，２８８，５２７
その他目的基金 ２，５８３，４０３ ６５６，２９８ ２１８，３６１ ３，４５８，０６２

合 計 ３，７４０，７７０ １，４９５，６６４ ５２８，８１５ ５，７６５，２４９

（２）財政シミュレーションの前提
① シミュレーションの基本的な考え方
財政シミュレーションは、今後の財源見通しなどを踏まえた長期的な展望に立ち、限られた財源をいかに効果的に運用するかなどの視点をも

って、将来にわたって健全な財政運営を行うために作成するものです。
しかしながら、現在、国においては、補助金の削減、交付税制度の見直し、税源移譲の「三位一体の改革」の実現に向けて具体の検討がなさ

れており、長期の財政シミュレーションが難しいものとなっています。
交付税や補助金など依存財源に大きく頼っている３町村にとって、この改革が実施された場合の影響は、現時点では予測不可能であることか

ら、現行の税制度及び地方交付税制度が継続されることを前提として、シミュレーションを行い、国等の制度の見直しの状況に応じて変更を加
えていくこととします。
また、策定に際しては、想定される合併の効果など推計可能なものを見込むとともに、地方債の大幅な発行により後年度に負担が増えること

のないよう考慮します。

② シミュレーションの期間
合併の翌年度の平成１７年度から合併の財政支援の一つである普通交付税の激変緩和措置が終了する平成３２年度までの１６年間とします。

③ 範囲
普通会計ベースで策定したものです。

④ 推計方法
歳入及び歳出の推計方法については、６、７ページを参照。
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（３）合併の財政支援措置・削減効果
①県・国の財政支援措置
合併による新しいまちづくりを支援するため、国や県においては、平成１７年３月３１日までに合併する地方公共団体に対して、各種の財政

支援策が講じられています。
【国の財政支援措置】

区 分 総 額 内 容

合併市町村補助金 ２．７億円 合併に伴い必要な事業として市町村建設計画に位置づけられたものに対して、合
(３年間の補助金上限額) 併成立年度から３年度を限度として、合併市町村に交付。

合併直後の臨時的経費に対 ３．０４６億円 ５カ年にわたり、基本構想等の策定・改訂、システムの統一、ネットワーク整備
する財政措置（合併補正） (５年間の交付税措置額) 等の行政の一本化、行政水準の格差是正といった経常経費に対して、普通交付税

による包括的財政措置を行う。

市町村合併に対する新たな ４．１６億円 合併後の新たなまちづくり等に必要となる経費について、合併年度またはその翌
特別交付税措置 (３年間の交付税措置額) 年度から３年間にわたり特別交付税において包括的に財政支援される。

合併特例事業（建設事業） 上限 ９４億円 新市町村が、まちづくり推進のため市町村建設計画に基づいて行う事業や基金の
( 年間の標準全体事業 積み立てに要する経費について、合併年度及びこれに続く１０カ年度に限り、そ10
費) の財源として借り入れることができる。合併特例債によって充当できるのは標準

全体事業費の９５％（上水道、病院事業は１００％）で、更にその元利償還金の
合併特例事業（基金造成） 上限 １６．２億円 ７０％が普通交付税によって措置される。

( 年間の基金規模)10

普通交付税の算定の特例 合併年度及びこれに続く１０カ年は、合併関係市町村が合併前の区域をもって存
（合併算定替） 続した場合に算定される額を下回らないように算定し、その後の５カ年で当該算

定による増加額を段階的に縮減する。

※合併特例事業（建設事業）は、合併後の新町において実施可能な上限額であり、財政状況に応じ、この額の範囲内で事業を実施することに
なります。また、合併特例事業（基金造成）については、合併後に、公債費の状況も勘案して、基金を造成を行うかどうか検討します。

【高知県の財政支援措置】

区 分 総 額 内 容

新しいまちづくり支援交付 約６億円 国の支援措置を補完するものとして、本県の特性を踏まえた県単独の交付金を創
金 設。市町村数をベースとした基礎額と面積や公債費の状況等を勘案した加算額で

構成。

②経費の削減効果
３町村の各行政組織には、さまざまな部門があります。合併することにより、首長などの特別職や議員数が削減されるとともに、一般職員に
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ついても管理部門の統合や管理職を削減することが可能となり、住民サービスに直結する部門の職員を維持・向上させながら、行政のスリム化
を図ることができます。また、各種委員会等の委員については、教育委員や監査委員など人数が削減されますので、経費の１０％の削減が見込
まれるものと想定しています。
管理的経費についても、効率的な運営により、物件費の１０％の削減が見込まれるものと想定しています。

（単位：千円）

平成 年 月 合併した場合 削減見込み 合併後１０年間に見込ま 単年度の削減効果15 4 1
日現在の人数 の人数(試算) れる削減効果 （平成 年度以降）27

特別職 １０名 ４名 ６名 ８０３，７７０ ８０，３７７

議会議員 ４１名 ２６名 １５名 ３００，５６０ ３７，５７０

一般職 ２７６名 ２４０名 ３６名 １，３６５，５８２ ２６９，１７５

行政委員等 － － － ７６，２１０ ７，６２１

人件費の削減効果合計 － － － ２，５４６，１２２ ３９４，７４３

物件費の削減効果 － － － ８９３，８０５ １６２，５１０

合計 － － － ３，４３９，９２７ ５５７，２５３

※１ 合併した場合の一般職の職員数は、合併後１０年間で同程度規模の自治体の職員数への移行を想定。
※２ 合併した場合の議会議員は、合併後２年間の在任特例を選択しその後に、地方自治法に規定された議員定数の上限２６人で試算。
※３ 合併した場合の物件費は、合併後３年間は、合併の移行経費として５％の増加を見込む。

（４）財政シミュレーションの結果
合併した場合 合併しない場合ともに通常の普通建設事業費を年間３０億円と想定し 合併した場合は 合併後のまちづくりのための事業 合、 、 、 （

併特例事業）を合併後１０年間で９４億円を見込んで、それぞれの推計方法に基づき、シミュレーションを行いました。
合併した場合のシミュレーションは、８ページ、合併しない場合のシミュレーションは、９ページ参照。
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＜シミュレーションの結果＞
○合併しない場合は
平成１７年度から、歳出が歳入を上回り、歳入の不足額を、財政調整基金及び減債基金の取り崩しにより補いますが、平成２１年度には、そ

の基金も底をつくことが推測されます。こうした状況を回避するためには、普通建設事業の大幅な削減や行政サービスのカットや住民負担の増
大など抜本的な対応策が必要となります。

○合併した場合は
人件費等の削減や国・県の合併支援措置を活用することで、１０年間で５０．３億円の投資等の可能額が創出される見込みです。この財源を

元にして、新たなまちづくりのために合併特例債等を活用した各種ハード事業、ソフト事業の推進が可能となります。シミュレーションでは、
合併特例事業を１０年間で９４億円を見込んでいます。合併後、しばらくは、歳入が歳出を上回り、基金への積み増しがされますが、平成２８
年度には、合併特例債の償還や普通交付税の算定特例措置の段階的縮減の影響により、歳出が歳入を上回ります。この歳入の不足額は、財政調

、 、 、 。整基金及び減債基金の取り崩しにより 補うことが可能ですが 一定時期において 普通建設事業費を削減するなどの対応が必要と思われます
公債費については、合併した場合、合併特例債が上積みされていることから、合併しない場合と比較して高い水準にありますが、元利償還金

の７割については、交付税措置が受けられます。

合併・非合併の比較
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■合併シミュレーション推計方法

（歳入）
費　　　目 合併 非合併

1.地方税

2.地方譲与税

3.利子割交付金

4.地方消費税交付金

5.自動車取得税交付金

6.地方特例交付金

7.地方交付税

普通交付税

通常分

Ｈ16までは段階補正の影響を考慮し、平成１５年度の普通交付税をベー
スに地方債償還の基準財政需要額算入の増減を加味し算定。平成２７年
度からは、５ヵ年に渡って一本算定額試算額に向けて段階的に縮小。

Ｈ16までは段階補正の影響を考慮し、平成１５年度の普通交付税をベー
スに地方債償還の基準財政需要額算入の増減を加味し算定。

臨時経費分 平成１７年度から５年間交付 　　　　　　　　　　　　　　　　　－

特別交付税

通常分

格差是正分 平成１７年度から３年間交付 　　　　　　　　　　　　　　　　　－

8.交通安全対策特別交付金

9.分担金及び負担金

10.使用料及び手数料

11.国庫支出金

1.児童保護費負担金

2.老人保護費負担金

3.普通建設事業支出金
推計する年の歳出結果（普通建設事業費）に、平成１４年度の普通建設
事業費の補助事業構成比を乗じて算出。国の合併補助金を見込む。

推計する年の歳出結果（普通建設事業費）に、平成１４年度の普通建設
事業費の補助事業構成比を乗じて算出。

4.災害復旧事業支出金

5.委託金

6.その他

１2.県支出金

1.児童保護費負担金

2.老人保護費負担金

3.普通建設事業支出金

4.災害復旧事業支出金

5.委託金

6.電源立地促進対策等交付

7.その他
平成１５年度見込みベースで固定。県のまちづくり支援交付金を見込
む。

平成１５年度見込みベースで固定。

13.財産収入

14.寄付金

15.繰入金

16.繰越金

17.諸収入

18.地方債

通常分

合併特例分
推計する年の歳出結果（普通建設事業の合併特例分）の９５％を合併特
例債の発行で調達。

　　　　　　　　　　　　　　　　　－

推計する年の歳出結果（普通建設事業費）に、普通建設事業費の歳入構成比（地方債）を乗じて算出。
臨時財政対策債は、平成１５年度で廃止。（ただし、経過措置としての新たな地方債の発行を平成１６年度から４年間見込む。）
臨時財政対策債の減少分の８割を、普通建設事業費に係る地方債の発行額に上乗せ。
恒久減税に係る減税補てん債は継続。

計上せず。

平成１５年度見込みベースで固定。

平成１４年度決算ベースで固定。Ｈ２３で終了。

財産運用収入は、平成１４年度決算ベースで固定。財産売払収入は見込まない。

平成１４年度決算ベースで固定

計上せず。

平成１４年度決算ベースで固定

推計する年の歳出結果（普通建設事業費）に、平成１４年度の３町村合算の補助事業構成比を乗じて算出。

計上せず。

Ｈ１５見込みベースから選挙経費を除外し固定。

平成１４年度決算ベースで固定（ただし、伊野町の公営住宅使用料は、建替等の影響を除外するため、Ｈ１６見込みベースで固定）

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースに平成１５年度から事務移譲された知的障害分を加算し固定。

計上せず。

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースで固定

平成１５年度見込みベースで固定（Ｈ１５から譲与割合が変更されるため）

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースで固定

平成１４年度決算ベースで固定

平成１５年度見込みベースで固定（Ｈ１５から第２種交付金が加算されるため）

平成１４年度決算ベースで固定



■合併シミュレーション推計方法

（歳出）

費　　　目 合併 非合併

1.義務的経費

1.人件費

議員報酬
議員定数は、合併後２年間は４１名、その後は２６名と想定。報酬、手
当は、伊野町の例により算出。

平成１４年度決算ベースで固定。

委員等報酬 平成１４年度決算ベースに合併による削減効果を△10％見込んで固定。 平成１４年度決算ベースで固定。

特別職給与
合併後は首長１、助役１、収入役１、教育長１と想定。報酬、手当は、
伊野町の例により算出。

平成１４年度決算ベースで固定。

職員給与 合併後１０年間で３６名を削減 平成１４年度決算ベースで固定。

地共済負担金 職員等の削減に伴い算出。 平成１４年度決算ベースで固定。

退職金 職員等の削減に伴い算出。 平成１４年度決算ベースで固定。

恩給公務災互助会 職員等の削減に伴い算出。 平成１４年度決算ベースで固定。

2.扶助費

3.公債費

2.その他経費

1.物件費
平成１４年度決算ベースに合併による削減効果を△10％見込む。（ただ
し、合併後３カ年度は、移行経費として平成１４年度決算ベースに５％
を加算）

平成１４年度決算ベースで固定。

2.維持補修費

3.補助費等

4.積立金

5.投資及び出資金

6.貸付金

7.繰出金

3.投資的経費

1.普通建設事業費

通常分

合併特例事業分
合併後１０年間で ９４億円を見込む。（うち１８．８億円は通常分に含
む。）

　　　　　　　　　　　　　　　　　－

2.災害復旧事業費

Ｈ１５年見込みベースで固定

平成１４年度までに発行した地方債の元利償還金に平成１５年度以降に発行見込みの地方債の元利償還金の合計額

Ｈ１５年見込みベースで固定

伊野町の水資源基金分のみを計上。

Ｈ１５年見込みベースで固定

見込まない。

平成１４年度決算ベースに平成１５年度から事務移譲された知的障害分を加算し以後固定。

Ｈ１２～Ｈ１４決算ベースの３年間平均で固定。

見込まず。

３町村合計の普通建設事業費を年間３０億円と想定。



■合併した場合のシミュレーション【普通設事業H15～H37：年30億円】

（歳入）   (単位：千円) 合併１年目 合併１１年目 合併１６年目

費　　　目 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

1.地方税 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006

2.地方譲与税 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400

3.利子割交付金 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699

4.地方消費税交付金 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560

5.自動車取得税交付金 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389

6.地方特例交付金 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213

7.地方交付税 5,459,460 5,398,983 5,540,052 5,301,528 5,382,987 5,347,338 5,381,499 5,438,495 5,485,370 5,561,442 5,547,749 5,485,852 5,393,441 5,276,615 5,177,917 5,122,737

普通交付税 4,506,141 4,528,958 4,711,673 4,556,443 4,637,902 4,602,253 4,636,414 4,693,410 4,740,285 4,816,357 4,802,664 4,740,767 4,648,356 4,531,530 4,432,832 4,377,652

特別交付税 953,319 870,025 828,379 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085

8.交通安全対策特別交付金 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245

9.分担金及び負担金 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595

10.使用料及び手数料 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839

11.国庫支出金 725,685 725,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685

１2.県支出金 1,171,056 1,171,056 1,171,056 971,056 971,056 971,056 971,056 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053

13.財産収入 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404

14.寄付金 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391

15.繰入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.諸収入 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000

18.地方債 2,303,964 1,926,327 2,603,189 3,042,552 3,042,552 2,502,952 2,027,952 2,027,952 2,027,952 2,027,952 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552

歳入合計 13,644,906 13,206,792 13,889,723 13,890,562 13,972,021 13,396,772 12,955,933 12,978,926 13,025,801 13,101,873 12,677,780 12,615,883 12,523,472 12,406,646 12,307,948 12,252,768

（歳出）

費　　　目 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

1.義務的経費 5,188,685 5,094,538 5,201,631 4,854,488 4,821,417 4,715,599 4,742,918 4,783,111 4,832,238 4,946,007 5,022,894 5,115,009 5,162,812 5,176,275 5,218,218 5,244,341

1.人件費 2,258,289 2,232,027 2,190,811 2,168,379 2,116,040 2,071,177 2,048,746 2,003,884 1,981,451 1,966,498 1,966,498 1,966,498 1,966,498 1,966,498 1,966,498 1,966,498

2.扶助費 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533

3.公債費 2,135,863 2,067,978 2,216,287 1,891,576 1,910,844 1,849,889 1,899,639 1,984,694 2,056,254 2,184,976 2,261,863 2,353,978 2,401,781 2,415,244 2,457,187 2,483,310

2.その他経費 4,779,877 4,779,877 4,657,994 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112 4,536,112

1.物件費 1,706,358 1,706,358 1,584,475 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593 1,462,593

2.維持補修費 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341

3.補助費等 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124

4.積立金 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

5.投資及び出資金 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

6.貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.繰出金 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374

3.投資的経費 3,610,000 3,250,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 3,932,000 3,432,000 3,432,000 3,432,000 3,432,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1.普通建設事業費 3,610,000 3,250,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 3,932,000 3,432,000 3,432,000 3,432,000 3,432,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

2.災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歳出合計 13,578,562 13,124,415 13,859,625 13,890,599 13,857,528 13,183,710 12,711,029 12,751,222 12,800,349 12,914,118 12,559,005 12,651,120 12,698,923 12,712,386 12,754,329 12,780,452

歳入ー歳出 66,344 82,377 30,098 △ 37 114,493 213,062 244,904 227,704 225,452 187,755 118,775 △ 35,237 △ 175,451 △ 305,740 △ 446,381 △ 527,684

財調、減債残高 1,663,961 1,730,305 1,812,683 1,842,781 1,842,743 1,957,236 2,170,298 2,415,201 2,642,905 2,868,357 3,056,112 3,174,886 3,139,649 2,964,198 2,658,457 2,212,076



■合併しない場合のシミュレーション（３町村合算）【普通設事業H15～H37：年30億円の想定】

（歳入） (単位：千円)

費　　　目 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

1.地方税 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006 2,840,006

2.地方譲与税 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400 143,400

3.利子割交付金 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699 43,699

4.地方消費税交付金 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560 207,560

5.自動車取得税交付金 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389 54,389

6.地方特例交付金 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213 98,213

7.地方交付税 5,190,327 5,143,417 5,261,191 5,031,048 4,996,030 4,922,556 4,889,467 4,861,207 4,822,829 4,841,651 4,850,053 4,871,401 4,862,236 4,828,655 4,839,337 4,838,848

普通交付税 4,445,242 4,398,332 4,516,106 4,285,963 4,250,945 4,177,471 4,144,382 4,116,122 4,077,744 4,096,566 4,104,968 4,126,316 4,117,151 4,083,570 4,094,252 4,093,763

特別交付税 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085 745,085

8.交通安全対策特別交付金 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245 4,245

9.分担金及び負担金 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595 88,595

10.使用料及び手数料 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839 247,839

11.国庫支出金 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685 590,685

12.県支出金 971,056 971,056 971,056 971,056 971,056 971,056 971,056 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053 937,053

13.財産収入 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404 30,404

14.寄付金 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391 8,391

15.繰入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.繰越金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.諸収入 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000 218,000

18.地方債 1,724,464 1,688,827 1,653,189 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552 1,617,552

歳入合計 12,461,273 12,378,726 12,460,862 12,195,082 12,160,064 12,086,590 12,053,501 11,991,238 11,952,860 11,971,682 11,980,084 12,001,432 11,992,267 11,958,686 11,969,368 11,968,879

（歳出）

費　　　目 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

1.義務的経費 5,285,645 5,206,170 5,349,729 5,006,018 4,949,449 4,838,014 4,795,246 4,762,064 4,715,388 4,765,881 4,799,760 4,857,075 4,870,079 4,848,743 4,890,685 4,916,809

1.人件費 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249 2,355,249

2.扶助費 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533 794,533

3.公債費 2,135,863 2,056,388 2,199,947 1,856,236 1,799,667 1,688,232 1,645,464 1,612,282 1,565,606 1,616,099 1,649,978 1,707,293 1,720,297 1,698,961 1,740,903 1,767,027

2.その他経費 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622 4,698,622

1.物件費 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103 1,625,103

2.維持補修費 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341 117,341

3.補助費等 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124 1,695,124

4.積立金 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000

5.投資及び出資金 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680

6.貸付金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.繰出金 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374 1,225,374

3.投資的経費 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

1.普通建設事業費 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

2.災害復旧事業費 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

歳出合計 12,984,267 12,904,792 13,048,351 12,704,640 12,648,071 12,536,636 12,493,868 12,460,686 12,414,010 12,464,503 12,498,382 12,555,697 12,568,701 12,547,365 12,589,307 12,615,431

歳入ー歳出 △ 522,994 △ 526,066 △ 587,489 △ 509,558 △ 488,007 △ 450,046 △ 440,367 △ 469,448 △ 461,150 △ 492,821 △ 518,298 △ 554,265 △ 576,434 △ 588,679 △ 619,939 △ 646,552

財調、減債残高 1,664,936 1,141,942 615,876 28,387 △ 481,171 △ 969,178 △ 1,419,224 △ 1,859,591 △ 2,329,039 △ 2,790,189 △ 3,283,010 △ 3,801,308 △ 4,355,573 △ 4,932,007 △ 5,520,686 △ 6,140,625



協議第３２号

特別職の身分の取扱い（その他非常勤の特別職）について

別紙のとおり特別職の身分の取扱い（その他非常勤の特別職）を定めることに

ついて、協議会の同意を求めます。

平成１５年８月２２日

伊野町・吾北村・本川村合併協議会会長 塩 田 始
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6 6

12

清水程野地区開発事業特別委員会

都市計画審議会委員

村営住宅入居者選考委員

グリーンパークほどの施設運営協議会委員

国土調査推進委員

町営住宅入居者選考委員会委員

広報編集委員

 10～15

交通安全指導員

消防委員会委員

町政顧問

交通安全指導員

山村開発センター運営委員

市町村合併推進委員　

交通安全推進村民会議委員

部落部長

総合計画審議会

ふるさと創生推進委員 　

総合計画審議会

選挙長 選挙長

防災会議委員

生活安全対策推進協議会委員

3～10

3～10

投票管理者

投票立会人

開票立会人

選挙長

個人情報保護審査会委員

開票管理者

防災会議委員

選挙立会人

項 目

本川村

協議第３２号
行　　政　　制　　度　　等　　検　　討　　調　　整　　方　　針

伊野町・吾北村・本川村合併協議会

特別職報酬等審議会委員 特別職報酬等審議会委員

行政改革推進委員会委員

伊野町

協定項目１１　特別職の身分の取扱い
その他非常勤の特別職

現　　　　　　　　　　　況
吾北村

　

振興計画審議会

投票管理者 投票管理者

 3～10

 3～10選挙立会人

　

開票管理者

総務関係

特別職報酬等審議会委員

行政改革推進委員会委員

防災会議委員

交通安全指導員

投票立会人

公文書開示審査会委員

（「区長」は補助金での取扱い） 部落長

行政改革推進委員会委員

投票立会人

振興計画審議会

開票管理者

開票立会人

企画関係

振興計画審議会

3～10

3～10選挙立会人

開票立会人



15 人 8 人 6 人

0

20

22

2 1 1

1 1 1

14 7 7

14 23 12

26 10

15 15

10 1 1

1

28 1

32 6

7

12 30 3

8 12

16

46

18

5 11 4

10 0

ギャラリーコパ運営委員会委員 7 5 11

10 12

17 6

10

8

住　　民
福祉関係

環境審議会委員

仁淀川環境保全対策協議会委員

　

保健衛生嘱託医師　

母子保健推進員

健康づくり推進協議会委員

保健福祉計画策定委員会委員

身体障害者相談員

　

農林業振興対策推進本部委員

水田農業振興協議会委員

　

知的障害者相談員

保留地処分審議会委員

地域活性化推進協議会委員

山村開発センター運営委員

　

介護保険事業計画策定委員会委員

保育所医

吾北村

その他非常勤の特別職

協定項目１１　特別職の身分の取扱い

　

国民健康保険運営協議会委員

　

国民年金委員

知的障害者相談員

民生委員推薦会委員　

身体障害者相談員身体障害者相談員

保育園管理医 　

農業振興地域整備促進協議会委員林業振興対策協議会委員

　

　

官行造林地看守人

商工業等振興推進協議会委員

有害鳥獣被害対策協議会委員 有害鳥獣被害対策協議会委員

民生委員推薦会委員

農林業活性化推進協議会委員

　

民生委員推薦会委員

特別養護老人ホーム嘱託医

老人保健対策委員会委員

　

有害鳥獣被害対策協議会委員

健康づくり推進協議会委員

　

高齢者保健福祉計画策定委員会及び

健康づくり推進協議会委員

保育所医

介護保険事業計画策定委員会委員

保育所医（歯科）

　

国民健康保険運営協議会委員

現　　　　　　　　　　　況

伊野町

水田農業推進協議会委員

農業振興地域整備促進協議会委員

項 目

国民健康保険運営協議会委員

計画作業部会委員

高齢者保健福祉計画介護保険事業

紙の博物館運営委員会委員

商工業等振興推進協議会委員

　

建設関係
　 　

介護保険事業計画策定協議会委員

　

　

本川村

知的障害者相談員

　

都市計画第2土地区画整理事業審議会委員

中山間地域等直接支払制度基準検討委員会委員

農用地経営規模拡大推進協議会委員
農林業関係

和紙の商家運営協議会委員



人 10人内 7 人

23 30 24

16 14 7

29 30人内

15 10人内 5

1 0 0

15 10人内

13 12人内

9 6 5

10 0

14 10人内 7

3

1 0 0

2 2

2 1

2

6 2 1

6 1 1

6 2

4 1 1

10 5

13

結婚推進相談員スポーツ振興審議委員会委員

村民体育館運営審議会委員

学校医 学校医

学校歯科医

項 目

学校管理医

幼稚園管理医

就学指導委員会委員

地域教育推進協議会委員（報酬無し）

体育指導委員　

小中学校校医

小中学校管理医

就学指導委員会委員

社会教育指導員　　

小中学校歯科医

教育相談員

文化財保護審議会委員　

少年育成センター運営審議会委員

教育相談員　 教育相談員　

文化財保護審議会委員

社会教育指導員　

図書館協議会委員

青少年指導センター運営協議会委員 　

文化財保護審議会委員　

　

体育指導委員　体育指導委員

社会教育指導員　

公民館運営協議会委員　 公民館運営審議会委員

学校薬剤師

幼稚園医 幼稚園医

幼稚園歯科医

学校薬剤師小中学校薬剤師

学校歯科医

幼稚園歯科医

教科用図書調査委員会委員 教科用図書調査委員会委員　

社会教育委員 社会教育委員　 社会教育委員　　

　

図書館協議会委員　

支館長　

地域ぐるみ教育推進協議会委員（報酬無し）

協定項目１１　特別職の身分の取扱い
その他非常勤の特別職

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村

学校教育審議会委員　

就学指導委員会委員

地域教育推進協議会委員（報酬無し）

本川村

教育関係 

教育表彰選考委員会委員　



項 目
協定項目１１　特別職の身分の取扱い
その他非常勤の特別職

協議の結果 

【地方自治法】
第138条の４　普通地方公共団体にその執行機関として普通地方公共団体の長の外、法律の定めるところにより、委員会又は委員を置く。
２　普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関
　し、規則その他の規程を定めることができる。
３　普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調
　査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。
　附属機関
第202条の３　普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又
　は調査等を行う機関とする。
２　附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。
３　附属機関の庶務は、法律又はこれに基づく政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。
　給与その他の給付
第203条　普通地方公共団体は、その議会の議員、委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成
　員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員（再任用短時間勤務職員を除く。）
　に対し、報酬を支給しなければならない。《改正》平11法087
２　前項の職員の中議会の議員以外の者に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。但し、条例で特別の定をした場合は、この限りでない。
３　第１項の者は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
４　普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
５　報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

　審議会・委員会等の附属機関の委員、その他の非常勤の特別職の職員については、新設合併に伴いその身分を失うこととなり、新町におい
て、必要に応じ、新たに任命する必要がある。
・法令等で設置が義務づけられている審議会等については、引き続き新町において設置し、法令等の範囲内で、実情に応じて弾力的な運用を
行い、その合理的・効率的な運営に努める必要がある。
・法令等で設置が義務づけられていない、審議会・委員会等の附属機関の委員、その他の非常勤の特別職の職員については、その設置の目
的、３町村の設置状況、活動の実態等を踏まえて見直しを行い、新町において設置する必要があるものは設置する。その際、審議会等の統廃
合、委員等の構成、委員等の数の削減その他運営の改善を図る必要がある。

○審議会・委員会等の附属機関は、次のとおり取り扱う。
・現に３町村で設置されていて、新町において引き続き設置する必要のあるものは、原則として統合する。
・１～２町村のみに設置されているものは、新町において速やかに調整する。
・人数、任期は、現行の制度をもとに調整する。
○その他の特別職は、引き続き設置する必要のあるものは、新町において新たに設置する。

　

参考法令 

 留意事項

調整方針（案）



協議第３３号

水道事業の取扱いについて

別紙のとおり水道事業の取扱いを定めることについて、協議会の同意を求めま

す。

平成１５年８月２２日

伊野町・吾北村・本川村合併協議会会長 塩 田 始



行　　政　　制　　度　　等　　検　　討　　調　　整　　方　　針
伊野町・吾北村・本川村合併協議会

協議第３３号

水道法・伊野町水道事業給水条例根拠法令

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

水道法・吾北村簡易水道事業等給水条例

上水道・簡易水道・飲料水供給施設

水道法・本川村簡易水道給水条例

水道施設 種類 基準 本川村

上 水 道
給水人口
５，００１人以上

―

簡 易 水 道
給水人口１０１人以
上５，０００人以下

長沢、大橋、越裏門　　３カ所

大森、寺川、二俣　　　３カ所

―

専 用 水 道
１日最大給水量２０
㎥を超えるものなど

―

小 規 模 給水 施設 上記以外のもの 上記以外のもの

そ の 他
認可を受けていない
簡易水道

―

伊野町

伊野、伊野南　　２カ所

八田、川内、加田、保木、鹿敷、柳
瀬、勝賀瀬西の谷　　７カ所

出来地、楠瀬、弘瀬、込谷、長原比、
毛田、野久保、小野前田、大平９カ所

―

吾北村

―

土居・日比原、思地、下八川、小
川、上八川　　５カ所

槙川　　　  　　1カ所

飲 料 水 供給 施設
給水人口５０人以上

１００人以下 枝川　１カ所

道の駅６３３美の里

：町村において料金を徴収している施設

―

上記以外のもの

高岩簡易水道

上記以外のもの

―

水道料金

基本水量 基本料金 基本水量 基本料金 基本水量 基本料金
一般用 ８㎥ ４８０円 ９５円 １０㎥ ６３０円 ８４円 １０㎥ ６２０円 ８０円
営業用 １０㎥ ６５０円 １０５円 ― ― ― １５㎥ １，０３０円 ８０円
臨時用

共用

村長が定める概算料金
１㎥につき９５円

○伊野町の料金は、１ヶ月につき、上記により算定した基本料金と超過料金及びメーター使用料の合計額に、１．０５を乗じて得た金額
　とする。この場合において、その額に１円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てるものとする。

○吾北村・本川村の料金は、１ヶ月につき上記により算定した基本料金と超過料金の合計額を徴収する。消費税は内税とする。

― ―

種別
超過料金(1㎥
につき)

吾北村 本川村伊野町

基本料金 超過料金(1㎥
につき)

基本料金基本料金

○一般用とは以下に掲げる用途以外の用に使用するもの。
○営業用とは各種の営業及び職業に使用するもので、以下に定める以外のもの。
○臨時用とは臨時に使用するもの。

用途
超過料金(1㎥
につき)

１㎥につき１９５円 村長が定める概算料金

○専用とは１世帯又は１カ所で専用するもの。
○共用とは２世帯又は２カ所以上で共用するもの。

専用



口径　13mm
口径　20mm
口径　25mm
口径　30mm
口径　40mm
口径　50mm
口径　75mm

加
入
金
の
金
額

工事負担金

給水装置の工事費は、個人負担としているので、
業者に対する価格交渉は個人に委ねている。
ただし、配水管の取付口よりメーターまでの給水
装置に係る修繕工事については、町の負担として
いる。

２６０，０００円

５３０，０００円

８８０，０００円

町長が別に定める額

口径　13mm

なし なし

無料 無料

水道の供給を受けるための給水装置の新設をする
者で、町長の承認を受けた者。既に受けている給
水装置の改造（口径増の時のみ）をする者で、町
長の承認を受けた者。その場合、新口径に対応す
る額と旧口径に対応する額の差額とする。

消費税別途必要

３０，０００円

８０，０００円

１７０，０００円

口径　20mm

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

メ
ー

タ
ー

使
用
料

１，２００円
１，５００円

口径に係わらず１ヶ月　　　 　50円

３００円

１２０円
１４０円

７０円

２２０円

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

口座振替・集金・納付書

２２人

７０円／件

８，２７２件

毎月２３日頃

３６２件

口径75mm以上

検針人

加入金の徴収

口径　50mm

口径　30mm

口径　40mm

口径　25mm

実施時期

検
針

委託料

検針件数

納付

給水装置にかかる費用は需要者が負担する。
給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に用する費
用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去
する者の負担とする。ただし、村長が特に必要が
あると認めたものについては、村においてその費
用の一部を負担する事ができる。

７人 土佐れいほく農協に委託

６８円／件 ６６円／件

給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費
用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去
をする者の負担とする。ただし、村長が特に必要
があると認めたものについては、村においてその
費用を負担することができる。

毎月月末 毎月２０日

口座振替・集金・納付書 納付書・集金

８５２件

上水道・簡易水道

無料



給水装置の使用者、所有者、又は管理人は、次に
該当する場合は直ちに町長に届出なければならな
い。
①前所有者の給水装置の使用に関する権利義務を
継承し、引き継いで使用するとき。
②給水装置の用途に変更があったとき。
③管理人に変更があったとき、又はその住所に変
更があったとき。
④給水装置の所有権の変更があったとき。
⑤消火栓を使用するとき。

給水装置の使用者等は、次に該当する場合はすみ
やかに村長に届け出なければならない。
①水道の使用者の氏名又は住所に変更があったと
き。
②給水装置の用途に変更があったとき。
③管理人、代理人に変更があったとき、又はその
住所に変更あったとき。
④給水装置の所有者に変更があったとき。
⑤消火栓を消防用に使用したとき。

水道使用者等は、次の各号の一に該当するとき
は、あらかじめ村長に届出なければならない。
・水道の使用をやめるとき
・メーターの口径又は用途を変更するとき
・消防演習に消火栓を使用するとき
水道使用者等は、次の各号の一に該当するとき
は、すみやかに村長に届出なければならない。
・水道の使用者の氏名又は住所に変更があったと
き
・給水装置の所有者に変更があったとき
・消火栓を消防用に使用したとき
・管理人に変更があったとき、又はその住所に変
更があったとき

上水道・簡易水道

水道を使用しようとする者は、村長の定めるとこ
ろにより、あらかじめ村長に申込み、その承認を
受けなければならない。

給水を受けようとする者は、あらかじめ村長に申
込み、その承認を受けなければならない。給水の開始

水道の使用中止、変
更等の届出

項　　目

異動処理

給水停止

水道料金を指定期限内に納入しない水道使用者に
対し、給水を停止することができる。
・この条例による工事費、修繕費、料金、手数料
を指定期限内に納入しないとき。
・正当な理由がなくて使用水量の計量又は検査を
拒み、又は妨げたとき。

給水を受けようとする者は、あらかじめ町長に申
込み、その承認を受けなければならない。

水道使用者等は、次の各号の一に該当するとき
は、あらかじめ町長に届出なければならない。
・水道の使用をやめるとき
・用途を変更するとき
・消防演習に消火栓を使用するとき
水道使用者等は、次の各号の一に該当するとき
は、すみやかに町長に届出なければならない。
・水道の使用者の指名又は住所に変更があったと
き
・給水装置の所有者に変更があったとき
・消防用として水道を使用したとき
・管理人に変更があったとき、又はその住所に変
更があったとき

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当する
ときは、あらかじめ村長に届け出なければならな
い。
・水道の使用をやめるとき。
・消防演習に私設消火栓を使用するとき。

水道使用者等は、次の各号の一に該当するとき
は、すみやかに、村長に届け出なければならな
い。
・水道使用者の氏名又は住所に変更のあったとき
・給水装置の所有者に変更があったとき
・消防用として水道を使用したとき
・代理人に変更があったとき、又はその住所に変
更があったとき

村長は次の各号の一に該当するときは、水道の使
用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止
することができる。
・水道の使用者が工事費、修繕費、料金、その他
同条例の規定により納付する金額を指定期限内に
納付しないとき。
・水道の使用者が、正当な理由がなくて、使用水
量の計量、又は検査を拒み、又は妨げたとき。
・給水栓を、汚染の恐れのある器物又は施設と連
絡して使用する場合において、警告を発しても、
なお、これを改めないとき。

村長は次の各号のいずれかに該当するときは、水
道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水
を停止することができる。
・水道の使用者が工事費、修繕費、料金を指定期
間内に納付しないとき。
・水道の使用者が、正当な理由がなく使用水量の
計量、又は検査を拒み、又は妨げたとき。
・給水栓を、汚染の恐れのある器物又は施設と連
絡して使用する場合において、警告を発しても、
なお、これを改めないとき。

吾北村

役場・農協へ連絡

本川村



必要に応じてメーターを撤去する。

①役場・農協へ口頭にて連絡
②月の途中において水道の使用を開始し、又は使
用をやめたときの料金は次の通りとする。
・使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基
本料金の2分の1
・使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1
ケ月として算定した金額
・月の途中においてその用途に変更があった場合
は、その使用日数の多い料率を適用する。
③休止届が提出されない限り、料金の算定、賦課
がなされる。

所有者変更

①所有者の変更も口頭で受付 ①申請書には旧使用者の押印をお願いする。
　「給水装置所有者変更届」

使用者変更

アパート・借家
①入退居は口頭で受付
②新使用者は給水加入金の納入は必要としない。

アパート・借家
①入退居ごとに申請書の提出(水道使用異動届)
②休止中は特に名義変更は行わない。
③水道料金は通常どおり毎月賦課とする。
④個人の借家の場合は原則として貸主の名義で申
請する。

上水道・簡易水道
項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

①死亡届等で水道所有者、使用者の死亡等が確認
された場合は、家族等に名義の確認をする場合も
あるが、住基との連動はしていない。
②月末までの異動の受付に基づき料金を算定。

①死亡届などが住民戸籍係に提出され、水道所有
者、使用者の死亡が確認なされたとき、窓口にて
新名義人への申請をお願いする。「給水装置所有
者変更届」、「水道使用異動届」
②検針前に、異動処理はできる限りすませてお
く。検針後に異動処理のある時、新使用者、所有
者への算定賦課の必要があれば異動処理を行う。

休　　止

メーターの取り外し。権利はそのまま有する。後
において再開する場合において加入分担金は納入
の必要なし。
①休止する場合も口頭で受付
②メーターの取り外しは原則として水道課職員が
行なう。
③休止の届出がされない限り、料金の算定、賦課
がなされる。

メータの取外しなし。名義変更なし。
①水道使用異動届を提出する。
②メーターの取外しは原則として上下水道課職員
が行う。
③月の途中において、水道の使用を開始し、また
は使用を止めたときの料金は次の通りとする。
・使用水量が、基本水量の2分の1以下のとき、基
本料金の2分の1
・使用水量が、基本水量の2分の1を超えるとき
は、1ヶ月として算定した金額。
・使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に
準じて算定する。
④休止届が提出されない限り、料金の算定、賦課
がなされる。

権利そのものの亡失。単独での廃止はほとんどな
い。

必要に応じてメーターを撤去する。

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

廃　　止

その他

吾北村 本川村
役場・農協へ口頭にて連絡

①死亡届等で水道所有者、使用者の死亡等が確認
された場合は、家族等に名義の確認をする場合も
あるが、住基との連動はしていない。

役場・農協へ口頭にて連絡



項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い
上水道・簡易水道

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

手数料

会計種別

財政指標

手数料は、次の各号の区別により、申込者から申
込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の
理由があると認めた申込者からは、申込後に徴収
することができる。
(1)給水装置工事事業者指定手数料
     　　　　　　　１件につき　　　 10,000円
(2)設計審査手数料(材料の確認を含む。)
・口径20ミリメートル以下　           2,500円
・口径25ミリメートル以上             5,000円
　40ミリメートル以下
・口径50ミリメートル以上            15,000円
(3)竣工検査手数料
・口径20ミリメートル以下      　     2,500円
・口径25ミリメートル以上
　40ミリメートル以下　　　　　　　　 5,000円
・口径50ミリメートル以上　　        15,000円
(4)消防演習の立会手数料
　　　　　　　　　１回につき　　　　 1,000円
２　前項の手数料は、特別な理由がない限り還付
しない。

手数料は、次により、申込者から申込みの際、こ
れを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があ
ると認めた申込者からは、申込後、徴収すること
ができる。
(1)給水装置工事事業者指定手数料
　　　　　　　　　　　１件につき　　10,000円

手数料は、次のとおりとする。
(1)督促手数料　    1通につき　　100円
(2)第6条第1項に規定する指定給水装置工事事業者
の指定の手数料　   1件につき 10,000円
(3)設計診査手数料　1件につき　2,500円
(4)工事検査手数料　1件につき　2,500円

吾北村 本川村

【平成13年度】
　収益的収支
　　総収益　　　　　 　　　　26,120千円
　　総費用　　　 　　　  　　26,126千円
　　収支差引　　　　    　　　　△6千円①
　資本的収支
　　資本的収入　　 　　  　　 9,378千円
　　資本的支出　　 　　  　　 9,378千円
　　収支差引　　 　　   　　      0千円②
　収支再差引　①＋②   　     　△6千円
　　積立金　　　　　　  　　　 　 0千円
　　前年度からの繰越金  　   　　 7千円
　　形式収支　 　　　　           1千円
　　翌年度繰越財源　  　        　0千円
　実質収支　　　　　　　          1千円
【収益的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金　    8,291千円
　　以外の繰入金　　　　　 　 5,841千円
【資本的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金  　  3,553千円
　　以外の繰入金　　　　　 　 5,825千円
財政調整基金　　　　　　       　  千円
企業債残高　　　　　        583,198千円

【平成13年度】
　収益的収支
　　総収益　　　　　 　　　　15,328千円
　　総費用　　　 　　　  　　15,566千円
　　収支差引　　　　    　　　△238千円①
　資本的収支
　　資本的収入　　 　　  　　 4,555千円
　　資本的支出　　 　　  　　 4,555千円
　　収支差引　　 　　   　　      0千円②
　収支再差引　①＋②   　     △238千円
　　積立金　　　　　　  　　　 　 0千円
　　前年度からの繰越金  　   　 779千円
　　形式収支　　　　　　　　　　541千円
　　翌年度繰越財源　  　        　0千円
　実質収支　　　　　　　        541千円
【収益的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金　      756千円
　　以外の繰入金　　　　　 　 8,299千円
【資本的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金  　  　912千円
　　以外の繰入金　　　　　 　 　913千円
財政調整基金　　　　　　       　  千円
企業債残高　　　　　         20,799千円

公営企業会計

【平成13年度】
収益的収支
　総収益　　　　　　         310,834千円
　総費用　　　　　　         293,418千円
　収支差引　　　　　　        17,416千円
資本的収支
　資本的収入　　　　         121,319千円
　資本的支出　　　         　249,348千円
　収支差引　　　         　△128,029千円
　補てん財源　　　         　128,029千円
（過年度分損益勘定留保資金）

【収益的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金　  　15,475千円
　　以外の繰入金　　　　　　 　　　0千円
【資本的収支の繰入金内訳】
　繰出基準に基づく繰入金　　 　2,358千円
　　以外の繰入金　　　　　  　25,345千円
企業債残高　　　　　　　 　1,397,876千円

特別会計 特別会計



項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

農協に委託
（１）ろ過池及び配水池の点検(毎日１回以上)
（２）ろ過池の清掃（必要に応じ行う）
（３）消毒液の点検（毎日１回）
（４）メーター器の検針（毎月１回）
（５）料金徴収（翌月末日までに確実に役場に納入する事）
（６）量水器の検針（毎月１回）
（７）各家庭の検針表には必ず検針日、指示数を記入する事
（検針表は、年度末に回収し役場へ持参する事）
（８）管理日誌の記帳
（９）水質検査等の実施
（10）漏水検査及び監督
（11）大雨・台風等の後の水源地の調査等

現　　　　　　　　　　　況

水源施設維持管理

【目的】
 水源施設の適正な管理及び迅速な修復対応で水道水の安定供
給に努める。

【事業概要】
①状況の把握
１　日常管理
（１）直営…原則として日常点検業務は、水道課により実施
する。
・定期的に水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見
に努めている。
・異常発見時は、対応方法を課長等と検討し、併せて修繕工
事等の施行の決裁をとる。
・滅菌機の薬品の残量チェック、補充を実施する。
（２）委託…定期的に全水源地系統別の水質検査を実施す
る。
・原水、浄水の全項目検査を年１回実施する。
・浄水の定期水質検査を月１回実施する。
・実施機関…（社）高知県食品衛生協会　食品検査センター
・実施時期…実施機関の指定日・実施方法…水道課職員によ
る採水
・実施後処理…検査結果受領後保管、異常箇所
は即時調査のうえ再検査

　

【目的】
　水源施設の適正な管理及び迅速な修復対応で水道水の安定
供給に努める。
【事業概要】
①状況の把握
１　日常管理
（1）上八川地区簡易水道施設は、テレメーターによる遠隔監
視システムを導入しており、異常の際は自動的に職員に電話
連絡がある。委託検針員が定期的に施設を巡回するほか、水
道担当職員が随時点検にまわり、状況の確認と異常の早期発
見に努めている。
・異常発見時は、対応方法を課長等と検討し、併せて修繕工
事等の施行の決裁をとる。
・浄水処理薬品の残量チェック、補充、投入を実施する。
（2）委託・・・定期的に水質検査を実施する。
・浄水の全項目検査を年1回実施する。
・浄水の定期水質検査を月1回実施する。
・クリプトスポリジウム指標菌検査を月1回実施する。
・実施機関・・・・社団法人食品衛生協会
・実施時期・・・・実施機関の指定日
・実施方法・・・・採水した水を食品衛生協会が回収にまわ
る。
・実施以後処理・・検査結果受領後保管。異常があれは追跡
調査等対応。

【目的】
 水道施設の適正な運転管理とともに点検整備等を行うことで
水道水の安定供給に努める。

【事業概要】
①水道課職員により次の点検業務を実施する。
（１）週１回、定期的に水道施設を巡回し、状況の確認と異
常の早期発見に努めている。
（２）異常発見時において対応方法を検討し、工事施行の決
裁をとる。
（３）滅菌処理薬品の残量を確認し、補充する。
（４）定期的に水質検査をする。
・原水・浄水全項目検査
　年１回
・浄水の一般検査
　毎月
・実施機関
　社団法人　高知県食品衛生協会　食品検査センター
・実施時期
　実施機関の指定日
・実施方法
　採水した水を上記実施機関が回収にまわる。
・実施後処理
　検査結果受領後保管、異常箇所は即時調査のうえ再検査

【目的】
　水道施設の適正な運転管理とともに点検整備等行うことで
水道水の安定供給に努める。
【事業概要】
①水道担当職員および委託検針員により次の点検業務を実施
する。
（1）適時、水道施設を巡回し、状況の確認と異常の早期発見
に努めている。
（2）委託検針員点検が点検した内容は水道日誌に記入する。
（3）異常発見時において対応方法を検討し復命併せて工事施
行の決裁をとる。
（4）滅菌処理薬品の残量チェックする。
（5）定期的に水質検査をする。
・原水、処理水全項目検査　　年1回
・処理水の一般検査　　毎月
・クリプトスポリジウム指標菌検査　　毎月
・実施機関
　　社団法人食品衛生協会に依頼している。
・実施時期
　　実施機関の指定日
・実施方法
　　採水した水を食品衛生協会が回収にまわる。
・実施以後処理
　　検査結果受領後保管。異常箇所は追跡調査。

日常点検

毎日点検（色・濁り・残塩）は農協に委託
その他維持管理についても委託している

本川村

上水道・簡易水道

伊野町 吾北村



管路施設維持管理

本川村

【目的】
管路施設の水質保持、漏水の防止、漏水発生時の迅速な修復
対応で安定供給に努める。

【事業概要】
①状況の把握
　１　施設のほとんどが、地中に埋設されており状況の把握
は極めて困難である。
　（１）住民からの通報
　（２）貯水状況からの推測
　（３）職員による漏水調査
　（４）パトロールによる漏水の推測
　（５）業者委託による漏水調査
②修繕の実施
　１　状況の確認、検討、修復計画の決裁
　２　業者選定し、指示（町内業者で対応できるところは町
内業者）
　３　住民への周知
　４　現場の管理（断水、通水作業等）
　５　備蓄材の貸与、返納
　６　工事監督管理
　７　工事の検査

【負担割合】
①配水管の修繕の原因が明確な場合は、原因者負担。
②上記以外の配水管の修繕は、全額町負担。
③給水管の修繕は、量水器を境に、配水管側は町が負担し、
宅地側は使用者等が負担する。ただし、宅地側のみの修繕
は、使用者等から直接業者発注とする。

【目的】
　管路施設の水質保持、漏水の防止、漏水発生時の迅速な修
復対応で安定供給に努める。

【事業概要】
①状況の把握
　１　施設のほとんどが、地中に埋設されおり状況の把握は
きわめて困難である｡
　（1）住民からの通報。
　（2）貯水状況からの推測。
　（3）職員による漏水調査。
　（4）パトロールによる漏水の推測。
　（5）業者委託による漏水調査。
②修繕の実施
　１　状況の確認、復命、修復計画の決裁。
　２　業者選定（迅速に対応可能、施設整備時の業者等）
し、指示。
　３　住民への周知（防災無線）。
　４　現場の管理　（断水、通水作業等）。
　５　備蓄材なし
　６　工事監督管理
　７　工事の検査

【負担割合】
①工事等施工中に配水管等を破損させた場合、工事施工業者
が修繕費用負担。
②上記以外の配水管の修繕は、全額村負担。
③量水器より内側は使用者が直接修理を依頼し、費用も使用
者が負担する。

【目的】
　管路施設の水質保持、漏水の防止、漏水発生時の迅速な修
復対応で安定供給に努める。

【事業概要】
①状況の把握
　１　施設のほとんどが、地中に埋設されおり状況の把握は
きわめて困難である｡
　（1）住民からの通報。
　（2）貯水状況からの推測。
　（3）職員による漏水調査。
　（4）パトロールによる漏水の推測。
　（5）業者委託による漏水調査。
②修繕の実施
　１　状況の確認、復命、修復計画の決裁。
　２　業者選定（迅速に対応可能、施設整備時の業者等）
し、指示。
　３　住民への周知（防災無線）。
　４　現場の管理　（断水、通水作業等）。
　５　備蓄材あり
　６　工事監督管理
　７　工事の検査

【負担割合】
①工事等施工中に配水管等を破損させた場合、工事施工業者
が修繕費用負担。
②上記以外の配水管の修繕は、全額村負担。
③量水器より内側は使用者が直接修理を依頼し、費用も使用
者が負担する。

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い
上水道・簡易水道

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

水源施設維持管理

２　定期点検・管理
（１）電気計装施設の定期点検は、保守点検業務（１年間）
として業者に委託している。（年間予算額２，３７０千円）
・点検報告書の提出、保管・必要に応じて立会い、確認・異
常があった場合は、協議し、必要により修繕する。
（２）自家発電装置の定期点検は、保守点検業務（１年間）
として業者に委託している。（年間予算額１，０１０千円）
・点検報告書の提出、保管・必要に応じて立会い、確認・異
常があった場合は、協議し、必要により修繕する。
②修繕の実施
　１　点検作業で対応
　(１）極軽微なものは状況確認後、修繕を実施事後報告
　　する。
　２　業者発注
　（１）状況報告を受け、確認、課長等と検討を行い、修
     理計画の決裁をとり、業者へ修繕の発注依頼をする。
　（２）住民への周知、現場管理（断水、通水作業等）、
　　工事の監督、工事の検査を実施する。
③その他
　１　施設周辺の草刈作業を業者（シルバー人材センター）
    に依頼し実施する。

２　定期点検・管理
・委託検針員が定期的に施設を巡回するほか、水道担当職員
が随時点検
・異常があった場合は、協議し、必要により修繕する。
②修繕の実施
　１．点検作業で対応
　（1）極軽微なものは状況確認後、修繕を実施し事後報告す
る。
　２．業者発注
　（1）状況報告を受け、確認、課長等と検討を行い、修理計
画の決裁を行い、業者へ修繕の発注依頼する。
　（2）防災無線や文書にて、住民への周知、現場管理（断
水、通水作業等）、工事の監督、工事の検査を実施する。
③その他
　１．施設周辺の草刈作業を村臨時職員の道路作業班および
委託検針員が実施する。

農協に委託
（１）ろ過池及び配水池の点検(毎日１回以上)
（２）ろ過池の清掃（必要に応じ行う）
（３）消毒液の点検（毎日１回）
（４）メーター器の検針（毎月１回）
（５）料金徴収
（６）量水器の検針（毎月１回）
（７）各家庭の検針表には必ず検針日、指示数を記入する事
（８）管理日誌の記帳
（９）水質検査等の実施
（10）漏水検査及び監督
（11）大雨・台風等の後の水源地の調査等

吾北村



費用負担
設　　置　　　伊野町

維持管理　　　組　合

給水施設の新設、改造修繕又は撤去に要する費用は、
当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の
負担とする。

なし

料　　金 組合が定める

・施設の管理受託者は、施設の管理、運営に要する費
用等に当てるため、使用者から使用料金を収受でき
る。
・料金は管理受託者が定める。 有料

基　　　準 給水人口：５０人以上１００人以下

施設数

管理及び管理の委託 組合管理（地元管理）

・村長は、必要と認めるときは、集落又は任意の団体
にこの施設の管理運営を委託できる。
・管理の委託を受けた者は、管理者を定め、契約の定
めにより、施設設置目的が達成される用施設の適正な
管理運営に努めなければならない。 農協委託

施設名
出来地、楠瀬、弘瀬、込谷、長原比、毛田

野久保、小野前田、大平
槙川・枝川 大森・寺川・二俣（15年度廃止）

9 2 3

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

吾北村飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例

飲料水供給施設

根拠法令



項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い
専用水道

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

該当なし 該当なし

道の駅６３３美の里

給水施設の新設、改造修繕又は撤去に要する費用
は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去を
する者の負担とする。

管理及び管理の委託

根拠法令

基　　準

施設数 1

施設名

費用負担

料　　金

１日最大給水量２０㎥を超えるものなど

水道法
吾北村道の駅「６３３美の里」専用水道の設

置及び管理に関する条例

・村長は、必要と認めるときは、集落又は任意の
団体にこの施設の管理運営を委託できる。
・管理の委託を受けた者は、管理者を定め、契約
の定めにより、施設設置目的が達成される用施設
の適正な管理運営に努めなければならない。

・施設の管理受託者は、施設の管理、運営に要す
る費用等に当てるため、使用者から使用料金を収
受できる。
・料金は管理受託者が定める。



基　　準

補助の目的

　伊野町の水道施設の及ばない地域において、小
規模簡易水道を布設しようとするものに対し、予
算の範囲内において、その費用の一部を補助し
て、公衆衛生の向上及び生活環境の改善を図るこ
とを目的とする。

伊野町 吾北村 本川村

根拠法令 伊野町小規模簡易水道施設費補助金交付規程 吾北村集落活性化事業費補助金交付要綱

補助率等

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

項　　目
小規模給水施設

　集落の振興、活性化を図るため、部落又は住民
の組織する共同体が主体となって実施する事業に
要する経費に対して、予算の範囲内で補助するも
のとする。 －

上水道、簡易水道、飲料水供給施設、専用水道以外

現　　　　　　　　　　　況

なし

補助金交付予定額は、当該施設の総工費より給水
装置の布設に要する費用及び事務費等を差引いた
額(以下「補助対象額」という。)の50パーセント
以内において、これを決定しなければならない。
ただし、町長が特に必要と認めた場合は別途、補
助金を交付することができる。

・基準及び年間事業実施件数等
　水源地・導水管配水池配水管の各施設補助額
　３，０００千円以下
・補助率　１／２以内
・補助対象事業費　５０～２，０００千円

－

管　　理

町長が別に定める小規模簡易水道組合規程により
組合を結成して、これにより行い、みだりにその
施設を改造又は撤去してはならない。

地元管理 基本的には部落で管理を行う。
大規模修繕等は村にて費用負担。
（例外として小規模修繕も村で行う場合もあ
る。）



量水器 基本料金 超過水量
超過
料金

口径　13mm 500円 1ｋﾘｯﾄﾙ 50円

口径　20mm 1000円 〃 〃

口径　25mm 1500円 〃 〃

口径　40mm 2000円 〃 〃

口径　50mm 3000円 〃 〃

設置及び管理者

組合は目的を達成するため次の事業を行う。
・水道料の徴収に関すること。
・取水池、配水槽の保守点検及び清掃に関するこ
と。
・消毒施設の保守点検に関すること。
・水道施設の管理、補修に関すること。
・水道施設に関する村費等補助金の申請に関する
こと。
・水質検査に関すること。
・その他組合の目的を達成するため必要なこと。

施設名

・加入金は5,000円とし、新設の場合50,000円を加
算する。
・３ヶ月以上休止後再利用の場合5,000円負担

該当なし

基準水量

10ｋﾘｯﾄﾙ

〃

〃

〃

〃

　簡易水道：給水人口：１５１人
　　　　　　配水能力：６０㎥/日

高岩簡易水道

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い
その他

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

該当なし

根拠法令 高岩簡易水道組合規定

基　　準
簡易水道：給水人口１０１人以上５０００人
以下

施設数 簡易水道（無認可）施設：１

施設概要

設置者・管理者：高岩簡易水道組合

使
用
料
金

事　　業

加　　入
組合に新たに加入しようとする者は、組合長に加
入申込書を提出し、役員会の承認を得、次に定め
る組合加入金を納めなければならない。

加入金



参考法令

【地方公営企業法】
（特別会計）
第17条　地方公営企業の経理は、第２条第１項に掲げる事業ごとに特別会計を設けて行なうものとする。但し、同条同項に掲げる事業を２以上経営する地方公共団体に
おいては、政令で定めるところにより条例で２以上の事業を通じて一の特別会計を設けることができる。
【地方公営企業法施行令】
（２以上の事業を通ずる特別会計）
第８条の４　地方公共団体は、軌道事業、自動車運送事業及び鉄道事業のうち２以上の事業を併せて経営する場合又は水道事業及び法の規定の全部を適用する簡易水道
事業を併せて経営する場合には、それぞれ当該併せて経営する事業を通じて一の特別会計を設けることができる。

【地方公営企業法】
（この法律の適用を受ける企業の範囲）
第２条　この法律は、地方公共団体の経営する企業のうち次に掲げる事業（これらに附帯する事業を含む。以下「地方公営企業」という。）に適用する。
1．水道事業（簡易水道事業を除く。）
2．工業用水道事業
3．軌道事業
4．自動車運送事業
5．鉄道事業
6．電気事業
7．ガス事業
２　前項に定める場合を除くほか、次条から第６条まで、第17条から第35条まで、第40条から第41条まで並びに附則第２項及び第３項の規定（以下「財務規定等」とい
う。）は、地方公共団体の経営する企業のうち病院事業に適用する。《改正》平11法087
３　前２項に定める場合のほか、地方公共団体は、政令で定める基準に従い、条例（地方自治法（昭和22年法律第67号）第284条第１項の一部事務組合（以下「一部事
務組合」という。）又は広域連合（以下「広域連合」という。）にあっては、規約）で定めるところにより、その経営する企業に、この法律の規定の全部又は一部を適
用することができる。

【水道法】
（用語の定義）
第３条　この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたもの
を除く。
２　この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。
３　この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が５，０００人以下である水道により、水を供給する水道事業をいう。
４　この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の
水道事業者に分水する場合を除く。
５　この法律において「水道事業者」とは、第６条第１項の規定による認可を受けて水道事業を経営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第26条の規定による
認可を受けて水道用水供給事業を経営する者をいう。
６　この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに
該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準
以下である水道を除く。
1． 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
2． その水道施設の１日最大給水量（１日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。）が政令で定める基準を超えるもの《改正》平13法100
７　この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源
とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
８　この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設（専用水道にあっては、給水の施設を含むも
のとし、建築物に設けられたものを除く。以下同じ。）であって、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の設置者の管理に属するものをいう。
９　この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をい
う。
10　この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
11　この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。
12　この法律において「治水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。

協定項目２３－４　水道事業の取扱い項　　目



項　　目 協定項目２３－４　水道事業の取扱い

参考法令

（事業の認可及び経営主体）
第６条　水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
２　水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営
することができるものとする。
（供給規程）
第14条　水道事業者は、料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならない。
２　前項の供給規程は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
1．料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであること。
2．料金が、定率又は定額をもって明確に定められていること。
3．水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
4．特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
5．貯水槽水道（水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。以下この
号において同じ。）が設置される場合においては、貯水槽水道に関し、水道事業者及び当該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められている
こと。
３　前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、厚生労働省令で定める。
４　水道事業者は、供給規程を、その実施の日までに一般に周知させる措置をとらなければならない。
５　水道事業者が地方公共団体である場合にあっては、供給規程に定められた事項のうち料金を変更したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労
働大臣に届け出なければならない。
６　水道事業者が地方公共団体以外の者である場合にあっては、供給規程に定められた供給条件を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならな
い。
７　厚生労働大臣は、前項の認可の申請が第２項各号に掲げる要件に適合していると認めるときは、その認可を与えなければならない。



○会計区分は、伊野地区は現行のとおり新町に引き継ぎ、吾北・本川地区においては、合併時に統合する。
○水道施設については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
○使用料金及びメーター使用料金は、別表のとおり合併時に統一する。
○検針業務については、現行のとおり新町に引き継ぐ。
○加入金については、伊野町の例により合併時に統一する。
・吾北村において現在、実施中（H15年～H17年度）の事業については、従前のとおりとし、新たな事業から適用する。
○手数料については、伊野町の例により合併時に統一する。
○工事負担金については、伊野町の例により合併時に統一する。
○小規模給水施設補助事業については、伊野町の例により合併時に統一する。

○３町村における会計区分の相違。（伊野町は上水道、簡易水道とも地方公営企業法の適用、２村は地方公営企業法の非適用）
○水道施設の設置状況の相違
・伊野町は上水道・簡易水道・飲料水供給施設・小規模給水施設
・吾北村は簡易水道・飲料水供給施設・小規模給水施設・専用水道・その他
・本川村は簡易水道・飲料水供給施設・小規模給水施設
○使用料金及びメーター使用料の相違
・伊野町は上水道・簡易水道で水道料金を徴収
・吾北村は簡易水道と飲料水供給施設の１施設において水道料金を徴収
・本川村は簡易水道と飲料水供給施設で水道料金を徴収
・伊野町は一般・営業・臨時用で料金設定
・吾北村は一般のみ
・本川村は一般・営業で料金設定

留意事項

○設置及び管理主体の相違
・３町村の上水道・簡易水道については、各町村が事業主体で、管理も町村が行っている。
・飲料水供給施設は３町村とも町村が設置、管理は、伊野町が全施設受益者、吾北村が村と受益者１施設ずつ、本川村は全施設村で管理し
ている。
・小規模給水施設は、伊野町・吾北村は、町村の補助事業で受益者が設置、本川村は村が設置、管理については３町村とも受益者が行って
いる。
○検針業務の相違
○新規加入金徴収の相違
・伊野町においては、口径に応じ徴収、吾北村・本川村では徴収していない。
○手数料の相違

調整方針（案）

項　　目 協定項目２３－４　水道事業の取扱い



別表
１．水道料金

２．メーター使用料金

１，５００円

項　　目 協定項目２３－４　水道事業の取扱い

口径　２５㎜
口径　３０㎜
口径　４０㎜

口径　１３㎜
口径　２０㎜

口径　５０㎜
口径　７５㎜

７０円
１２０円
１４０円
２２０円
３００円

１，２００円

３．料金は１及び２に定める金額の合計金額に１００分の１０５を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。

基本水量 基本料金

一般用 ８㎥ ４８０円 ９５円

営業用 １０㎥ ６５０円 １０５円

臨時用

共　用

専　用

１㎥につき１９５円

種　別

１㎥につき９５円

基本料金
超過料金(1㎥に

つき)
用　途



協議の結果

項　　目 協定項目２３－４　水道事業の取扱い



全体計画

施設維持管理

受益者負担金

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

下水道（公共）

該当なし 該当なし

健全な都市生活環境の整備による住民生活の向上
安定を目的とする。

◎公共下水道
　計画処理面積　417.48ha
　計画処理人口　16,800人
  計画汚水量　8,470㎥/日
           (日最大10,660m3／日)
　排除方式　分流方式
　処理方法　伊野町公共下水道（伊野浄水苑)
　事業期間　昭和53年～平成30年

①管渠・マンホール等の施設管理　（直）
②処理水の水質管理　（委）
③下水道台帳の管理　（直）
　　（直）…直営管理
　　（委）…委託管理
【その他】
　管渠（中継ポンプ施設・マンホールポンプ）の
清掃・定期点検及び定期運転確認については、汚
水管渠処理施設保守点検業者に委託している。

都市計画法・下水道法
伊野町下水道条例・伊野町下水道条例施行規則

根拠法令

事業の目的

下水道事業認可

・種　　　　　別　単　　独
・処　理　区　名　伊野処理区
・当初認可年月日　昭和60年
・今回認可年月日  平成12年3月28日
・認　可　番　号　建設省高都下公発第1号
・事　業　期　間　平成18年3月31日
・排　除　方　式　分　流　式

　　　　　　　     　今　回　　　 既認可
計画処理人口 　      6,320人　　　6,970人
計画処理面積（汚水）115.62ha　　　93.00ha
供用開始年月日　　　平成元年9月1日

下水道事業に要する費用の一部に充てるため受益
者負担金を徴収する。
○１㎡につき４００円
○徴収は年4回、５年分割で計20回の分割納入、
希望者には一括納付できる（前納報奨金制度あ
り）
　・納付書発行　　毎年６月上旬
　・納期限　6月末・8月末・11月末・翌年1月末



口座振替・集金

検針実施時期

消費税別途必要

　処理区域内において、排水設備の設置及び既設の便
所を水洗便所に改造するため、自己資金のみでは工事
をすることが困難であるものに対し、当該改造に要す
る資金の融資を金融機関にあっせんするとともに、当
該利子の一部を補給することによって、環境衛生の向
上と公共用水域水質保全に資することを目的とする。

　３０㎥超～５０㎥　　１㎥当たり９０円

　　８㎥まで　　　　　　　　　４５０円

下水道維持管理費を賄うため、下水道利用者から
使用料を徴収する。
○基本料金と従量使用料からなる累進使用料体系

毎月２０～２３日頃

納付

使
用
料

　５０㎥超～　　　　１㎥当たり１００円

　　８㎥超～３０㎥　　１㎥当たり８０円

下水道使用料

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い
下水道（公共）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

公
共
下
水
道
排
水
設
備
改
造
資
金
利
子
補
給
事
務

融資期間

融資利率

融資の実行日

融資斡旋の対象

事業の目的

①処理区域内における建築物の所有者で、町税、
受益者負担金等を滞納していないもの。
②下水道供用開始の日から、排水設備工事にあっ
ては、３年以内に行う改良工事であること。
③町内に居住する連帯保証人が２名あること。
④融資を受けた改良資金について、償還能力があ
ること。
⑤自己資金による改造が困難であること。

融資の額  申請1件につき30万円以内とし、1万円を単位とする。

30ヶ月以内

　約定償還日までの間の利子年3.5%を補給する。
ただし、下水の処理開始の区域となった日から1
年以内に融資斡旋をしたものは、償還期間の最初
から15ヶ月は年6.5％を補給する。
　元金の償還が送れたときの延滞利子は、融資を
受けた方の負担となる。

該当なし 該当なし

基本料金

超過料金

超過料金

超過料金

改良工事が完了し、検査に合格した後。

吾北村 本川村



全体計画

下水道事業認可

都市計画法・下水道法
伊野町下水道条例・伊野町下水道条例施行規則

事業の目的

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

健全な都市生活環境の整備による住民生活の向上
安定（枝川地区の浸水被害の軽減）を目的とす
る。
・種　　　別　　　　単　　独
・名　　　称　　　　枝川都市下水路
・当初認可年月日　　昭和53年12月11日
・今回認可年月日    平成12年 9月 8日
・事　業　期　間　　平成19年 3月31日

項　　目

吾北村

下水道（都市）

本川村

該当なし

施設維持管理

①函渠・マンホール等の施設管理　（直）
②排水機場施設の保守点検　　　　（委）

　　（直）…直営管理
　　（委）…委託管理

平成13年度決算

・都市下水路事業一般会計
　都市下水路費　　　　　　　456,949千円
　　（内前年度よりの繰越額　370,043千円）
　都市下水路管理費　　　 　　12,333千円
　　　　　計　　　　　　　　469,282千円

根拠法令

該当なし

◎都市下水路
　　　枝川第１都市下水路
　　　　　　　集水面積　　95.2ｈａ
  　　　　　　浸水戸数　　290戸
　　　　　　　浸水指数　　9,360
　　　枝川第２都市下水路
　　　　　　　集水面積　　38.4ｈａ
　　　　　　　浸水戸数　　210戸
　　　　　　　浸水指数　　6,720
　　　事業期間　昭和58年～平成19年



浄化槽法・水質汚濁防止法

該当なし 該当なし

事業の趣旨

　農業及び農村の健全な発展を期するためには、
生産性の高い農業の実現をめざすとともに、活力
ある農村社会の形成を図ることが緊要である。し
かし、近年の農村社会における混住化の進展、生
活様式の高度化、農業生産様式の変貌等、農業及
び農村を取り巻く状況の変化により、農業用用排
水の汚濁が進行し、農作物の生育障害、土地改良
施設の維持管理の増大、悪臭の発生等、農業生産
環境及び農村生活環境の両面に大きな問題が生じ
ている。このため、農業用用排水の水質保全、農
業用用排水施設の機能維持又は農村生活環境の改
善を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与す
るため、農業集落におけるし尿、生活雑排水等の
汚水、汚泥又は雨水を処理する施設を整備し、
もって生産性の高い農業の実現と活力ある農村社
会の形成に資するものとする。

概　　　要

　市街化区域外を農業集落排水事業及び個別合併
浄化槽により整備する計画である。農業集落排水
事業は、八代地区が完了し、供用開始している。
現在２地区目の加田地区を平成１６年４月供用開
始に向けて整備中である。
①八代処理区：平成10年度供用開始済み
  集　　　落：大字枝川八代1区
　会計の種類：農業集落排水特別会計
　処理方法　：回分式活性汚泥方式
　　　　　　　　→JARUS-XⅠ型
　処理人口　：５２０人
　日平均汚水量： １４１㎥／日
②加田処理区：平成16年度供用開始予定
  集　　　落：大字加田
　会計の種類：農業集落排水特別会計
　処理方法　：回分式活性汚泥方式
　　　　　　　　→JARUS-XⅠ型
　処理人口　：５１０人
　日平均汚水量：１３８㎥／日

伊野町農業集落排水施設の設置及び管理に関する
条例・伊野町農業集落排水事業受益者分担金に関
す条例・伊野町農業集落排水事業特別会計条例・
伊野町農業集落排水事業整備基金条例

根拠法令

本川村

項　　目

協定項目２３－４　水道事業の取扱い
集落排水

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村



調整方針（案）

協定項目２３－４　水道事業の取扱い

留意事項 下水道及び集落排水施設については、伊野町のみである。

【浄化槽法】
（目的）
第１条　この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設
備士及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
【水質汚濁防止法】
（目的）
第１条　この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を堆進すること等に
よって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁（水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。）の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境
を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、
被害者の保護を図ることを目的とする。

参考法令

項　　目

【都市計画法】
（都市計画の基本理念）
第２条　都市計画は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土
地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
【下水道法】
（この法律の目的）
第１条　この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整
備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

下水道・集落排水

○伊野地区において現行のとおり新町に引き継ぐ。

協議の結果



協議第３４号

各種福祉制度の取扱いについて

別紙のとおり各種福祉制度の取扱いを定めることについて、協議会の同意を求

めます。

平成１５年８月２２日

伊野町・吾北村・本川村合併協議会会長 塩 田 始



1/71

国 1 老人保健医療 8/71 ３町村相違ない 現行のとおり新町に引き継ぐ。

2 乳幼児医療費助成事業 9/71 ３町村相違ない

3
重度心身障害児・者医療費助
成事業（一般・高齢者）

10/71 ３町村相違ない

4 母子家庭医療費 12/71 ３町村相違ない

5 幼児医療助成事業 13/71
３町村で実施
対象者の相違

現行のとおり新町に引き継ぐが、平成２
１年度から伊野町の例により統一する。

6
心身障害者医療助成制度
（一般・高齢者）

14/71 伊野町のみ実施 合併時、伊野町の例により統一する。

7 特別児童扶養手当 15/71 ３町村相違ない

8 児童手当 16/71 ３町村相違ない

9 児童扶養手当 17/71 ３町村相違ない

10 子育て支援センター事業 18/71 伊野町のみ実施

県 11 子育て支援短期利用事業 18/71 伊野町のみ実施 合併時、伊野町の例により統一する。

12 チャイルドシート補助金 19/71 吾北村のみ実施 チャイルドシート貸付事業に移行する。

13 チャイルドシート貸付事業 19/71
２町村のみ実施
運用の相違

新町において、現在使用しているチャイ
ルドシートが使用可能な限り事業を実施
し、使用できなくなった時点で順次廃止
する。

14 私立保育園運営費補助 20/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぐ。

行　　政　　制　　度　　等　　検　　討　　調　　整　　方　　針

県

伊野町・吾北村・本川村合併協議会

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

○ ○ ○

○ ○

国

単
独

○ ○

○

○

○

×

○

○ × ×

○

吾北村 本川村
詳細内容掲
載ページ

項　目

単
独

○ ○ ○

○ ○

現　　　　況
伊野町

○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ × ×

×

○ ○

○

× ×

× ○

協議の結果

医
療
助
成

３町村の相違点

児
童
福
祉

○ × ×

調整方針（案）

現行のとおり新町に引き継ぐ。

現行のとおり新町に引き継ぐ。

協議第３４号



2/71

15 外出支援サービス事業 21/71
３町村で実施
事業委託先の相違

現行のとおり新町に引き継ぐ。

16 軽度生活援助事業 22/71
３町村で実施、利用者負
担金及び委託先の相違

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

17 住宅改修支援事業 23/71 吾北村のみ実施
吾北地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後統一する。

18
住宅改修支援事業（理由書助
成分）

24/71 ３町村相違ない 現行のとおり、新町に引き継ぐ。

19 訪問理美容サービス事業 24/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後検討する。

20 転倒骨折予防教室 25/71 伊野町のみ実施

21
アクティビティ・痴呆介護教
室

25/71 伊野町のみ実施

22 地域住民グループ支援事業 26/71 伊野町のみ実施

23 高齢者食生活改善事業 26/71 ３町村相違ない 現行のとおり、新町に引き継ぐ。

24 運動指導事業 26/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後検討する。

25 生きがい活動支援通所事業 27/71
３町村で実施、利用料、
実施方法、委託先の相違

伊野・吾北・本川地区において現行のと
おり新町に引き継ぐ。

26
生活管理指導事業（指導員派
遣）

28/71 吾北村のみ実施 事前に調整のうえ、合併時に統一する。

27 食の自立支援事業 28/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後調整する。

28 家族介護教室 29/71
３町村で実施
委託先の相違

現行のとおり新町に引き継ぐ。

29 家族介護用品の支給 29/71 ２村で実施
吾北・本川地区において現行のとおり新
町に引き継ぎ、合併後統一する。

30 家族介護者交流事業 30/71 ２町村で実施
伊野・吾北地区において現行のとおり新
町に引き継ぎ、合併後調整する。

詳細内容掲
載ページ

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

高
齢
者
福
祉

国

項　目

○ ○

吾北村

×

○ ×

○ ×

○ ○ ○

現　　　　況
伊野町

○ × ×

○ ○

○ ×

○ × ×

×

○ ○ ○

×

本川村

○ ×

○

○

○ ×

○ ○

× ×

○

×

×

○

○

× ○ ○

○ ○

○ ○ ×

協議の結果３町村の相違点 調整方針（案）

伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後調整する。



3/71

31
高齢者の生きがいと健康づく
り推進事業

30/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後調整する。

32 緊急通報体制整備事業 31/71
３町村で実施
利用料、委託先の相違

現行のとおり引き継ぎ、合併後伊野町の
例により統一する。

33 老人保護措置事業 32/71 ３町村相違ない

34 老人日常生活用具給付等 33/71 ３町村相違ない

35 機能訓練Ｂ型 33/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後調整する。

36 生活支援ハウス運営事業 33/71 本川村のみ実施
本川地区において現行のとおり新町に引
き継ぐ。

37 老人クラブ活動等補助 34/71
３町村で実施
事務局の相違

事前に調整のうえ、合併時統一する。

県 38 住宅改造支援事業 35/71 ３町村相違ない
現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統
一する。

39 敬老事業 36/71
３町村で実施
実施主体の相違

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

40 敬老年金 37/71
２町村で実施
対象者・支給額の相違

伊野・本川地区において現行のとおり新
町に引き継ぎ、合併後※段階的に調整し
統一する。

41 高齢者福祉施設管理 37/71
２町村で実施
施設の相違

伊野・本川地区において現行のとおり新
町に引き継ぐ。

42 老人在宅介護手当 38/71
３町村で実施
対象者、支給額の相違

現行のとおり新町に引き継ぐが、平成２
１年度から伊野町の例により統一する。

43 福祉機器・用具の貸出 38/71 伊野町のみ実施 現行のとおり新町に引き継ぐ。

44
在宅高齢者等オムツチケット
交付事業

39/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後統一する。

45
在宅福祉実践事業（配食サー
ビス事業）

40/71
２村のみ実施、対象
者、利用料等の相違

吾北・本川地区において現行のとおり新
町に引き継ぎ、合併後調整する。

46 シルバーハウス運営事業 41/71 伊野町のみ実施 現行のとおり新町に引き継ぐ。

詳細内容掲
載ページ

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

高
齢
者
福
祉

単
独

国

項　目

○ × ×

× ○ ○

× × ○

○ ○

○

○

○ × ×

○ ○ ○

○ ○

伊野町 吾北村 本川村

○ ○ ○

○ × ×

現　　　　況

○

○ ○ ○

○

○ ○

○ × ○

○ ×

×

×

×

○ × ○

○ ○ ○

協議の結果３町村の相違点 調整方針（案）

現行のとおり、新町に引き継ぐ。



4/71

47 ミニ・デイサービス 41/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぐ。

48 高齢者住宅軽改造助成事業 42/71 吾北村のみ実施
吾北地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ実施するが、平成２１年度におい
て検討する。

49 福祉電話事業 42/71 ３町村相違ない 現行のとおり新町に引き継ぐ。

50 身体障害者ディサービス 43/71
伊野町のみ実施
２村は対象者なし

51 身体障害者短期入所事業 44/71
伊野町のみ実施
２村は対象者なし

52 身体障害者援護措置 44/71 ３町村相違ない

53 身体障害者・知的障害者相談 45/71
３町村で実施
伊野町のみ独自で設置

54 日常生活用具給付等事業 45/71 ３町村相違ない

55 身体障害者更生医療給付費 46/71 ３町村相違ない

56 身体障害児・者補装具給付費 47/71 ３町村相違ない

57
身体障害者ホームヘルプサー
ビス事業

47/71
３町村で実施
委託先の相違

58 更正訓練費支給事業 48/71 ３町村相違ない

59 福祉手当 48/71 ３町村相違ない

60 障害児福祉手当 49/71 ３町村相違ない

61 特別障害者手当 49/71 ３町村相違ない

62
身体障害者手帳受付・交付事
務

50/71 ３町村相違ない

詳細内容掲
載ページ

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

吾北村 本川村

× ○ ×

× ×

単
独

項　目 現　　　　況

○

○

伊野町

○ ○

○

障
害
福
祉

国

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

高
齢
者
福
祉

協議の結果３町村の相違点 調整方針（案）

現行のとおり新町に引き継ぐ。



5/71

63 授産施設の相互利用事業 50/71
伊野町のみ実施
２村は対象者なし

64 身体障害者施設支援費 51/71 ３町村相違ない

65 知的障害者施設支援費 51/71 ３町村相違ない

66 身体障害者居宅生活支援費 52/71 ３町村相違ない

67 知的障害者居宅生活支援費 52/71 ３町村相違ない

68 障害児居宅生活支援費 53/71 ３町村相違ない

69 施設入所者医療補助 53/71 ３町村相違ない

70 精神保健福祉法事務 54/71 ３町村相違ない

71 精神障害者短期入所事業 54/71
３町村相違ない
３町村とも対象者なし

72 精神障害者居宅介護等事業 54/71
３町村相違ない
３町村とも対象者なし

73 心身障害者扶養共済制度事務 55/71 ３町村相違ない

74 市町村社会参加促進事業 55/71
３町村で実施
委託先の相違

75 障害児・者福祉機器給付事業 56/71
伊野町のみ実施
本川村対象者なし

76 住宅改造支援事業 56/71 ３町村相違ない

77 障害者地域生活支え合い事業 56/71 伊野町のみ実施

78 心身障害者通所援護事業 57/71 伊野町のみ実施

国

現行のとおり新町に引き継ぐ。

○ ○ ○

現　　　　況
伊野町

詳細内容掲
載ページ

３町村の相違点

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

吾北村 本川村
項　目

県

障
害
福
祉

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ × ○

○ ○ ○

○ × ×

○ × ×

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

協議の結果

現行のとおり新町に引き継ぐ。

調整方針（案）

現行のとおり、新町に引き継ぐ。



6/71

79 障害者団体補助 57/71
３町村で実施
対象者、運用の相違

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後同
一又は類似する団体は統合する方向で調
整を図り、助成等の見直しを行う。

80 福祉タクシー・ガソリン事業 58/71
２町村で実施
補助金の相違

伊野町の例により合併時に統一する。

81
在宅障害児・者啓発活動、友
愛訪問活動事業

59/71 伊野町のみ実施

82 心身障害児福祉年金事業 59/71 伊野町のみ実施

83 生活保護事業 60/71
３町村で実施
公金扱いの相違

現行のとおり、新町に引き継ぐ。

84
災害弔慰金、災害障害見舞金
支給

61/71
３町村で実施
弔慰金額の相違

85 災害援護資金貸付 62/71
３町村で実施
貸付金額の相違

86 戦没者遺族弔慰金 63/71 ３町村相違ない

87
戦没者等の妻に対する特別給
付金等

63/71 ３町村相違ない

88 母子寡婦福祉資金貸付 63/71
伊野町のみ実施
２村対象者なし

県 89 民生委員推薦会 64/71
３町村で実施
人数等の相違

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統
一する。

90 災害見舞金支給 65/71
２町村のみ実施
見舞金の相違

事前に調整のうえ、合併時に統一する。

91 民生児童委員協議会補助 65/71
３町村で実施
人数等の相違

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後統
一する。

92
行旅困窮者措置費法外援助
（行旅人）

66/71
２町村で実施
相違ない

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

93 ゲートボール場管理 66/71
２村で実施
実施主体の相違

吾北・本川地区において現行のとおり新
町に引き継ぐ。

現行のとおり、新町に引き継ぐ。

国

単
独

障
害
福
祉

○ ○

詳細内容掲
載ページ

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

伊野町 吾北村 本川村
現　　　　況

３町村の相違点
項　目

○ ○ ○

○ ×○

○ × ×

○ × ×

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○

○ ○ ○

○ ○ ×

○ ○

○ × ○

×

協議の結果

○ ○
単
独

そ
の
他
福
祉
事
業

調整方針（案）

伊野地区において現行のとおり引き継
ぎ、合併後統一する。

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後伊
野町の例により統一する。



7/71

94 遺族会補助 67/71
３町村で実施
補助金の相違

95 戦没者追悼式等 67/71
３町村で実施
負担額の相違

96
母子・父子家庭新入学・卒業
記念事業

67/71 伊野町のみ実施
伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後検討する。

97 金婚夫婦記念事業 68/71
３町村で実施
記念品の金額の相違

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

98 長期入院患者見舞金 68/71 吾北村のみ実施 合併時検討する。

99 心配ごと相談所運営事業 69/71 ３町村で相違ない
現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

100 社会福祉活動推進校の育成 69/71
３町村で実施
補助金の相違

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

101 給食センター運営 69/71 本川村のみ実施
本川地区において現行のとおり新町に引
き継ぐ。

102 ボランティアセンター事業 70/71 伊野町のみ実施

103 ふれあいのまちづくり事業 70/71 伊野町のみ実施

104 団体補助 71/71 ３町村で実施
現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

105 障害計画 ― ３町村相違ない

106 母子保健計画 ― ３町村相違ない

107 高齢者福祉計画 ― ３町村相違ない

※平成17年度は伊野・吾北地区85歳以上１万円、本川地区81歳以上３万円、平成18年度は伊野・吾北地区85歳以上１万円、本川地区82歳以上２万
５千円、平成19年度は伊野・吾北地区85歳以上１万円、本川地区83歳以上２万円、平成20年度は伊野・吾北地区85歳以上１万円、本川地区84歳以
上１万５千円、平成21年度以降伊野町の例により統一して実施する。

単
独

○ ○ ○

詳細内容掲
載ページ

国

そ
の
他
福
祉
事
業

項　目

○

現　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

○ ○

○ × ×

○ ○ ○

○ ○ ○

× ○ ×

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ × ×

○ ○ ○

○

× × ○

○ × ×

○ ○ 新町において策定する。

協議の結果

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

３町村の相違点

現行のとおり新町に引き継ぎ、合併後調
整する。

伊野地区において現行のとおり新町に引
き継ぎ、合併後調整する。

調整方針（案）



8/71

対　象　者

対象外

給付等の範囲

負担の割合

高額医療費

参考法令

７５歳以上の方
　ただし、昭和7年9月30日までに生まれた方は、引き続き老人保健法により医療を受ける｡
　（一定の障害がある方は６５歳以上の方）（所得制限なし。）

生活保護などにより健康保険に加入していない方

入院・外来とも総医療費から下記の自己負担額等を控除した額を給付

1
老
人
保
健
医
療

根拠法令

【老人保健法】
（目的）
第１条　この法律は、国民の老後における健康の保持と適切な医療の確保を図るため、疾病の予防、治療、機能訓練等の保健事業を総合的に実施し、もって国民保健の向上及び老人福祉の
増進を図ることを目的とする。
（基本的理念）
第２条　国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴つて生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、老人の医療に要する費用を公平に負担するものとす
る。
２　国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、老後における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。
（国の責務）
第３条　国は、この法律による保健事業（以下単に「保健事業」という。）が健全かつ円滑に実施されるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第１条に規定する目的の達成に資するた
め、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。
（地方公共団体の責務）
第４条　地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の老後における健康の保持を図るため、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう適切な施策を実施しなければならない。
（保険者の責務）
第５条　保険者は、加入者の老後における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、保健事業が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。
（保健事業の種類）
第12条　保健事業の種類は、次のとおりとする。
1．健康手帳の交付　2．健康教育　3．健康相談　4．健康診査　5．医療（医療費の支給を含む。）

老人保健法の受給者の方及び世帯の方等の所得に応じて負担割合は１割又は２割になり、以下の基準により自己負担限度額の異なる4つの負担区分に分けられる｡
○一定以上所得者（２割負担）
　住民票の世帯の老人保健法受給者本人、他の老人保健法受給者、70歳以上の高齢者のうち１人でも、市民税の課税所得が124万円以上ある方がいる場合
　※　ただし、次の方は申請により適用が除外され、一般の区分（１割負担）となる。老人保健法受給者本人以外に同一世帯に属する他の老人保健法受給者や70歳以上の高齢者がいな
　　い場合は、受給者本人の収入が450万円未満の方、いる場合は老人保健法受給者本人を含む上記の方の収入の合計が637万円未満の方
○区分II（１割負担）
　老人保健法受給者と同じ住民票の世帯員全員が市民税非課税である場合
　生活保護法に規定する要保護者であって、この区分によって高額医療費の支給を受け、かつ、食事の標準負担額について減額されたとすれば、保護を要しなくなる場合
○区分I（１割負担）
　老人保健法受給者と同じ住民票の世帯員全員の所得が０円の場合（公的年金の控除額を65万円として計算）
　生活保護法に規定する要保護者であって、この区分によって高額医療費の支給を受け、かつ、食事の標準負担額について減額されたとすれば、保護を要しなくなる場合
○一般（1割負担）
　上記以外の場合
　※　受給者証には１割又は２割の負担割合が印字されている。

１．１月の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が申請により後から支給される。
２．同じ世帯に老人保健法の受給者が複数いる場合は、それぞれの外来・入院の自己負担額を合算し、世帯の自己負担限度額を超えた額を高額医療費として支給する。
３．札幌市では高額医療費の支給の対象となる方全員に通知をするので、初の1回のみ申請をお願いする。2回目以降の申請は不要で、領収書も不要である。また、申請は郵送でお願いす
る。

老人保健法

項 目
協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
医療助成（国)

現　　　　　　　　　　　況
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助成件数

助成金額

支給方法

参考法令

項 目

高知県乳幼児医療費補助金交付要綱
伊野町福祉医療費助成に関する条例

乳児：生後０歳児（外来・入院診療）

医療助成（県)

２
乳
幼
児
医
療
費
助
成
事
業

乳児：生後０歳児（外来・入院診療）

幼児：１～６歳になった年度末（入院診療のみ）

乳児：　　１５２人

幼児：１，１３３人

３３１件

１，２７９，４４１円

現物

対象者数

乳児：　７人

幼児：２７人

乳児：２７人

幼児：８４人

５４件

１７６，３９１円

２，１７４件

吾北村 本川村

根拠法令

対　象　者

幼児：１～６歳になった年度末（入院診療のみ）

高知県乳幼児医療費補助金交付要綱
吾北村福祉医療費助成に関する条例

高知県乳幼児医療費補助金交付要綱
本川村福祉医療費助成に関する条例

７，８８１，３７９円

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

乳児：生後０歳児（外来・入院診療）

幼児：１～６歳になった年度末（入院診療のみ）

現物現物

【高知県乳幼児医療助成事業実施要綱】（抜粋）
１　目的
　　この事業は、乳幼児に対し医療費の一部を助成することにより、乳幼児の疾病の早期発見、早期治療を促進し、もって乳児の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
２　用語の定義
（１）　この要綱において「乳幼児」とは、乳児（出生の日から１歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。）及び幼児（１歳の誕生日の前日の属する月の翌月から６歳に達す
　　　る日以降における最初の３月末日までの者をいう。）をいう。
（２）　この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で乳幼児を現に監護するものをいう。（民法、児童福祉法）
（３）　この要綱において「医療保険各法とは、次の各号に掲げる法律をいう。
　　　ア　健康保険法　イ　船員保健法　ウ　私立学校教職員共済法　エ　国家公務員共済組合法　オ　国民健康保険法　カ　地方公務員等共済組合法
（４）　この要綱において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、療養費、特定療養費、家族療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費を
　いう。
【高知県乳幼児医療費補助金交付要綱】（抜粋）
（趣旨）
第１条　この要綱は、高知県補助金交付規則（以下「規則」という。）第２０条の規定に基づき、乳幼児医療費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
（補助目的及び補助対象事業）
第２条　県は、乳幼児の保護と福祉の増進を図るため、別紙「乳幼児医療費助成事業実施要綱」に基づき市町村が行う乳幼児医療費助成事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助す
　る。
（補助率及び補助額の範囲）
第３条　前条に規定する補助対象事業の補助額の範囲は、次に掲げる各号の額の２分の１の額を合算した額とする。ただし、当該合算額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨
てるものとする。
（１）　乳幼児医療費助成支出金額
（２）　高知県国民健康保険団体連合会に対する乳幼児医療費審査支払手数料支出金額
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根拠法令

対象者

対象者数

助成件数

助成金額

支給方法

根拠法令

対象者

対象者数

助成件数

助成金額

支給方法

参考法令

３７５人

７，７４２件

９１人

１，５４０件

１３人

２９９件

高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱
伊野町福祉医療費助成に関する条例

高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱
吾北村福祉医療費助成に関する条例

２９人

２８，０５２円

現物

１９３人

４，００１件

３
重
度
心
身
障
害
児
・
者
医
療
費
助
成

事
業
（

高
齢
者
医
療
）

高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱
伊野町福祉医療費助成に関する条例

障害等級１、２級及びＡ１、Ａ２の障害を持つ65
歳以上の者

障害等級１、２級及びＡ１、Ａ２の障害を持つ65
歳未満の者

現物

３０，００５，５３５円

項 目
医療助成（県）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱
吾北村福祉医療費助成に関する条例

障害等級１、２級及びＡ１、Ａ２の障害を持つ65
歳未満の者

６，１９６，９７７円

現物

６２８件

現物

高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱
本川村福祉医療費助成に関する条例

高知県重度心身障害児・者医療費補助金交付要綱
本川村福祉医療費助成に関する条例

２人

１２件

３
重
度
心
身
障
害
児
・
者
医
療
費
助
成

事
業
（

一
般
医
療
）
）

障害等級１、２級及びＡ１、Ａ２の障害を持つ65
歳未満の者

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

４７，８２６，４２８円

現物

１０，７９４，６６７円

【高知県重度心身障害児・者医療費助成事業実施要項】（抜粋）
１　目的
　　この事業は、重度心身障害児・者の保健の向上及び福祉の増進を図るために、重度の障害のある方は又はその保護者に対して医療費の一部を助成するものである。
２　実施主体
　　この事業の実施主体は、市町村とする。
３　医療費助成対象者
（１）障害児（１歳以上１８歳未満の者）
　ア　身体障害者福祉法施行規則別表第５号に規定する１級又は２級に該当する身体障害を有する者
　イ　児童福祉法第１５条に規定する児童相談所において、重度知的障害（知能指数がおおむね３５以下）と判定された者
　ウ　身体障害者福祉法施行規則別表第５号に規定する３級又は４級に該当する身体障害を有し、かつ、上記児童相談所において、中度知的障害（知能指数がおおむね
　　３６以上５０以下）と判定された者

障害等級１、２級及びＡ１、Ａ２の障害を持つ65
歳以上の者

障害等級１、２級及びＡ１、Ａ２の障害を持つ65
歳以上の者

現物

１，６３０，９０８円
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参考法令

（２）障害者（１８歳以上の者）
　ア　身体障害者福祉法施行規則別表第５号に規定する１級又は２級に該当する身体障害を有する者であって、かつ、６５歳に達する日の前日までに助
　　成の申請を行い市町村長の認定を受けた者及び平成１５年９月３０日までに助成の申請を行い市町村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯
　　の者
　イ　知的障害者福祉法第１２条に規定する知的障害者更正相談所において、重度知的障害（知能指数がおおむね３５以下）と判定された者であって、
か
　　つ、６５歳に達する日の前日までに助成の申請を行い市町村長の認定を受けた者及び平成１５年９月３０日までに助成の申請を行い市町村長の認定
　　を受けたもの又は市町村民税非課税世帯の者
４　対象事業
　　助成対象事業は、市町村が当該市町村の区域内に住所を有する、重度心身障害者又は保護者が現に加入している医療保険（６５歳未満）及び老人保
　　健法（６５歳以上）による医療費の一部を助成する事業とする。（以下省略）

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
医療助成（県）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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根拠法令

対象者

対象者数

助成件数

助成金額

支給方法

参考法令

４
母
子
家
庭
医
療
費
助
成
事
業

１，９６５件

高知県母子家庭医療費助成補助金交付要綱
本川村母子家庭医療費助成に関する条例

吾北村 本川村

【高知県母子家庭医療費助成事業補助金交付要綱】
（目的）
第１条　この要綱は、高知県補助金交付規則（以下「規則」という。）第２０条の規定に基づき、市町村が行う母子家庭医療費助成事業に要する経費に
ついて、予算の範囲内において当該市町村に対して補助金を交付することにより、母子家庭の福祉の増進に資することを目的とする。
（用語の定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
１　医療保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
　　（省略）
２　配偶者のない女子とは、母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）第５条１項に定める者をいう。
３　児童とは、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある者をいう。
４　保険給付とは、次の各号のものをいう。
　　（省略）
第３条　助成事業の対象者は別表１に定める。
〈別表抜粋〉
母子家庭医療助成事業を行う市町村の区域に住所を有する次の各号の一に該当する者で、原則として母子及び寡婦福祉法にいう母子家庭の母と児童で、
医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは被扶養者又は老人保健法第２５条に規定する７０歳以上の加入者等である者とする。
（１）児童を監護し、その者と生計を維持する配偶者のない女子
（２）前号に定める者の監護を受け、その者と生計を同じくする児童
（３）祖母と孫又は姉と弟妹からなる家庭であって、市町村長が母子家庭に準ずると認められる祖母と孫又は姉と弟妹
（４）母子及び寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９号）附則第３条に規定する父母のない児童
　　（以下省略）

1.所得非課税世帯の母子家庭
2.祖母と孫又は姉と弟妹からなる家庭で、母子家
庭に準じると認めた者
3.父母のいない児童
児童とは、１８歳の年度末までにある児童

1.所得非課税世帯の母子家庭
2.祖母と孫又は姉と弟妹からなる家庭で、母子家
庭に準じると認めた者
3.父母のいない児童
児童とは、１８歳の年度末までにある児童

２３世帯　３５人 ３世帯　　７人

２７０件

高知県母子家庭医療費助成補助金交付要綱
伊野町母子家庭医療費助成に関する条例

高知県母子家庭医療費助成補助金交付要綱
吾北村母子家庭医療費助成に関する条例

医療助成（県）
現　　　　　　　　　　　況

伊野町

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

現物

１１８，５１５円

現物

３８件

７５１，７３９円

1.所得非課税世帯の母子家庭
2.祖母と孫又は姉と弟妹からなる家庭で、母子家
庭に準じると認めた者
3.父母のいない児童
児童とは、１８歳の年度末までにある児童

１０３世帯　２６１人

現物

６，８８１，８０２円
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根拠法令

対象者数

助成件数

助成金額

支給方法 現物

１０，９５５，９６０円

３２０人

４，２０８件

１～３歳未満

外来診療

現物

２７人

１９９件

２，２９０，３５２円

８４人

１，０２３件

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
医療助成(単独)

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 本川村

本川村福祉医療費助成に関する条例

１歳～就学前

外来診療

１歳～就学前

外来診療

対象者

吾北村福祉医療費助成に関する条例

項　目

吾北村

５
幼
児
医
療
費
助
成
事
業

４５３，７９１円

現物

伊野町福祉医療費助成に関する条例
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対象者数

助成件数

助成金額

支給方法

対象者数

助成件数

助成金額

支給方法

６
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
事
業

（

一
般
医
療
）

根拠法令

６
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
事
業

（

高
齢
者
医
療
）

伊野町福祉医療費助成に関する条例

障害等級３級及びＢ１の障害を持つ６５歳未満の
者のうち、その年度の所得が２００万円以下の者

１３１件

３，１６６，１６５円

現物

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
医療助成（単独）

該当なし

障害等級３級及びＢ１の障害を持つ６５歳以上の
者のうち、その年度の所得が２００万円以下の者

１０１人

３３７件

６，９９２，６００円

現物

３５人

該当なし

根拠法令

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

対象者

対象者

項 目

伊野町福祉医療費助成に関する条例
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根拠法令

目　　的

受給資格

支給額

支給期日

受給者数

経費負担

参考法令

７
特
別
児
童
扶
養
手
当

２９人

支給月は４月　８月　１２月で４ヶ月毎

【特別児童扶養手当等の支給に関する法律】
（支給要件）
第３条　国は、障害児の父若しくは母がその障害児を監護するとき、又は父母がないか若しくは父母が監護しない場合において、当該障害児の父母以外の者がその障害児を養育する（その
障害児と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。以下同じ。）ときは、その父若しくは母又はその養育者に対し、特別児童扶養手当（以下この章において「手
当」という。）を支給する。
２　前項の場合において、当該障害児を父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児の生計を維持する者（当該父及び母がいずれも当該障害児の生計を維持しな
いものであるときは、当該父又は母のうち、主として当該障害児を介護する者）に支給するものとする。
３　第１項の規定にかかわらず、手当は、障害児が次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児については、支給しない。
1．日本国内に住所を有しないとき。
2．障害を支給事由とする年金たる給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
４　第１項の規定にかかわらず、手当は、父母に対する手当にあっては当該父母が、養育者に対する手当にあっては当該養育者が、日本国内に住所を有しないときは、支給しない。
５　手当の支給を受けた者は、手当が障害児の生活の向上に寄与するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。
（手当額）
第４条　手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、障害児一人につき33,300円（障害の程度が第２条第５項に規定する障害等級の１級に該当する障害児にあっては、50,000
円）とする。
（認定）
第５条　手当の支給要件に該当する者（以下この章において「受給資格者」という。）は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事の認定
を受けなければならない。
２　前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとすると
きも、同項と同様とする。

【特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令】（特別児童扶養手当の額の改定）
第５条の２ 　平成１１年４月以降の月分の特別児童扶養手当については、法第４条 中「３万３千３百円」とあるのは「３万４千３百３十円」と、「５万円」とあるのは「５万千５百５十
円」と読み替えて、法の規定を適用する。

０人 １人

国・県・町村

　２０歳未満政令で定める障害の状態にある児童監護している親、もしくは親に代わって児童を養育している者で、所得制限以下である者。　受給者、
児童ともに日本国内に住所を有すること。
　対象児童が障害を事由とする年金を受けていないこと。対象児童が福祉施設に入所していないこと。

月額一人につき
１級 ５１，５５０円
２級 ３４，３３０円

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

　精神又は身体に障害を有する児童について、特別児童扶養手当を支給することにより、障害児の福祉の増進を図ることを目的としている。

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
児童福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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根拠法令

目　　的

対象者

支給額

支給期日

受給者数

経費負担

参考法令

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
児童福祉（国）

児童手当法

　就学前の児童を養育している者（一定の所得未満の者）で児童を養育している者に手当てを支給することにより児童の健全育成及び資質の向上に資す
る。

　６歳到達後最初の３月３１日までの間にある児童を養育している者に支給。（所得制限あり）

項 目

伊野町 吾北村 本川村
現　　　　　　　　　　　況

８
児
童
手
当

国・県・町村

月額一人につき
第１子　　　　５，０００円
第２子　　　　５，０００円
第３子以降　１０，０００円

【児童手当法】
（支給要件）
第４条　児童手当は、次の各号のいずれかに該当する者が日本国内に住所を有するときに支給する。
１．次のイ又はロに掲げる児童（以下「支給要件児童」という。）を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母
イ　３歳に満たない児童（月の初日に生まれた児童については、出生の日から３年を経過しない児童とする。以下同じ。）
ロ　３歳に満たない児童を含む２人以上の児童
２．父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者
３．児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父又は母であって、父母に監護されず又はこれと生計を同じくしない児童を監護し、かつ、その
生計を維持するもの。ただし、これらの児童が支給要件児童であるときに限る。
２　前項第１号又は第３号の場合において、父及び母がともに当該父及び母の子である児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするときは、当該児童
は、当該父又は母のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、かつ、これと生計を同じくするものとみなす。

支給月は２月　６月　１０月で４ヶ月毎

６２０人 ６５人 ２１人
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根拠法令

目　　的

受給資格

支給額

支給期日

受給者数

経費負担

参考法令

国４３０円／人

３人

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
児童福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

【児童扶養手当法】
（支給要件）
第４条　都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。以下同じ。）及び福祉事務所（社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定める福祉に関する事務所を
いう。以下同じ。）を管理する町村長（以下「都道府県知事等」という。）は、次の各号のいずれかに該当する児童の母がその児童を監護するとき、又
は母がないか若しくは母が監護をしない場合において、当該児童の母以外の者がその児童を養育する（その児童と同居して、これを監護し、かつ、その
生計を維持することをいう。以下同じ。）ときは、その母又はその養育者に対し、児童扶養手当（以下「手当」という。）を支給する。
１．父母が婚姻を解消した児童
２．父が死亡した児童
３．父が政令で定める程度の障害の状態にある児童
４．父の生死が明らかでない児童
５．その他前各号に準ずる状態にある児童で政令で定めるもの

９
児
童
扶
養
手
当

児童扶養手当法

　経済的支柱である父と生計を同じくしていない児童が育成される世帯に児童の心身の健やかな成長に寄与するため手当てを支給し、もって福祉の増進
を図る。また、母子家庭世帯の自立にむけて積極的支援する。

次の要件にあてはまる１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある児童を扶養している母や、母に代わって児童を養育している者に支給さ
れる。（所得制限あり）
①父母が婚姻を解消した児童
②父が死亡した児童
③父が重度の障害状態にある児童
④父の生死が明らかでない児童
⑤父が引き続き１年以上遺棄している児童
⑥父が引き続き１年以上拘禁されている児童
⑦母が婚姻によらないで懐胎した児童
⑧父母ともに不明である児童

月額
・全額支給  児童1人の時　４２，３７０円
　 　　 　　児童2人の時　４７，３７０円
　　　　　  児童3人以上の時、児童1人につき３，０００円加算
・一部支給　所得によって算定（一部支給は４２，３６０円～所得に応じて１０円刻み）

支給月は４月　８月　１２月で４ヶ月毎

１５９人 １７人
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根拠法令

目　　的

内　　容

対象者

利用料

実施方法

補助率等

事業費

根拠法令

11

対象

委託先

委託料

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
児童福祉（県）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー

事
業

10

地域子育て支援センター事業実施要綱

国１／３　県１／３　市町村１／３

　　　　無料（実費のみ）
　　　　昼食：持ち込み

３，０００，０００円

該当なし

育児不安等についての相談指導、子育てサークル
等の育成・支援を行う。施設を開放することによ
り、子育てする母親等の情報交換機能を持たせ
る。

だいたい３歳まで

地域の子育て支援サービスの総合的な連携を図
る。

ぐりぐら広場
　・臨時保育士と町の保健師と連携して、親子の
遊び場として開放。

該当なし

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
児童福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

委託契約

高知県子育て支援短期利用事業実施要綱
伊野町子育て支援短期利用事業実施要綱

内　　容

児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又
は夫の暴力等により緊急一時的に保護を必要とす
る母子等を委託契約を結んでいる高知市の各施設
に入所させる。利用期間７日間
疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出
張、転勤、監護及び学校等への公的行事への参
加。
乳児院：聖園ベビーホーム
児童養護施設：聖園天使園、子供の家、愛仁園、
南海少年寮、白蓮寮

該当なし

子
育
て
支
援
短
期
利
用
事

業

該当なし



19/71

12
根拠法令

内容

支給要件

支給金額

実施方法

補助率等

事業費

根拠法令

内容

対象者

保有台数

貸出状況

特記事項

チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー

ト
補
助
金

チ
ャ

イ
ル
ド
シ
ー

ト
貸
付
事
業

13

・チャイルドシートを必要とする世帯。
・本川村内に住所を有する者で6歳未満の幼児を乗
車させて自動車を運転する必要のある者。

現在までの貸し出し実績　31台
　　うち返却　　　15台
　　貸し出し中　　16台

３１台

伊野町チャイルドシート貸付事業実施要綱

返還時に保険料分として３９円/月

本川村チャイルドシート貸し付け事業実施要綱

本川村

・現在貸し出し中　57台　11年度 5台
　　　　　　　　　　　　12年度51台
　　　　　　　　　　　　13年度21台
　　　　　　　　　　　　14年度42台
・貸出可能台数　　 5台

チャイルドシートの普及を図ることにより、乳幼
児の交通事故の被害を軽減する。１世帯１台期間
２年間無料

・伊野町内に住所を有すること。
・現に普通自動車を運転することができる免許を
受けていること。
・６歳未満児の乳幼児を養育し、又は保護する
者。
・チャイルドシートを装着できる自動車を使用す
る者であること。

７５，２００円

該当なし

６２台

該当なし最高１万円

補助

吾北村チャイルドシート購入費補助金交付要綱

就学前の子供の保護者に対し、１万円を限度とし
て、購入額の1/2を１人１回限り補助する。

吾北村に住所を有し、村収納金を滞納していない
者

購入額の1/2（１万円を限度）

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
児童福祉（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村

損壊の場合、本人に実物を返還してもらう

該当なし

チャイルドシートを貸し出すことで、児童の交通
安全に寄与し、親の金銭的負担も軽減する。
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14

根拠法令

内容

対象者

実施方法

事業費

私
立
保
育
園
運
営
費
補
助

伊野町社会福祉法人の助成に関する条例

　私立保育園運営費として補助

該当なし
　Ｈ13年度１園に助成　　伊野　108名

８，０００，０００円

該当なし

施設、人件費を含めた運営費補助

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
児童福祉（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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15

内　　容

実施方法

実施主体

事業費

外
出
支
援
サ
ー

ビ
ス
事
業

本川村社会福祉協議会

吾北村外出支援サービス事業実施要綱

対象者

町内に住所を有し、概ね６５歳以上の虚弱な高齢
者、または障害者で町長が別に定める介護予防、
生きがい活動等に参加する者で、送迎、活動中に
介助なしで参加できるもの。

移送用車両（リフト付車両等）を使って、地域の
指定する場所から介護予防、生きがい活動等を実
施している場所までの送迎を行うことによって、
高齢者等が自ら外出することを支援し、介護予防
につなげていくことを目的とする。

介護予防生きがい活動支援事業を提供する場所、
医療機関との間を送迎する。

１，５６５，０８４円 ＿ ３，９１７，０７９円

（１）おおむね６５歳以上の高齢者であって、一
般の交通機関を利用することが困難なもの。
（２）おおむね６０歳以上の高齢者であって、下
肢が不自由なもの。

根拠法令 伊野町高齢者等外出支援サービス事業実施要綱

委託

移送用車輌を用いて利用者を村内の医療機関又は
いきがい活動支援通所事業実施施設等へ送迎す
る。本川村では生きがい活動支援通所事業の送迎
を補助対象として申請している。

本川村に居住するおおむね６５歳以上の者で、生
きがい活動支援通所事業に参加する者

本川村生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター
「朝霧荘」老人ディサービスセンター運営事業実

施規則

仁淀ハイヤー（１５年度は明神観光） ＿

委託 実績なし

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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16

内　　容

利用者負担金等

実施方法

実施主体

補助率等

事業費

軽
度
生
活
援
助
事
業

対象者

項 目

本川村

本川村軽度生活援助事業実施要綱

１１５，２００円

委託金額：１時間　1,000円＋交通費分
利用者負担額：４００円・２００円（２階層）

在宅のひとり暮らし高齢者等の世帯に軽易な日常
生活上の援助を提供し、高齢者の自立した生活の
継続を可能とし、要介護状態への進行を防止す
る。
本川村では登録ヘルパーを利用し、事業は社会福
祉協議会に委託している。主に家事援助。身体介
護は含まない。

委託

本川村社会福祉協議会

根拠法令 伊野町高齢者等軽度生活援助事業実施要綱 吾北村軽度生活援助事業実施要綱

伊野町 吾北村

町内に住所を有し、在宅の概ね65歳以上の者で介
護保険の要介護認定において非該当と認定された
もののうち、次に掲げるもの。
（１）一人暮らしの高齢者
（２）高齢者夫婦世帯
（３）高齢者と同居している家族が障害や病弱で
　　家事ができない世帯
（４）その他、地域ケア会議が認めたもの

おおむね６５歳以上の単身世帯、高齢者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であっ
て、日常生活上の援助が必要なもの。

おおむね６５歳以上で、日常生活の援助が必要な
世帯。

現　　　　　　　　　　　況

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅
の一人暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可
能とするとともに、要介護状態への進行を防止
し、本人及びその家族の身体的、精神的な負担の
軽減を図り、高齢者福祉の増進に資することを目
的とする。

在宅の高齢者等に軽易な日常生活上の援助を行
う。

─

実績なし

委託金額：1時間  1,200円
利用者負担額：１２０円・６０円（２階層）

委託

─

国1/2　県1/4　町村1/4 ─

株式会社 伊野組合興産  

国1/2　県1/4　町村1/4

２１７，７４０円 ─
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17

概　　要

住
宅
改
修
支
援
事
業 内　　容

実施方法

補助率等

事業費

根拠法令

項 目

該当なし

介護予防生活支援事業実施要綱

報償費

高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対し
て、住宅改修に関する相談、助言を行うととも
に、介護保険制度の利用（住宅改修）に関する助
言を行う。

高齢者福祉（国）
現　　　　　　　　　　　況

伊野町 吾北村 本川村

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

該当なし

４２０，０００円

国1/2　県1/4　町村1/4

○住宅の改良に関し、保健師、理学療法士、作業
療法士等が利用者対象者の居宅を訪問等により家
屋の構造、高齢者の身体状況及び保健福祉サービ
スの活用状況等をふまえて相談に応じ助言
○施工者の照会及び改良内容についての業者への
連絡、調整
○施工後の評価及び利用対象者に対する指導
○その他住宅改良が円滑に行われるよう関係機関
との連絡調整
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18 根拠法令

概　　要

内　　容

事業費

根拠法令

19

目　　的

内　　容

実施方法

実施主体

事業費

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

伊野町 吾北村 本川村

（サービスの内容）
申請のあった年度に対して一人３枚の訪問理美容
サービス券を交付。  一枚４０００円。

介護予防生活支援事業実施要綱 なし

平成１４年度実績
　　　　利用者　実人数　１名
　　　　延人数  ３名

現　　　　　　　　　　　況

なし

身体状況により、理美容店に行く事の出来ない方
に対して理美容師の自宅までの出張費用を助成す
る。

訪
問
理
美
容
サ
ー

ビ
ス
事
業

利用者

伊野町高齢者等訪問理美容サービス事業実施要綱

高齢者向けに居室等の改良を希望する者に対し
て、住宅改修に関する相談・助言を行うととも
に、介護保険制度の利用（住宅改修費）に関する
助言を行う。

委託

高知県理容生活衛生同業組合伊野支部
高知県美容生活衛生同業組合吾川支部

該当なし 該当なし

４，０００円

住
宅
改
修
支
援
事
業
（

理
由
書
助
成

分
）

１２４，０００円 ６，０００円 実績なし

高齢者向けに、居室等の改良を希望する者に対し
て住宅改修に関する相談・助言を行うとともに、
介護保険制度の住宅改修費に関する助言を行う。

介護支援専門員又は作業療法士等が居宅介護住宅
改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係
る理由を作成した場合　１件につき2,000円

介護支援専門員又は作業療法士等が居宅介護住宅
改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係
る理由を作成した場合　１件につき2,000円

介護支援専門員又は作業療法士等が居宅介護住宅
改修費又は居宅支援住宅改修費の支給の申請に係
る理由を作成した場合　１件につき2,000円

高齢者向けに居室等の改良を希望するものに対し
住宅改修に関する相談・助言を住宅改修の申請す
るための理由書を作成する。
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20
根拠法令

内　　容

実施方法

実施主体

事業費

21

内　　容

事業費

転
倒
骨
折
予
防
教
室

伊野町介護予防事業実施要綱

補助事業としては行っていないが、社会福祉協議
会がデイサービス事業の中で行っている。

各地区で、介護予防教室を開催
４カ所　１回３０，０００円
平成14年度は７回実施
☆15年度より、基幹型のみで行う。

委託

地域型介護支援センター

８４０，０００円

該当なし

伊野町 吾北村

該当なし

９０２，６４７円

【概要】
　閉じこもりや、痴呆症状のある高齢者を対象に
アクティビティーケアを行なう

＊アクティビティケア
：実施回数  14年度は14回（のべ112人参加）
＊機能訓練
：実施回数  14年度は51回（のべ428人参加）

ア
ク
テ
ィ

ビ
テ
ィ

・
痴
呆
介
護
教
室

本川村

項 目
現　　　　　　　　　　　況

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

該当なし
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22

事業費

23

事業費

24

事業費

内容
該当なし

７０９，２０８円

該当なし

地
域
住
民
グ
ル
ー

プ
支
援
事
業

高
齢
者
食
生
活
改
善
事
業

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

－ －

内　　容

該当なし 該当なし

食生活の改善により、疾病等を改善予防するため
に、食生活改善推進委員を育成する。
理事会、食生活改善教室、伝達講習会、母と子の
料理教室等開催。

Ｈ１５年度事業実施予定 食生活改善グループの事業として実施している。内　　容

８０，６７３円

【概要】
　地域ミニデイサービスの中心となるヘルスリー
ダーの育成
☆  ヘルスリーダー養成講座
    14年度7回  実人数 23人  のべ146人
☆  ミニデイサービスお世話役交流会
    14年度2回  実人数 85人  のべ127人

運
動
指
導
事
業 １５６，９２８円

食事と運動を組み合わせた健康作りを指導する。
（運動指導）
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根拠法令

25

内　　容

対象者

実施箇所数

利用料

実施方法

実施主体

事業費

支出費目

生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業

２，１６４，５５０円

各地区

おおむね６５歳以上の者であって、身体虚弱等に
支援を要する者、本川村在住者
延べ利用人員　1,521人

本川村社会福祉協議会自主グループ

４６４，３５６円

８カ所

介護予防・地域支え合い事業実施要綱

需用費、報償費、役務費

直営

介護予防・地域支え合い事業実施要綱
吾北村生きがい活動支援通所事業実施要綱

生きがい活動援助員を配置し、利用対象者の希望
及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを
提供する。

無料 300～500円（地元）

委託

日頃家庭に閉じこもりがちな虚弱老人や、障害者
に共通の趣味を通じた仲間作りの場を提供し互い
に支え合う自主グループの育成を図り、生きがい
を持って生活できるように支援する。

（介護認定のランクに関わらず）伊野町在住の虚
弱老人、障害者で自主活動が可能な方。
保健師等は側面的に支援。

おおむね６０歳以上の一人暮らし高齢者等であっ
て、家に閉じこもりがちなものとする。
１８カ所延べ1，588名

１８カ所

２２，４４３，５３２円

委託料2,115,800円、報償費48,750円 委託料

本川村生活支援ハウス（高齢者生活福祉セン
ター）設置及び管理に関する条例

「朝霧荘」老人ディサービスセンター運営事業実
施規則

介護の対象にならない、家にとじこもりがちな高
齢者、要介護状態になるおそれのある在宅の高齢
者に対し、デイサービス事業を実施することによ
り、当該高齢者の自立生活の助長、社会的孤立感
の解消及び要介護状態になることの予防を目的と
した事業。
【内容】
給食サービス・入浴サービス・日常動作訓練・趣
味・創作活動等

１日あたり1,000円（村の収入）

委託

１カ所

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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根拠法令

26

内　　容

対象者

事業費

根拠法令

目　　的

27
内　　容

対象者

実施方法

実施主体

利用料

事業費

支出費目

項 目

生
活
管
理
指
導
事
業
（

指
導
員

派
遣
）

該当なし

高齢者福祉（国）
現　　　　　　　　　　　況

①弁当  昼、夜のみ：1食700円(自己負担 400円)
②真空パック
　一日の配食分を前日に一度に配達3食
　（朝、昼、晩食）：1,700円(自己負担1,200円)
　2食（昼、晩食） ：1,550円(自己負担1,150円)
  2食（朝、昼または晩食）：1,200円
                           (自己負担　900円)

原則として毎日の朝、昼、晩の3食を自宅に配達

伊野町在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱
在宅高齢者等の自立と生活の質の確保を図るとと
もに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を
図る。

委託

該当なし

４，７２９，６００円

伊野町

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

本川村吾北村

該当なし

　　２名　

介護予防生活支援事業実施要綱
吾北村生活管理指導事業実施要綱

基本生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立
しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に
対して、訪問または短期間の宿泊により日常生活
に対する指導、支援を行い、要介護状態への進行
を予防する事業。　・１回／週、１，５００円／
１時間、１割自己負担、生保負担なし、申請によ
る、身体介護がある

【社会福祉協議会委託事業】
吾北村事業名：生活管理指導事業
介護保険にかからない虚弱な高齢者に対し、ヘル
パーを派遣する。

委託料　　123,750円

食
の
自
立
支
援
事
業

委託料

高南食品
該当なし

介護保険要支援、要介護認定者、または、概ね65
歳以上の高齢者または障害者で食事の調理が困難
な者等

概　　要
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根拠法令

28

対象者

実施方法

根拠法令

29

目　　的

内　　容

対象者

実施方法

事業費

補助率等

支出費目

項 目

家
族
介
護
用
品
の
支
給

７８，０９７円

実績なし

該当なし

国1/2、県1/4、村1/4

本川村家族介護用品支給事業実施要綱

寝たきり等身体上又は精神上の障害があって日常
生活を営むのに支障がある高齢者等を介護してい
る家族等に対し、介護用品を支給することにより
在宅介護における家族の精神的及び経済的負担軽
減を図る。
介護用品（紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手
袋、清拭剤、ドライシャンプーなど）を支給す
る。年額１人当たり上限75,000円ただし、対象者
が家族介護者交流事業のサービスを併せて受ける
ことを希望しない場合に限り、上限を100,000円と
する。

要介護４または５に相当する在宅の高齢者であっ
て市町村民税非課税世帯。
　対象者　　１名

おむつ支給申請書の受付、受理、支給決定は住民課

扶助費

要介護４または５に相当する在宅の高齢者であっ
て市町村民税非課税世帯。

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

吾北村家族介護用品支給事業実施要綱

介護用品（紙おむつ、尿取りパット、使い捨て手
袋、清拭剤、ドライシャンプーなど）を支給す
る。年額１人当たり上限75,000円ただし、対象者
が家族介護者交流事業のサービスを併せて受ける
ことを希望しない場合に限り、上限を100,000円と
する。

寝たきり等身体上又は精神上の障害があって日常
生活を営むのに支障がある高齢者等を介護してい
る家族等に対し、介護用品を支給することにより
在宅介護における家族の精神的及び経済的負担軽
減を図る。

実績なし

高齢者を介護している家族に対し、介護方法や介
護予防、介護者の健康づくり等についての知識、
技能を習得させるための教室を開催する。
　高齢者を介護している家族に対し、介護から一
時的に開放し、宿泊・日帰り旅行、施設見学など
を活用した介護者相互の交流会に参加するなど心
身の元気回復（リフレッシュ）を図る。

高齢者を介護している家族の方を対象に、介護に
ついての講習会を実施する。

高齢者を現に介護している家族や近隣の援助者等

【社会福祉協議会委託事業】
伊野町事業名：家族介護支援事業

家
族
介
護
教
室

内　容

利用者に対し、介護方法や介護予防、介護者の健
康づくり等についての知識・技術を習得させるた
めの教室を開催する。

伊野町家族介護支援特別事業実施要綱

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

補助事業としては行っていないが、社会福祉協議
会がデイサービス事業の中で行っている。
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30

対象者

補助率等

根拠法令

31

概　　要

実施方法

実施主体

事業費

項 目
現　　　　　　　　　　　況

伊野町 吾北村 本川村

該当なし

国1/2、県1/4、町/4

高齢者を介護している家族の方を対象に、お互い
の交流や情報交換等を行なう事により、介護疲れ
から息抜きを図る。

趣味的な活動をとおして、高齢者の生きがいづ
くりを促進し、閉じこもりや孤独感の増大を予防
する
　13年度実績なし
  14年度は委託先；社会福祉協議会、スタジオＭ
ＡＳＵで開催
（高齢者スポーツ）
　ペタンクやターゲットなどの競技、大会を開催
講師謝礼、備品購入、記念品、需用費等
（機織り）
　スタジオＭＡＳＵにおいて機織りを実施
　（委託料1回10000円で14年度は3回実施）
14年度には機織り機を購入

伊野町家族介護支援特別事業実施要綱

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

３３８，８７９円

該当なし

　だれでも、どこでも、参加できるスポーツとし
てフライングディスクやターゲット・バードゴル
フ大会等を開催し、健康づくりのためのスポーツ
振興を図る。

伊野町高齢者生きがいと健康作り推進事業実施要綱

委託

伊野町社会福祉協議会

該当なし

介護予防生活支援事業実施要綱

高齢者を現に介護している家族。

国1/2、県1/4、村1/4

利用対象者に対して、介護から一時的に解放し、
宿泊・日帰り旅行、施設見学などを活用した介護
者相互の交流会に参加するなど心身の元気回復
（リフレッシュ）を図る。年額１人当たり上限２
５，０００円とする。家

族
介
護
者
交
流
事
業

高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
推
進
事
業

内　　容

内　　容
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対象者

利用料

利用者

実施方法

実施主体

事業費

支出費目

緊
急
通
報
体
制
整
備
事
業

委託料

本川村

１，５１０，５６０円 ８５４，８５０円 ３４４，０００円

マツダ興産 マツダ興産

委託 委託 本川村

一人暮らしの高齢者等の急病や災害等の緊急時の
迅速かつ適切な対応を図るため、緊急通報装置を
設置している。

委託料、需用費（備品の購入費） 備品・需用費

平成１３年度まで２５件設置、お元気コール216件

吾北村緊急通報装置貸与事業実施要綱 本川村緊急通報装置貸与事業実施要綱

おおむね６５歳以上の独居世帯、高齢者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身
体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属す
る身体障害者。

無料
年１回電池の交換を実施

　１件　２，１００円／月
　利用者負担なし　月２回コール

伊野町安心ネットワーク事業実施要綱

おおむね６５歳以上の一人暮らしの高齢者、一人
暮らしの障害者、また、それらに準ずると町長が
認めたもの（当該者の属する世帯か、おおむね６
５歳以上の高齢者世帯及び昼間独居の高齢者等）

おおむね６５歳以上の独居世帯、高齢者のみの世
帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者並びに身
体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属す
る身体障害者。

【負担金等】
・緊急通報Ａ（単独通話ツーホー）
　利用者（月340円）町（月3,125円）
・緊急通報Ｂ（相互通話ＮＥＣ製）
　利用者（月420円）町（月3,780円）
・取付
　利用者（月1,000円）町（月9,000円）
・安心相談（自宅の電話機利用）
　利用者（なし　）町（月1,575円）

平成14年度現在  利用者36件 毎年５～６戸新設

一人暮らしの高齢者や、身体障害者等について緊
急通報装置を利用し、本人や家族たちの不安を軽
減すると共に、緊急時に迅速な対応ができるよう
にする。

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

一人暮らしの高齢者、重度身体障害者等に貸与す
ることにより、急病、災害、その他の緊急時に迅
速かつ適切な対応を図る。
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事業負担割合

経費負担

参考法令

項 目
高齢者福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

　国　　1/2、　県　　1/4、　村　　1/4

　身体上又は精神上の障害のため日常生活に支障があり、かつ経済的に困窮している65歳以上の方

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

【老人福祉法】
（老人ホームへの入所等）
第11条　市町村は、必要に応じて、次の措置を採らなければならない。
1．65歳以上の者であって、身体上若しくは精神上又は環境上の理由及び経済的理由（政令で定めるものに限る。）により居宅において養護を受けるこ
とが困難なものを当該地方公共団体の設置する養護老人ホームに入所させ、又は当該市町村以外の者の設置する養護老人ホームに入所を委託すること。
2．65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものが、
やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認めるときは、その者を当該市町村の設置する特
別養護老人ホームに入所させ、又は当該地方公共団体以外の者の設置する特別養護老人ホームに入所を委託すること。
3．65歳以上の者であって、養護者がないか、又は養護者があってもこれに養護させることが不適当であると認められるものの養護を養護受託者（老人
を自己の下に預かって養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。以下同じ。）のうち政令で定めるものに委託するこ
と。
２　市町村は、前項の規定により養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託し
た者が死亡した場合において、その葬祭（葬祭のために必要な処理を含む。以下同じ。）を行う者がないときは、その葬祭を行い、又はその者を入所さ
せ、若しくは養護していた養護老人ホーム、特別養護老人ホーム若しくは養護受託者にその葬祭を行うことを委託する措置を採ることができる。

①本人及び家族からの申請
②担当者の面接による実施把握、及び調査
③入所調整会議（高齢者サービス調整チーム兼在宅介護支援センター責任者会議）の開催
④入所判定委員会の開催
⑤入所が望ましい場合、施設に対し入所委託
（申請者は入所待機者となる）
⑥入所後は、費用徴収あり
⑦入院等は、措置変更する
⑧入所者が死亡した場合、措置廃止となり、遺留金品の処理を行う

老人福祉法

事務手順

老
人
保
護
措
置
事
業

　施設へ入所した場合、費用徴収あり
　・本人
　　前年度の所得から、必要経費(医療保険料、医療費等)を控除した額に基づき、費用徴収基準額表の階層により自己負担額を決定
　・扶養義務者
　　前年度の所得税に基づき、扶養義務者負担額を決定
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実施方法
実施主体
事業費

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い
高齢者福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

給付は、前年度の所得税の利用者世帯階層区分（６段階）に応じて費用徴収する。

　国　　1/3、　県　　1/3、　村　　1/3

本川村社会福祉協議会

８，２９２，０００円

老
人
日
常
生
活
用
具
給
付
等

内　　容
身体機能の維持回復訓練を行い、とじこもり防
止、日常生活の自立助長等を目的とし、介護を要
する状態に陥らないようにする予防的な訓練。

該当なし

機
能
訓
練
B

型

　　　　　　　給付用具：電磁調理器、火災報知器、自動消火器
　　　　　　　貸与用具：福祉電話（加入権）

電磁調理器
　おおむね65歳以上であって、心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要な一人暮らし老人等
火災報知器
　おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、一人暮らし老人等
自動消火器
　同上
福祉電話（加入権）
　おおむね65歳以上の低所得の一人暮らし老人等

生
活
支
援
ハ
ウ
ス
運
営
事

業

該当なし 該当なし

村内の高齢者に対して、安心して健康で明るい生
活を送れるよう介護支援機能、居住機能及び交流
機能を総合的に提供し、高齢者の福祉の増進を図
ることを目的とした施設。デイサービス部門と居
住部門がある。デイサービスは介護保険対象者、
いきがい活動支援通所者を受け入れている。
居住部門は現在１名の入居である。
　定員は１０名、平成３年４月より事業開始
　生活援助員１名　臨時１名　計２名

委託

概　　要

該当なし痴呆症状や閉じこもり傾向のある高齢者を対象
に、社会性や活動性を取り戻す働きかけをおこな
う事業平成１４年度は５１回実施   延べ４２８名
参加

老人福祉法

老人福祉法・老人日常生活用具給付等事業実施要綱

一人暮らし等の高齢者に対して、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資する。
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対　象　者

活動内容等

事　務　局

事　業　費

支出費目 補助金

伊野町老人クラブ連合会
伊野町単位老人クラブ：４２団体

吾北村老人クラブ連合会
吾北村単位老人クラブ：１２団体

本川村老人クラブ連合会
本川村単位老人クラブ：４団体

１，８４５人

伊野町 吾北村

地域老人クラブ活動費補助金交付要綱
伊野町保健衛生及び福祉活動事業費補助金交付要
綱

吾北村補助金交付規則 本川村補助金交付規則

補助金

1,796,720円（内単位老人クラブへ558,720
円）

3,877,850円（内単位老人クラブへ1,955,520
円健康づくり事業へ1,121,500円）

本川村

補助金

・スポーツ活動(運動会、ゲートボール、グラン
ドゴルフ等）
・研修会等の文化活動
・地域の清掃等の奉仕活動
・県、郡活動への参加

1,051,000円（内単位老人クラブへ483,000円
健康づくり事業へ201,000円）

事務局は本川村保健福祉課厚生係が兼務

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い
高齢者福祉（国）

事務局は吾北村社会福祉協議会にあり老人クラブ
担当者が事務局を兼務

伊野町社会福祉協議会

内　　　容

１．伊野町老人クラブ活動費
　伊野町には42団体1,845人の会員が地域にて奉仕
活動を行っている。
２．伊野町老人クラブ連合活動費
　連合会が単位老人クラブに対し
   ①一般事業として通常の活動に対し調整を行う
   ②会員加入のＰＲ
   ③女性リーダーの育成、情報の伝達、奉仕活動
     等を行う
３．健康づくり事業への補助金
  スポーツと健康づくり、いきいき健康体操等

・村老人クラブ連合会の活動の活性化を経済面で
支援することを目的に、活動計画、予算等を審議
した上で助成を行っている。
・村老人クラブ連合会は、単位老人クラブの連絡
調整を図り、老人自身の福祉増進、健康管理、地
域社会の福祉の増進及び社会奉仕に努め、相互の
親睦等を行っている。

老
人
ク
ラ
ブ
活
動
等
補
助

７３０人

項 目
現　　　　　　　　　　　況

・本川村老人クラブ連合会への活動費補助。
・単位老人クラブに対して老人クラブ連合会より
補助金を交付する。

２８３人

・スポーツ活動
・研修会等の文化活動
・地域の清掃等の奉仕作業
・県、郡への活動の参加

・スポーツ活動
・研修会等の文化活動
・地域の清掃等の奉仕作業
・県、郡への活動の参加
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内　　　容

対　象　者

対象となる改修

助　成　額

事　業　費

支出費目

補助率等

項 目

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

５，４８２，５９６円３，２５０，０００円

補助金補助金

実績なし

扶助費

廊下、階段、浴室、洗面所、居室、玄関、台所、
便所

本川村住宅改造支援事業補助金交付要綱

廊下、階段、浴室、洗面所、居室、玄関、台所、
便所

在宅の要介護高齢者及び在宅の重度心身障害者
（児）に対して、その者の居住する住宅の改造に
要する費用の一部を助成することによって日常生
活の向上を図る。

吾北村住宅改造支援事業費補助金交付要綱

吾北村に住所を有し、生計中心者が前年度所得税
４０万円以下の世帯に属する者であって次のいず
れかに該当する者。
①65歳以上の要援護高齢者及び介護保険制度の第2
号被保険者で受給権を持つもの
②身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障
害が1級及び2級のもの

廊下、階段、浴室、洗面所、居室、玄関、台所、
便所

補助基準額は１件当り１００万円を上限とする。
交付額は総工事費と補助基準額とを比較して少な
いほうの額に2/3を乗じて得た額とする。

本川村に住所を有し、住宅改造を必要とする次の
各号に該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生
計中心者の前年の所得税額が４０万円未満の者。
①６５歳以上の要援護高齢者及び介護保健制度の
２号被保険者で受給権を持つもの。
②身体障害者手帳の交付を受けた者で１級、２級
の者。

本川村伊野町 吾北村

伊野町住宅改造支援事業実施要綱

補助基準額は１件当り１００万円を上限とする。
交付額は総工事費と補助基準額とを比較して少な
いほうの額に2/3を乗じて得た額とする。

伊野町に住所を有し、住宅改造を必要とする次の
各号に該当する者を含み、かつ、世帯の主たる生
計中心者の前年の所得税額が４０万円未満（１５
年度より）とする。
①６５歳以上の要援護高齢者及び介護保険制度の
第２号被保険者で受給権を持つもの
②身体障害者手帳の交付を受けた者で身体上の障
害が１級及び２級の者

対象経費（上限100万円）の2/3（生活保護世帯は
対象経費内）とする。ただし、関係法が優先され
る場合は対象経費（上限80万円）の2/3（生活保護
世帯は対象経費内）とする。

県1/3　町村1/3　対象世帯1/3県1/3　町村1/3　対象世帯1/3

住
宅
改
造
支
援
事
業

県1/3　町村1/3　対象世帯1/3

高齢者福祉（県）
現　　　　　　　　　　　況

要援護高齢者、身体障害者･児を含む世帯において
高齢者等が居住する住宅を当該高齢者等の身体状
況等に応じて安全かつ利便性に優れたものに改
修・改築することで、本人及び介護者の介護負担
の軽減を図り、もって高齢者等の福祉の増進を図
る。

高齢者等が居住する住宅を当該高齢者等の身体の
状況に合わせて安全で利便性の優れたものに改造
することにより、本人、及び介護者の介護負担軽
減を図り、福祉の増進を図るものとする。
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事業内容

実施方法

実施主体

実施場所

支出費目

経費の額

対象者数

特別記念品

事業費

項 目

敬
　
老
　
事
　
業

記念品＠2,500円　　補助金＠4,000円

２４２人１，０８８人

１，５７３，０００円

対　象　者

目　　　的

なし 吾北村補助金交付規則 本川村補助金交付規則

旧校区単位

敬老の日に各地区１３ヶ所で敬老会記念行事を行
う。

補助事業

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

婦人団体

報償費（記念品）・補助金

米寿（88歳）、白寿(99歳）の方に記念品を贈呈

旧校区単位

本川村

高齢者福祉（単独）
現　　　　　　　　　　　況

毎年9月15日に村内3箇所において実施する。
婦人会が主催し、式典、アトラクション等を行
う。
招待者全員に記念品、及び米寿（88歳）、白寿(99
歳）の方には別途記念品を贈呈する。

補助事業

敬老会を各地区１０ケ所で開催

年度内に75歳以上のもの
村内在住者で70歳以上とし、基準は９月15日に70
歳に到達した方とする。

７０歳以上の村内在住者
　その年の9月30日現在

長い人生を社会や家庭のために働かれた高齢者に
対して感謝し長寿を祝うため敬老会を開催する。

長い人生を社会や家庭のために働かれた老人のご
苦労に感謝し、長寿をお祝いするために開催

長い人生を社会や家庭のために働かれた老人のご
苦労に感謝して、長寿をお祝いするために開催

報償費　4,734,091円
需用費　6,581,608円
　計 　11,315,699円

各地区 婦人団体等

各地区

記念品＠1,500円     食料費＠3,000円 記念品＠1,000円　　補助金＠1,500円

報償費（記念品、余興費）・需用費（食料費） 需用費（記念品）・補助金

直営

伊野町 吾北村

２，７５７人

88・99・100・101歳以上へ記念品の贈呈 100歳到達者に記念品を贈呈

２，５８７，５５２円
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40

目　　　的

対象者

支給額

対象者数

事業費

41 根拠法令

高
齢
者
福
祉
施
設
管
理

概要

敬
　
老
　
年
　
金

項 目

伊野町敬老年金条例

６，８００，０００円

６８０人

２，９３７，０００円

本川村敬老年金支給条例・施行規則

85歳以上で引き続き1年以上伊野町に在住の方

高齢者福祉（単独）

８６人

月額３，０００円（年額３６，０００円）
年２回４月１０月に支給

年１回　１０，０００円支給

現　　　　　　　　　　　況

80歳に達し、本川村内に引き続き1年以上住所を有
する者

本川村

村民の長寿を祝福し、敬老思想の昂揚を図ると共
に高齢者の福祉増進に寄与する。

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

吾北村伊野町

長寿を祝福し高齢者の福祉の増進に寄与するとと
もに町民の敬老精神を高揚することを目的とす
る。

なし

○老人憩いの家
　　地元管理
○高齢者生き甲斐センター（３カ所）
　　２ケ所は地元管理
○七色の里
○健康センター
○シルバーハウス
○総合保健センター

　　　　　　　　　老人福祉法
本川村寺川老人憩いの家設置条例・管理及び使用
規則

該当なし

　老人の心身の健康保持に資するため、教養の向
上、レクレーションその他老人が自主的かつ積極
的に参加できる事業を実施するための施設。
　村内で１箇所寺川地区に設置されている。集会
所としての機能が主であり、通常の管理は地区長
にお願いしてあり、村からは、電気、ガス、水道
代、電話代、修繕費等が支出されている

　平成１３年度実績額
　電気　        9,360円
　ガス　　     14,490円
　水道　　     12,360円
　電話　　　　 34,154円
　テレビ受信料 23,100円
　修繕費　　　　　　0円

　　　（集会所分）

該当なし
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42

　手当の額

対象者数

支出費目

事業費

43 概　　要

福
祉
機
器
・
用
具
の
貸
出

用具の種類

対象者

内容

老
人
在
宅
介
護
手
当

項 目

扶助費 扶助費

１２名

寝たきり又は痴呆性高齢者等を在宅にて常時介護
している家族に支給。

在宅で介護を要する高齢者等を常時介護している
者に対し、支援金を支給することによって在宅福
祉の推進に寄与する。

月額20,000円　　１０月及び４月に支給

①本川村に住所を有する者。
②ねたきり老人等については、介護保健法に規定
する要介護認定により、要介護３以上又は同法に
規定する特定疾患の難病８疾病であって要介護２
と認定された者を介護している者。

月額２０，０００円　７・１１・３月に支給

寝たきり又は痴呆性高齢者等（要介護認定４・５
３ヶ月以上、痴呆Ⅳ以上６ヶ月以上）を在宅にて
常時介護している家族に支給。

要介護度2以上で、3ヶ月以上在宅生活を送ってい
る高齢者を介護している者。

吾北村在宅老人介護手当支給要綱

吾北村

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い

シャワーチェア、足踏み台、ポータブルトイレ
等、無料で貸し出し。但し、1ヶ月以内ぐらい
（借りていくのは支援センターの職員が多い）
ベットもあるが、消毒代と搬送代は自己負担。
（ベットを借りることが出来るのは、介護認定が
なく、短期間家に帰るなどの、短期間急遽必要に
なった人）

１３２名 

月額１０，０００円　年４回支給

伊野町介護支援金支給条例

扶助費

２，１００，０００円

本川村ねたきり老人等在宅介護手当の支給に関する条例

２名

家庭においてねたきり又は痴呆性等の高齢者を介
護しているものに対して、手当てを支給すること
により、その労に報い、敬老思想の高揚を図る。

適切な福祉用具を利用するために、試用品として
貸し出しを行なう。

１４，７６０，０００円

該当なし 該当なし

３４０，０００円

伊野町 本川村

高齢者福祉（単独）
現　　　　　　　　　　　況
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44

内容

対象者

　手当の額

対象者数

支出費目

事業費

1枚2000円、20枚を1冊とし、年間4万円分交付

項 目

協定項目２３‐３　各種福祉制度の取扱い
高齢者福祉（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

該当なし

在宅で、介護を要する高齢者等であって、常時紙
おむつを使用している者に対し紙おむつチケット
を1枚2000円、20枚を1冊とし、年間4万円分交付す
る。
 ☆要介護認定者が医療機関等の施設などに入所し
　 たときはこのチケットの使用を中止する。
 ☆要介護者でなくなったとき、町内に住所を有し
   なくなったとき、常時おむつが必要でなくなっ
   たときは資格を失う。

要介護２以上でかつ、在宅生活を3ヶ月以上継続
し、常時おむつを必要としているもの。

伊野町在宅高齢者等オムツチケット交付事業実施
要綱

３，３６０，０００円

在
宅
高
齢
者
等
オ
ム
ツ
チ
ケ
ッ

ト
交
付
事
業

おむつチケット交付対象者　９０名
　　　　要介護度　５　　　　１２名
　　　　要介護度　４　　　　１４名
　　　　要介護度　３　　　　２２名
　　　　要介護度　２　　　　３８名
　　　　その他若年等　　　　　４名

扶助費

該当なし
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45

内　　容

対象者

利用者

利用料

実施方法

実施主体

事業費

支出費目

項 目

高齢者に対し、定期的に食事を配食し、併せて安
否確認を行う。月２食

無料

２２名

吾北村社会福祉協議会

委託料

本川村社会福祉協議会

２８３，０００円

おおむね６５歳以上の希望者

委託補助

１食４００円　利用料は村収入

８０名

在宅福祉補助事業としては実施していないが、社
会福祉協議会が実施している。
デイサービスの委託料の中に含まれている。

本川村

吾北村補助金交付規則
本川村生活支援ハウス（高齢者生活福祉センター
「朝霧荘」老人ディサービスセンター運営事業実
施規則

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
高齢者福祉（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村

補助金

該当なし

８０歳以上の独居高齢者、８０歳以上の高齢者の
みの世帯

９０８，０００円

在
宅
福
祉
実
践
事
業
（

配
食
サ
ー

ビ
ス
事
業
）
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46
根拠法令

対象者

入居決定

使用料

根拠法令

内　　容

47
対象者

実施箇所

実施方法

実施主体

事業費

支出費目

利用料

ミ
ニ
デ
ィ

サ
ー

ビ
ス

シ
ル
バ
ー

ハ
ウ
ス
運
営
事
業

項 目

複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関
する条例・施行規則

65歳以上の虚弱な高齢者で、
①単身世帯、または夫婦世帯、ならびに同居人が
２親等以内の親族で２人世帯。
②現に住宅に困窮していることが明らかな人。
③町内に住所を有するもの。

入居決定はシルバーハウス入居選考委員会で行
う。

収入に応じて５段階。 

該当なし

吾北村

昼食代として無料～200円

該当なし

伊野町安心のまちづくり特別助成事業実施要綱

ミニデイサービスを行なっている町内各地域の団
体に運営費用として年間１０万円を限度に補助金
を交付する。

負担金補助及び交付金

高齢者同士がふれあい、地域でささえあうことに
より、疾病予防や閉じこもり予防を実施する。

該当なし

主体は伊野町、ただし、企画、運営は地域のお世
話役さんが行う。

Ｈ１４年度　３，５９６，２２９円

伊野町在住、概ね65歳以上の高齢者

高齢者福祉（単独）

該当なし

３４カ所
（Ｈ１５年度　３５ケ所）

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

伊野町 本川村
現　　　　　　　　　　　況
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48 根拠法令

内　　容

対象者

実施方法

事業費

支出費目

49

概　　要

内　　容

対象者

負　　担

福
祉
電
話
事
業

高
齢
者
住
宅
軽
改
造
助
成
事
業

　６５歳以上の独居高齢者、重度身体障害者、低
所得者等に電話機を貸し出し、基本料金は、村が
支出、通話料は個人支払いとしている。

　概ね65歳以上の低所得者の一人暮らしの者等に
福祉電話を貸与する。

　６５歳以上の低所得の一人暮らし老人に福祉電
話を貸与する。

基本料金：町　　　　通話料金：本人負担 基本料金：村　　　通話料金：本人負担 基本料金：村　　　通話料金：本人負担

　一人暮らし老人等に対し、福祉電話を貸与する
ことにより当該老人の孤独感を和らげるとともに
関係機関および地域住民の協力を得て安否の確認
を行う。

　一人暮らし老人等に対し、福祉電話を貸与する
ことにより当該老人の孤独感を和らげるとともに
関係機関および地域住民の協力を得て安否の確認
を行う。

　一人暮らし老人等に対し、福祉電話を貸与する
ことにより当該老人の孤独感を和らげるとともに
関係機関および地域住民の協力を得て安否の確認
を行う。

１０名 ９名 ２名

項 目

吾北村 本川村伊野町

高齢者福祉（単独）
協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

７０歳以上の高齢者、所得税４０万円未満
該当なし

補助金

吾北村高齢者住宅軽改造助成事業補助金交付要綱

経費負担：村1/2
補　助　50,000円～200,000円
生活保護世帯については上限400,000円

１，５１８，０００円

玄関、浴室、台所、便所、居室、廊下、階段、洗
面所、その他必要と認める箇所の改修

日常生活において高齢者が自宅で安心して健やか
な生活が出来るよう、住宅を改造するために必要
な費用を助成し、高齢者福祉の向上を図ることを
目的とする。

現　　　　　　　　　　　況

該当なし
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50

目　　　的

内容

対象者

利用者

利用料

補助率等

事業費

参考法令

身
体
障
害
者
デ
ィ

サ
ー

ビ
ス

６０２，４００円

【身体障害者福祉法】
（事業）
第４条の２　この法律において、「身体障害者居宅生活支援事業」とは、身体障害者居宅介護等事業、身体障害者デイサービス事業及び身体障害者短期
入所事業をいう。

対象者なし
介護保険法を優先

身体障害者手帳保持者

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

対象者なし
介護保険法を優先

伊野町身体障害者ディサービス事業運営要綱

国　1/2　　県　1/4  市町村　1/4

材料代実費５００円（給食費）

在宅障害者の人に対し、送迎バスで送り迎えし、
入浴、昼食を提供し、利用者の生活の援助並び
に、心身機能の維持向上と家族の身体的、精神的
負担の軽減を図る。

２人

身体障害者の自立促進、生活の改善、身体の機能
の維持向上等を図ることができるよう、通所によ
り創作的活動、機能訓練等の各種のサービスを提
供するとともに訪問により居宅において、入浴
サービスを提供して身体障害者の自立と社会参加
を促進し、もって身体障害者福祉の増進を図るこ
とを目的とする。
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51
根拠法令

目　的

内　容

対象者

利用者

利用料

補助率等

事業費

根拠法令

52
目　的

事務手順

対象者

利用者

利用料

補助率等

事業費

対象者なし

身体障害者のうち特別な医学的治療、生活訓練、職能訓練等を必要とするものや、家族において必要な介護を受けられない身体障害者更生援護施設に入
所又は通所して十分なリハビリテーションを受け、自立できるようにする。

伊野町身体障害者福祉法施行細則 本川村身体障害者福祉法施行細則吾北村身体障害者福祉法施行細則

・施設入所の申請の受付
・対象者の身体状況の調査
・更生相談所へ身体状況とともに判定の依頼をする
・判定所の内容により障害者施設に入所状況を確認
・施設に備付の入所申請書に必要事項を記入し提出
・施設担当者及び入所予定者、身元引受け者とともに面接
・入所の確定にともない収入申告書を作成
・収入申告書を作成し、費用徴収が卯を施設か身元引受け者に通知し、翌月初日に費用徴収額を施設か身元引受け者に通知し翌月徴収額の請求書を送付
・毎月中旬に施設へ措置費を納付
・毎年６月ごろ収入申告書を作成し７月からに費用徴収額を決定し、施設か身元引受け者に通知
・費用徴収額については障害者の所得による

身体障害者

２，５５８，４００円

項 目

身
体
障
害
者
短
期
入
所
事
業

身
体
障
害
者
援
護
措
置

国　　2/4　　県　　1/4　　市町村　　1/4

１１７，０００円

９，３４０，８８６円５７，３８１，４２６円

２５人 1名

生活保護受給者であるため費用徴収はなし費用徴収1,557,000円費用徴収　 4,862,511円

入所者　　３名

吾北村 本川村

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町

身体障害者福祉法
伊野町身体障害者短期入所事業運営要綱

身体障害者福祉法
本川村短期保護事業実施要綱

身体障害者福祉法

２人

対象者なし

重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他理由により、当該身体障害者が居宅において介護を受けることができず、一時的な保護を必要とする場合、
一時的に身体障害者更正援護施設に保護し、もってこれらの居宅の重度障害者及びその家族の福祉に寄与する。

障害者の介護者が病気、事故、冠婚葬祭等のため家族で介護できなくなった時、短期間の施設利用ができる。

重度の障害者等のため日常生活を営むのに支障がある障害者。

１日あたり　１，５５０円
（生保世帯減免措置あり）

国　1/2　　県　1/4　　市町村　1/4



45/71

根拠法令

53 目　的

内　容

相談員

参考法令

54
根拠法令

概　　要

事務手順

内　　容

対象者

補助率等

参考法令

障害を負った方々が日常生活を送るうえで必要な生活用品の給付。

申請書の提出により審査し、公費負担金などを決定した後に交付する。

在宅の重度障害児・者に対し、日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図る。

国　1/2　　県　1/4　　市町村　1/4

　重度の身体障害児・者

【身体障害者福祉法】
（介護及び施設等）
第18条　市町村は、身体障害者（第２号の措置については、身体障害者又はその介護を行う者）につき、必要に応じ、次の措置を採ることができる。
1．居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものを必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該便宜を
供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜の供与を委託すること。
2．身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設（以下この号において「身体障害者福祉センタ一等」という。）における手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方
法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与し、又は当
該市町村以外の者の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。

身体障害者福祉法
知的障害者福祉法

伊野町

伊野町身体・知的障害者相談員設置要綱
身体障害者福祉法
知的障害者福祉法

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況

身
体
障
害
者
・
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的
障
害
者
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日
常
生
活
用
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等
事
業

項 目

身体・知的障害者相談員が身体障害者地域活動の中核となり、その活動の推進や障害者やその家族からの相談に応じ必要な指導・助言等を行う。

吾北村

村長が推薦した者を、県知事が業務委託する。

身体障害者相談員　　1名
知的障害者相談員　　1名

【身体障害者福祉法】
（身体障害者相談員）
第12条の３　都道府県は、身体に障害のある者の福祉の増進を図るため、身体に障害のある者の相談に応じ、及び身体に障害のある者の更生のために必
要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、身体に障害のある者の更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。
２　前項の規定により委託を受けた者は、身体障害者相談員と称する。
３　身体障害者相談員は、その委託を受けた業務を行なうに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。
【知的障害者福祉法】
（知的障害者相談員）
第15条の２　都道府県は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者又はその保護者（配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、知的障害者
を現に保護するものをいう。以下同じ。）の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うことを、社会的信望があり、かつ、知的障害
者に対する更生の援助と必要な保護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

　　　　　　　　身体障害者福祉法
伊野町重度障害児・者日法生活用具給付等事業実
施要綱

高知県身体障害者福祉事業費補助金交付要綱

県知事委嘱５名の他に伊野町は独自に設置している。
　　県：身体５名　　　　町：身体２名
　　　　知的１名　　　　　　知的１名

身体障害者相談員　　１名
知的障害者相談員　　１名

身体障害者福祉法
本川村日常生活用具給付事業実施要綱

本川村
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根拠法令

概　　要

55 内　　容

事務手順

対象者

参考法令

身体障害者の日常生活能力の回復を図るための直接的かつ効果的な手段として医学的な方法によって身体の障害、そのものを除去、あるいはその程度を
軽減する。

①視覚障害の角膜移植手術、白内障手術
②聴覚障害者の外耳道形成手術
③肢体不自由の人口関節置換手術
④心臓障害のペースメーカー埋め込み手術、弁置換手術
⑤口蓋裂後遺症の歯科矯正
⑥小腸障害の中心静脈栄養法
⑦その他更生相談所が必要と認めたもの

申請書（病院より判定にかかる書類あり）を提出、町村経由で療育福祉センターに判定を依頼し決定されれば更正医療の給付を受けられる。

申請手順
　役場担当課に備え付けの申請書に必要事業を記入し、医療機関の診療明細とともに役場担当課へ提出。
　役場担当課は身体障害者更生相談所へ更生医療の判定依頼をする。
決定通知
　本人及び医療機関に決定通知を提出
（本人及び家族の課税状況に応じて、費用の一部を負担有）

身体障害者福祉法
伊野町身体障害者福祉法施行細則

身体障害者福祉法
吾北村身体障害者福祉法施行細則

身体障害者福祉法
本川村身体障害者福祉法施行細則

【身体障害者福祉法】
（更生医療）
第19条　市町村は、身体障害者が更生するために医療が必要であると認めるときは、その者の申請により、その更生のために必要な医療（以下「更生医
療」という。）の給付を行い、又はこれに代えて更生医療に要する費用を支給することができる。
２　前項の規定による費用の支給は、更生医療の給付が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
３　更生医療の給付は、左のとおりとする。
1．診察
2．薬剤又は治療材料の支給
3．医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術4．居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5．病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
6．移送
４　更生医療の給付は、厚生労働大臣又は都道府県知事が次条の規定により指定する医療機関（以下「指定医療機関」という。）に委託して行うものと
する。

身
体
障
害
者
更
生
医
療
給
付
費

項 目
現　　　　　　　　　　　況

伊野町 吾北村

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

本川村
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根拠法令

56 目　　的

概　　要

事務手順

対象者

補助率等

参考法令

57

根拠法令

目　的

内　容

対象者

利用者

実施方法

実施主体

補助率等

事業費

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

平成１３年度実績なし

国　1/2　県　1/4　市町村　1/4

身体障害児・者　知的障害者

この事業は、重度の心身障害のため独立して、日常生活を営むのに著しく、障害がある心身障害児(者)を抱えている家庭に対し、ホームヘルパーを派遣して、適切な家
事、介護等の日常生活を営むのに必要なサービスを行い、もって重度の心身障害児(者)の生活の安定に寄与する等その援護を図ることを目的とする。

伊野町 吾北村

吾北村社会福祉協議会

３，９２７，０５０円

平成１３年度実績なし

身
体
障
害
者
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス

事
業

【身体障害者福祉法】
（補装具）
第20条　市町村は、身体障害者から申請があったときは、盲人安全つえ、補聴器、義肢、装具、車いすその他厚生労働大臣が定める補装具を交付し、若しくは修理し、又はこれに代えて補
装具の購入若しくは修理に要する費用を支給することができる。《改正》平11法160
２　前項の規定による費用の支給は、補装具の交付又は修理が困難であると認められる場合に限り、行うことができる。
３　第１項に規定する補装具の交付又は修理は、補装具の製作若しくは修理を業とする者（以下「業者」という。）に委託して行い、又は市町村が自ら行うものとする。
（受託報酬）
第21条　前条第３項の規定により補装具の交付又は修理の委託を受けた業者が市町村に対して請求することができる報酬の額の基準は、厚生労働大臣が定める。
（支給費用の額）
第21条の２　第20条第１項の規定により支給する費用の額は、前条の規定により業者が請求することができる報酬の例により算定した額とする。但し、当該身体障害者又はその扶養義務者
に費用の負担能力があるときは、その負担能力に応じ、これを減額することができる。

(1)　身体の介護に関すること
食事の介護、排泄の介護、衣類着脱の介護、入浴の介護、身体の清拭・洗髪、通院等の介助その他必要な身体の介護
(2)　家事に関すること
調理、衣類の洗濯・補修、住居等の掃除・整理整頓、生活必需品の買物、関係機関等との連絡、その他必要な家事
(3)　相談、助言指導に関すること
各種援護制度の適用についての相談・助言指導、生活・身上・介護に関する相談・助言指導、その他必要な相談・助言指導
(4)　外出時における移動の介護

　　　　　　　　身体障害者福祉法
伊野町身体障害者福祉法施行細則　身体障害児・
者への補装具給付等に関する規則

身体障害者福祉法
吾北村身体障害者福祉法施行細則

身体障害者福祉法
本川村身体障害者福祉法施行細則

身体上の障害を補うための補装具を交付又は修理が受けられる。

１９１，４２５円

株式会社　伊野組合興産

なし

身体障害者手帳所持者（児童含む）

国　1/2　　県　1/4　　市町村　1/4

項 目

身
体
障
害
児
・
者
補
装
具
給
付
費

委託 委託

本川村
現　　　　　　　　　　　況

障害福祉（国）

身体の部分的欠損又は身体の機能の損傷を直接的に補うことにより、日常生活に利便を得ることが多く補装具の交付又は修理に要する費用を負担する。
所得に応じて自己負担あり。

申請受理、業者委託契約、交付券、委託通知書、決定通知書等交付

　　　　　　　　　　身体障害者福祉法
　　伊野町身体障害者ホームヘルプサービス事業運営要
綱
伊野町障害児・知的障害者ホームヘルプサービス事業運

身体障害者福祉法
吾北村障害児・者ホームヘルパーサービス事業運営要綱

身体障害者福祉法
本川村身体障害者ホームヘルプ事業運営要綱

８人 ２人
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58 対象者
利用者
補助率等

参考法令

根拠法令

概　　要

59

事務手順

参考法令

身体障害者福祉法

昭和61年３月31日現在20歳以上で昭和61年４月１日現在福祉手当の受給者。
障害基礎年金及び特別障害者手当に非該当。
※新規認定者なし、所得制限あり。
ただし、次の場合は受けられない。
①施設入所（措置決定された場合）しているとき。
②障害を理由とする公的年金を受けているとき。

身体障害者更生援護施設に入所している者に更生訓練費を支給し、社会復帰の促進を図る。
身体障害者厚生援護施設に入所の措置をされ更生訓練を受けている者。

１４人 ０人 ０人
国　1/2　県　1/4　市町村　1/4

【身体障害者福祉法】
（介護及び施設等）
第18条　市町村は、身体障害者（第２号の措置については、身体障害者又はその介護を行う者）につき、必要に応じ、次の措置を採ることができる。
1．居宅において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものを必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該便宜を
供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜の供与を委託すること。
2．身体障害者福祉センターその他の厚生労働省令で定める施設（以下この号において「身体障害者福祉センタ一等」という。）における手芸、工作その他の創作的活動、機能訓練、介護方
法の指導その他の厚生労働省令で定める便宜を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与し、又は当
該市町村以外の者の設置する身体障害者福祉センター等に通わせ、当該便宜を供与することを委託すること。
3．居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者療護施設その他の厚生労働省令で定める施設（以下この号において「身体障害者療護施設等」という。）の短期間
入所を必要とする者に対しては、政令で定める基準に従い、当該市町村の設置する身体障害者療護施設等に短期間入所させ、必要な保護を行い、又は当該市町村以外の者の設置する身体障
害者療護施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託すること。《改正》平11法160
２　市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体障害者につき、前項各号の措置を採るほか、その福祉を図るため、必要に応じ、日常生活上の便宜を図るための用具であつて厚生労働大
臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。《改正》平11法160
３　市町村は、身体障害者が日常生活を営むのに支障が生じた場合においても、引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう、前２項の措置その他地域の実情に応じたきめ細か
な措置の健康的な実施に努めるものとする。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律

障害基礎年金制度　特別障害者手当の創設により、福祉手当は廃止されたが、下記の受給資格者に対しては、経過措置として従来の例により福祉手当を支給する。

（町村受付し県へ進達）
※認定請求、資格喪失届、有期更新
①認定請求書受付（書類審査）
②福祉事務所進達（受付・審査・決定・通知書等送付）
③通知書送付（受給者へ）
※住居変更届・氏名変更届・金融機関変更届
①変更届等受付（書類審査）福祉事務所進達
※所得状況届（８月）
①受給者の状況把握・所得審査
※定時払い確認リスト確認(４・７・10・１月)①受給資格確認審査（住民基本台帳等により調査）

【特別児童扶養手当等の支給に関する法律】
（この法律の目的）
第１条　この法律は、精神又は身体に障害を有する児童について特別児童扶養手当を支給し、精神又は身体に重度の障害を有する児童に障害児福祉手当を支給するとと
もに、精神又は身体に著しく重度の障害を有する者に特別障害者手当を支給することにより、これらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

更
正
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支
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福
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手
当

対象者

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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対象者

事務手順

参考法令

根拠法令
概　　要

61 対象者

事務手順

参考法令

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

精神又は重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の20歳未満の者に手当てを支給する制度。ただし児童福祉施設等（通所施
設、養護学校は除く）に入所している場合は受給できない。月額14,610円　支給月　２・５．８・１１

伊野町 吾北村 本川村
特別事業扶養手当等の支給に関する法律

現　　　　　　　　　　　況

特
別
障
害
者
手
当

【特別児童扶養手当等の支給に関する法律】
（支給要件）
第17条　都道府県知事、市長（特別区の区長を含む。以下同じ。）及び福祉事務所（社会福祉法（昭和26年法律第45号）に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。）を管理する町村
長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する重度障害児に対し、障害児福祉手当（以下この章において「手当」という。）を支給する。ただし、その者が次の各号のい
ずれかに該当するときは、この限りでない。
1．障害を支給事由とする給付で政令で定めるものを受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
2．児童福祉法（昭和22年法律第164号）に規定する肢体不自由児施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されているとき。

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の２０歳以上の方に手当を支給する制度。

精神又は身体に著しく重度の障害のある２０歳以上の方。ただし次の場合は受けられません。①施設等に入所しているとき。
②病院等に継続して３ヶ月を超えて入院しているとき。
※所得制限あり

市町村で受付し県へ進達
※認定請求、資格喪失届、有期更新
①認定支給書受付（書類審査）
②福祉事務所進達（受付・審査・決定・通知書等送付）
③通知書送付　（受給者へ）
※住居変更届・氏名変更届・金融機関変更届
①変更届等受付（書類審査）福祉事務所進達
※所得状況届（８月）
①受給者の状況把握・所得審査
※定時払い確認リスト確認（4・7・10・1月）
①受給資格確認審査（住民基本台帳等により調査）

【特別児童扶養手当の支給に関する法律】
（支給要件）
第26条の２　都道府県知事、市長及び福祉事務所を管理する町村長は、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に住所を有する特別障害者に対し、特
別障害者手当（以下この章において「手当」という。）を支給する。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
1．身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）に規定する身体障害者寮護施設その他これに類する施設で厚生労働省令で定めるものに収容されていると
き。
2．病院又は診療所（前号に規定する施設を除く。）に継続して３月を超えて収容されるに至ったとき。

障
害
児
福
祉
手
当

精神又は身体に著しい障害のある児童（２０歳未満）ただし次の場合は受けられません。
①児童福祉施設等に入所しているとき
②障害を理由とする公的年金を受けているとき
※所得制限あり

福祉手当の事務手順とほぼ同じ。

項 目
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利用者

補助率等

平成１２年１１月１５日障第８４５号大臣官房障害保健福祉部長通知
「身体障害者、知的障害者及び精神障害者に係る授産施設の相互利用制度について」

身体障害者福祉法
身体障害者に関する色々な福祉制度の適用を受けるため、身体障害者手帳の交付を市町村が受付、県に進達し、県から手帳が送付されたら市町村から身
体障害者に交付する。

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

項 目

身
体
障
害
者
手
帳
受
付
・
交
付
事
務

初めて手帳の交付を受けようとする方は、居住している市の福祉事務所又は町村役場の福祉担当課へ申請。その際、身体障害者申請書（役場にある）、
指定医師の診断書、写真３枚（縦４ｃｍ　横３ｃｍ）が必要になる。その他に、等級（１級～６級）の変更、紛　失･破損による再発行、居住地・氏名
の変更、死亡した場合の手帳の返還等の事務を受け付けて、県に進達、送付する。

①申請者が市町村に申請書を提出
②市町村が県に申請書を送付
③県が社会福祉協議会に諮問
④県が市町村に手帳・台帳を送付
⑤市町村が申請者に手帳を交付
⑥市町村が県福祉事務所（身体障害児の実施機関）に18歳未満分の台帳を送付
⑦県が市町村に年度末台帳を送付（４月）

【身体障害者福祉法】
（身体障害者）
第４条　この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある18歳以上の者であって、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをい
う。
【児童福祉法】
第４条　この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。
1．乳児
満１歳に満たない者
2．幼児
満１歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
3．少年
小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者

身体障害者通所授産施設を知的障害者３人利用

該当なし

身体障害者及び知的障害者が授産施設を相互に通所利用することにより障害者の働く場を確保し、授産施設の効率的運営を図る。

国　1/2　県　1/4　市町村　1/4

該当なし

３人

授
産
施
設
の
相
互
利
用
事
業
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本川村
身体障害者福祉法

従来の身体障害者に対する措置制度が支援費制度へと移行し、障害の程度に応じて、福祉サービスの利用を自己決定、自己選択できるようにし、自立と
社会参加を促進する制度。平成１５年度から実施。

①身体障害者更正施設
　　身体機能の維持・向上及び日常動作能力等の治療･訓練を行う施設。
②身体障害者療護施設
　　常時介護を必要とする障害者が対象で、治療及び養護を行う施設。
③身体障害者授産施設（小規模通所授産施設除く）
　　自立と社会経済活動への参加に向け、必要な訓練及び職業の提供を行う施設。

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村

国1/2　県1/4　町村1/4

身
体
障
害
者
施
設
支
援
費

①知的障害者更正施設　日常生活における自立と社会参加のための訓練を行う施設。
②知的障害者授産施設（小規模通所授産施設除く）　自立と社会経済活動への参加に向け、必要な訓練及び職業の提供を行う施設
③知的障害者通勤寮　　就労している障害者の独立・自活に必要な助言・指導を行う施設。
④心身障害者福祉協会が設置する福祉施設　　障害程度の著しい心身障害者を対象に必要な保護及び指導を行う施設。

知
的
障
害
者
施
設
支
援
費

平成１４年度「措置費」から平成１５年度「支援費」へ移行。
①本人または保護者等からの、相談・申請受付　　　　　　　　　　　　　②申請内容の審査と障害程度区分の調査
③障害程度区分調査を基に、役場内で支給区分等について決定　　　　　　④受給者証の交付

国1/2　県1/4　町村1/4
【知的障害者福祉法】
（施設訓練等支援費の支給）
第１５条の１１ 　市町村は、次条第５項に規定する施設支給決定知的障害者が、同条第３項の規定により定められた同項第１号の期間内において、都道府県知事が指定する知的障害者更生
施設、特定知的障害者授産施設若しくは知的障害者通勤寮又は心身障害者福祉協会の設置する福祉施設（以下「指定知的障害者更生施設等」という。）に入所の申込みを行い、当該指定知
的障害者更生施設等から知的障害者施設支援（以下「指定施設支援」という。）を受けたときは、当該施設支給決定知的障害者に対し、当該指定施設支援に要した費用（知的障害者通勤寮
支援に要する費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「通勤寮支援日常生活費」という。）を除く。）について、施設訓練等支援費を支給する。
２ 　施設訓練等支援費の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。
1. 　知的障害者施設支援の種類ごとに指定施設支援に通常要する費用（通勤寮支援日常生活費を除く。）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める
基準により算定した額（その額が現に当該指定施設支援に要した費用（通勤寮支援日常生活費を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定施設支援に要した費用の額）
2. 　知的障害者又はその扶養義務者の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
３ 　厚生労働大臣は、前項第一号の厚生労働大臣が定める基準を定めるに当たつては、知的障害者の障害の程度に応じて厚生労働省令で定める区分（次条及び第十五条の十三において「知
的障害程度区分」という。）を考慮するものとする。

【身体障害者福祉法】
（措置の総合的実施）
第17条の２　市町村は、身体障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、最も適切な処遇が受けられるように居宅における介護等、身体
障害者更生援護施設への入所等の措置の総合的な実施に努めなければならない。

平成１４年度「措置費」から平成１５年度「支援費」へ移行。
①本人または保護者等からの、相談・申請受付　　　　　　　　　　　　　②申請内容の審査と障害程度区分の調査
③障害程度区分調査を基に、役場内で支給区分等について決定　　　　　　④受給者証の交付

知的障害者福祉法
従来の身体障害者に対する措置制度が支援費制度へと移行し、障害の程度に応じて、福祉サービスの利用を自己決定、自己選択できるようにし、自立と
社会参加を促進する制度。平成１５年度から実施。
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①身体障害者居宅介護等事業（ホームヘルプ）　居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
②身体障害者デイサービス事業　通所により創作的活動、機能訓練等の便宜の提供を行う。
③身体障害者短期入所事業（ショートステイ）　介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者更正施設等に短期入所し、適切な支援を行う。

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
吾北村 本川村

身体障害者福祉法
従来の身体障害者に対する措置制度が支援費制度へと移行し、障害の程度に応じて、福祉サービスの利用を自己決定、自己選択できるようにし、自立と
社会参加を促進する制度。平成１５年度から実施。

知
的
障
害
者
居
宅
生
活
支
援
費

国1/2　県1/4　町村1/4
身体障害者福祉法】
（居宅生活支援費の支給）
第１７条の４ 　市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定身体障害者が、同条第３項の規定により定められた同項第１号の期間（以下「居宅支給決定期間」という。）内において、都
道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という。）に身体障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る身体障害者居宅支援（以下
「指定居宅支援」という。）を受けたときは、当該居宅支給決定身体障害者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定められた同項第２号に規定する量の範囲内のものに限る。以下
この条及び次条において同じ。）に要した費用（身体障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び身体障害者短期
入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「特定費用」という。）を除く。）について、居宅生活支援費を支給する。
２ 　居宅生活支援費の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。
1. 　身体障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用（特定費用を除く。）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算
定した額（その額が現に当該指定居宅支援に要した費用（特定費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額）
2. 　身体障害者又はその扶養義務者（民法 （明治２９年法律第８９号）に定める扶養義務者をいう。以下同じ。）の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない範囲内におい
て市町村長が定める基準により算定した額

身
体
障
害
者
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国1/2　県1/4　町村1/4
【知的障害者福祉法】
（居宅生活支援費の支給）
第１５条の５ 　市町村は、次条第５項に規定する居宅支給決定知的障害者が、同条第３項の規定により定められた同項第１号の期間（以下「居宅支給決定期間」という。）内において、都
道府県知事が指定する者（以下「指定居宅支援事業者」という。）に知的障害者居宅支援の利用の申込みを行い、当該指定居宅支援事業者から当該指定に係る知的障害者居宅支援（以下
「指定居宅支援」という。）を受けたときは、当該居宅支給決定知的障害者に対し、当該指定居宅支援（同項の規定により定められた同項第２号に規定する量の範囲内のものに限る。以下
この条及び次条において同じ。）に要した費用（知的障害者デイサービスに要した費用における日常生活又は創作的活動に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用及び知的障害者短期
入所に要した費用における日常生活に要する費用のうち厚生労働省令で定める費用（以下「特定費用」という。）並びに知的障害者地域生活援助に要した費用における日常生活に要する費
用として厚生労働省令で定める費用（第３項及び次条において「特定日常生活費」という。）を除く。）について、居宅生活支援費を支給する。
２ 　知的障害者地域生活援助以外の知的障害者居宅支援に係る居宅生活支援費の額は、第１号に掲げる額から第２号に掲げる額を控除して得た額とする。
1. 　知的障害者居宅支援の種類ごとに指定居宅支援に通常要する費用（特定費用を除く。）につき、厚生労働大臣が定める基準を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算
定した額（その額が現に当該指定居宅支援に要した費用（特定費用を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に要した費用の額）
2. 　１８歳以上の知的障害者又はその扶養義務者（民法 （明治２９年法律第８９号）に定める扶養義務者をいう。以下同じ。）の負担能力に応じ、厚生労働大臣が定める基準を超えない
範囲内において市町村長が定める基準により算定した額
３ 　知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の額は、知的障害者地域生活援助に係る指定居宅支援に通常要する費用（特定日常生活費を除く。）につき、厚生労働大臣が定める基準
を下回らない範囲内において市町村長が定める基準により算定した額（その額が当該指定居宅支援に要した費用（特定日常生活費を除く。）の額を超えるときは、当該現に指定居宅支援に
要した費用の額）とする。

平成１４年度「措置費」から平成１５年度「支援費」へ移行。①本人または保護者等からの、相談・申請受付　②申請内容の審査と障害程度区分の調査
③障害程度区分調査を基に、役場内で支給区分等について決定　④受給者証の交付

従来の身体障害者に対する措置制度が支援費制度へと移行し、障害の程度に応じて、福祉サービスの利用を自己決定、自己選択できるようにし、自立と社会参加を促進
する制度。平成１５年度から実施。

平成１４年度「措置費」から平成１５年度「支援費」へ移行。①本人または保護者等からの、相談・申請受付　②申請内容の審査と障害程度区分の調査
③障害程度区分調査を基に、役場内で支給区分等について決定　④受給者証の交付

知的障害者福祉法

項 目

①知的障害者居宅介護等事業（ホームヘルプ）　居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
②知的障害者デイサービス事業　通所により創作的活動、機能訓練等の便宜の提供を行う。
③知的障害者短期入所事業（ショートステイ）　介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者更正施設等に短期入所し、適切な支援を行う。
④知的障害者地域生活援助事業（グループホーム）　地域において共同生活を営む知的障害者に対し、日常生活の援助を行う。

伊野町
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施設支援の種
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補助率等

参考法令

根拠法令

69 概　　要

内　　容

補助率等

参考法令

伊野町 吾北村

施
設
入
所
者
医
療
補
助

本川村

項 目

障
害
児
居
宅
生
活
支
援
費

児童福祉法
従来の身体障害者に対する措置制度が支援費制度へと移行し、障害の程度に応じて、福祉サービスの利用を自己決定、自己選択できるようにし、自立と
社会参加を促進する制度。平成１５年度から実施。

①児童居宅介護等事業（ホームヘルプ）　居宅において介護、家事等生活全般にわたる援助を行う。
②児童デイサービス事業　通所により創作的活動、機能訓練等の便宜の提供を行う。
③児童短期入所事業（ショートステイ）　介護を行う者の疾病その他の理由により、身体障害者更正施設等に短期入所し、適切な支援を行う。

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況

知的障害者援護施設入所者の医療費の自己負担分を公費負担する。

平成１４年度「措置費」から平成１５年度「支援費」へ移行。
①知的障害者施設入所者の医療費の自己負担分を公費負担するもの・・・国１／２　県１／４　町村１／４
②知的障害者福祉法第１６条の措置による、知的障害者更生施設及び授産施設（ともに入所施設のみ）への入所者。所得制限はない。

国1/2　県1/4　町村1/4
【知的障害者福祉法】
（都道府県の支弁）
第23条　次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
1．第10条第１項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用
2．第12条第１項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用
2の2．第15条の３第３項の規定により都道府県が行う行政措置に要する費用
3．第16条（第３項を除く。）の規定により都道府県が行う行政措置に要する費用
4．都道府県が設定する知的障害者援護施設の設置及び運営に要する費用

平成１４年度「措置費」から平成１５年度「支援費」へ移行。①本人または保護者等からの、相談・申請受付　②申請内容の審査と障害程度区分の調査
③障害程度区分調査を基に、役場内で支給区分等について決定　④受給者証の交付

国1/2　県1/4　町村1/4
【児童福祉法】
第21条の10　市町村は、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童であって日常生活を営むのに支障があるものについて、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その
者の家庭において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものを供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜を供与することを
委託する措置を採ることができる。《改正》平10法110
２　市町村は、身体に障害のある児童又は知的障害のある児童について、必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、その者を家庭から当該市町村の設置する当該市町村長が適
当と認める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与し、又は当該市町村以外の者の設置する当該市町村長が
適当と認める施設に通わせ、当該便宜を供与することを委託する措置を採ることができる。
３　都道府県は、保護者の疾病その他の理由により家庭において介護を受けることが一時的に困難となった身体に障害のある児童又は知的障害のある児童について、必要があると認めると
きは、政令で定める基準に従い、その者を肢体不自由児施設、知的障害児施設その他の厚生労働省令で定める施設（以下この項において「肢体不自由児施設等」という。）に短期間入所さ
せ、必要な保護を行い、又は当該都道府県以外の者の設置する肢体不自由児施設等に短期間入所させ、必要な保護を行うことを委託する措置を採ることができる。
４　市町村は、日常生活を営むのに支障がある身体に障害のある児童又は知的障害のある児童について、その福祉を図るため必要があると認めるときは、日常生活上の便宜を図るための用
具であって厚生労働大臣が定めるものを給付し、若しくは貸与し、又は当該市町村以外の者にこれを給付し、若しくは貸与することを委託する措置を採ることができる。

知的障害者福祉法
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71 根拠法令

目　　的

対象者

補助率等

72 根拠法令

目　　的

対象者

補助率等

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

地域で生活されている精神障害者に対する福祉事業を町村を中心として推進する。

精神障害者通院医療費公費負担及び保健福祉手帳申請受理、進達
精神障害者又はその家族の治療費等の生活支援事業
医療費の９５％を公費負担５％を自己負担

①手帳の申請、公費負担等の申請書を受理。
②県へ進達
③県から交付された手帳、患者票を申請者及び医療機関に送付する。
④有効期間（２年）の切れた患者票等を県へ送付する。

精
神
障
害
者
居
宅
介

護
等
事
業

精神障害者保健福祉手帳所持者
精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者

国　1/2　県　1/4　市町村　1/4

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その
他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図る。

精
神
保
健
福
祉
法
事
務

伊野町に在住する在宅の精神障害者 該当者なし
　在宅の精神障害者　現在、村内にはいない。
　本川村に住所があり、土佐山田町に居住してい
る方が３名いる。

精
神
障
害
者
短
期
入

所
事
業

国　1/2　県　1/4　市町村　1/4

精神障害者保健福祉手帳所持者
精神障害を支給事由とする年金の給付を現に受けている者

【精神保健及び精神障害者福祉に関する法律】
（この法律の目的）
第１条　この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、並びにその発生の予防その他国民の
精神的健康の保持及び増進に努めることによって、精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。《改正》平11法065
（国及び地方公共団体の義務）
第２条　国及び地方公共団体は、医療施設、社会復帰施設その他の福祉施設及び教育施設並びに居宅生活支援事業を充実する等精神障害者の医療及び保護並びに保健及び福祉に関する施策
を総合的に実施することによって精神障害者が社会復帰をし、自立と社会経済活動への参加をすることができるように努力するとともに、精神保健に関する調査研究の推進及び知識の普及
を図る等精神障害者の発生の予防その他国民の精神保健の向上のための施策を演じなければならない。

精神保健福祉法

精神障害者の介護等を行う者の疾病その他の理由により、居宅において介護等を受けることが一時的と困難となった場合に、精神障害者を精神障害者生
活訓練施設に短期間入所させることにより、精神障害者及びその家族の福祉の向上を図る。
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補助率等

事業費

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（県）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

・将来独立自活することが困難であると認められる（年齢不問）
・知的障害
・身体障害（手帳１級～３級までに該当する障害）
・精神又は身体に永続的な障害のある方
（例：精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病）

４５人 ３人 ４人

障害のある方を現に扶養している保護者であって次のすべての要件を満たしている方。
１．県内に住所があること。
２．年齢が６５歳未満であること。
３．特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
４．障害のある方１人対して、加入できる保護者は１人。

高知県心身障害者扶養共催制度条例
障害のある方を扶養している保護者が自ら生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一（死亡・重度障害）のことがあったとき、障害の
ある方に終身一定額の年金を支給する制度。

新規加入、口数追加、掛金、加入書変更等
１．新規加入受付　２．書類審査　３．県進達

【高知県心身障害者扶養共済制度条例】
（目的）
第１条　この条例は、心身障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者死亡後の心身障害者に年金を支給するため、高知県心身障害者扶養共済制度（以下「制
度」という。）を設け、もって心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対し、保護者のいだく不安の軽減を図ることを目的とす
る。

手帳保持者 身体障害者 障害者

伊野町障害者社会参加促進事業実施要項 高知県市町村障害者社会参加促進事業実施要綱

委託 委託

伊野町身体障害者連盟 吾北村社会福祉協議会

県　2/3  市町村1/3 県　2/3  市町村1/3 県　2/3  市町村1/3

８２８，５４６円 ７４６，０００円 実績なし

心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
事
務

市
町
村
社
会
参
加
促
進
事
業

要綱等なし

一部伊野町身体障害者連盟に委託
在宅障害者の自立と社会参加の効果的な促進を図
る。
・奉仕員等要請、派遣事業
・自動車運転免許取得、自動車改造助成
・生活訓練事業
・スポーツ教室開催事業
・スポーツ大会開催事業
・福祉機器リサイクル事業

在宅の障害者の自立と社会参加の効果的な促進を
図る。手帳保持者。ゲートボール大会20名、グラ
ンドゴルフ大会33名、身障運動会42名

在宅障害者の自立と社会参加の効果的な促進を図
る。
①奉仕員等要請・派遣事業
②自動車運転免許取得・自動車改造助成
③生活訓練事業
④スポーツ教室開催事業
⑤スポーツ大会開催事業
⑥福祉機器リサイクル事業
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77 根拠法令

内　容

対象者

利用者

実施方法

実施主体

補助率等

事業費

高知県重度身体障害児・者福祉機器給付等事業

高知県住宅改造支援事業費補助金交付要綱
伊野町住宅改造支援事業補助金交付要綱

高知県住宅改造支援事業費補助金交付要綱
吾北村住宅改造支援事業費補助金交付要綱

高知県住宅改造支援事業費補助金交付要綱

在宅重度障害児・者に対して福祉機器を給付する。
エアーパッド・読書支援機器・PC特殊入力装置等・携帯用音声拡大装置・環境制御装置・双方向無線呼び出し器

在宅の重度身体障害児・者

障
害
児
・
者
福

祉
機
器
給
付
事

業

本川村

県　1/2 市町村  1/2

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

在宅の重度身体障害者（児）に対してその者の居住する住宅の改造に要する費用の一部を助成することによって日常生活の向上を図る。

視覚、肢体、内部障害の身体障害者１～２級、主たる生計中心者の所得税額が４０万円未満の世帯。

住
宅
改
造
支
援
事

業

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村

・廊下、階段、浴室、洗面所、居室、玄関、台　所、便所
・その他在宅での日常生活の向上に資する設備

県　1/3 市町村  1/3　本人　1/3

障
害
者
地
域
生
活
支
え
合
い
事
業

項 目

該当なし

障害福祉（県）

在宅の療育手帳又は身体障害者手帳保持者

伊野町障害者地域生活支え合い事業実施要綱

該当なし
２名

県　1/3 市町村1/3　利用者1/3

６，４００円

委託

伊野町社会福祉協議会

伊野町社会福祉協議会へ委託。心身障害児・者が
家庭において介護を受けることができず、一時的
に介護を必要とする場合、当該心身障害児・者が
あらかじめこの事業に実施について登録した者に
介護委託する。
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79

内　容

対象者

実施方法

実施主体

事業費

吾北村 本川村
項　目

該当なし 該当なし

心身障害者通所作業所
　　作業所　ら・ら・ら
平成１５年度予算
　　基準額　　3,700,000円
　　　定員　　５人以上１０人未満
※H15度から開始予定
※補助金を交付
　　県　１／２
　　町　１／２

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（県）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村

内　　容

障
害
者
団
体
補
助

項 目

補助金

本川村

本川村

伊野町 吾北村社会福祉協議会

吾北村補助金交付規則

吾北村身体障害者会補助金
身体障害者で組織する会に対し助成性し会員の親
睦や交流を図るとともに、社会参加を促進する。
吾北村身体障害者（会員１１３人）等が実施する
活動に対して補助金を交付する。

吾北村身体障害者会

補助金

現　　　　　　　　　　　況
障害福祉（単独）

伊野町

５４０，０００円 ０円１，１９１，０００円

伊野町保健衛生及び福祉活動事業医補助金交付要
綱

本川村補助金交付規則

伊野町身体障害者連盟等が実施する活動に対して
補助金を交付する。

団体よりの請求書により交付。負担金、会費的な
意味合いが強い。

団体名
身体障害者連盟　　　　　　350,000円
手をつなぐ育成会　　　　　 50,000円
精神障害者家族会まごころ会 50,000円
身体障害者戦傷病者会       30,000円
身体障害者相談員協議会     60,000円
　　　　　　　　合計　　　540,000円

実績なし

補助金
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実施方法

項 目

福
祉
タ
ク
シ
ー

・
ガ
ソ
リ
ン
事
業

該当なし

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

身障１～２級、３級（下肢、体幹、視覚）

補助率等

・タクシーチケット　年間500円×30枚=15000円
・ガソリンチケット　年間300円×50枚=15000円
　どちらか一方を年度内に１回交付
　一人当たりの基準：１冊

・タクシー３６枚／１冊　１８，０００円
　年間１冊
・ガソリン　３６枚／１冊
　　（村内のガソリンスタンド）
＊一人にどちらか１冊

市町村　全額
　支出額総額
  　タクシー  2,850,730円
　　ガソリン　3,551,100円

年間５００円×３６枚＝１８，０００円チケット
交付５月以降は３枚で交付。５３件

補助 補助

身体障害者手帳（視覚障害及び下肢障害若しくは
体幹障害を主たる障害とする総合級が１級から３
級までの方）（上肢障害及び内部障害を主たる障
害とする総合級１級の方）療育手帳（Ａ１，Ａ２
の方）精神障害者保険福祉手帳（１級）

伊野町福祉タクシー、ガソリン事業実施要綱 吾北村福祉タクシー事業実施要綱

通院、通勤、会合及び訪問等にタクシーまたは自
家用車を利用する場合、その料金またはガソリン
費の一部を助成することにより社会参加を促進
し、活動範囲を広める。

　通院、その他社会参加等にタクシーを利用する
場合。年間５００円×３６枚＝１８，０００円チ
ケット交付５月以降は３枚で交付。５３件１５年
度より伊野町と同じ扱いとしたい。
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趣　旨

内　容

対象者

実施方法

実施主体

補助率等

事業費

根拠法令

82
内　容

対象者及び単価

対象人員

実施方法

補助率等

事業費

心
身
障
害
児
福
祉
年
金
事
業

在
宅
障
害
児
・
者
啓
発
活
動
、

友
愛
訪
問
活
動
事
業

補助

町　全額

２２名

該当なし 該当なし

該当なし

１，１８２，０００円

伊野町心身障害児福祉年金条例施行規則

該当なし

伊野町社会福祉協議会

町　全額

４００，０００円

委託

伊野町在宅障害児・者啓発活動、友愛訪問活動事
業実施要綱

２０歳未満の知的障害児、身体障害児の保護者に
支給

中度（身障３級、療育手帳Ｂ１)
　　　月＠３，０００円
重度（身障１、２級　療育手帳Ａ１、Ａ２）
　　　月＠５，０００円

伊野町社会福祉協議会に委託。障害児・者とその
障害に関する啓発・広報活動、障害児・者の友愛
訪問

在宅の障害児・者

在宅障害児・者の社会参加を促進するため啓発活
動、友愛訪問活動等を実施することにより、障害
児・者の福祉の増進を図ることを目的とする。

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
障害福祉（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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83

対象者

生
活
保
護
事
業

事務手順

保護の種類

参考法令

項 目
現　　　　　　　　　　　況

伊野町 吾北村 本川村

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（国）

【生活保護法】
（この法律の目的）
第１条　この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、
その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

　生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助等がある

　在宅受給者　８６世帯
　施設受給者　　４世帯　計９０世帯　１４０人

保護は、自分の収入だけでは最低生活を営むこと
が出来ない世帯
　在宅受給者　　２２世帯
　施設受給者　　　５世帯

　在宅受給者　６世帯
　施設受給者　１世帯

生活保護相談（調査所定記録用紙に記入）
　申請者・村対象者で面談
　生活の保護開始（変更）申請書（保護申請書に伴う調査・生活暦等添付）
　生活保護受給者に係る収入申告
　生活保護費（扶養費）資金前渡により保護金品の交付
　生活保護支払清算
　移送費申請
　各種免除申請
　被保護世帯の所得状況実態調査
　診療給付券交付
　戸籍謄本・世帯全員の住民票交付申請
　介護保険相談
　　第１号保険者・第２号保険者

生活保護法

日本国憲法第２５条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、その最低限の生
活を保障するとともに、その自立を助長する施策。
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84

内　　容

支給方法

災害の程度

補助率等

参考法令

災害弔慰金の支給に関する法律施行令第１条

①一の町村内において５世帯以上の住居が滅失の
時。
②都道府県内において５世帯以上の住居が滅失し
た町村が３以上あるとき。
③都道府県内において災害救助法による救助が行
われた市町村があるとき。
④災害救助法による救助が行われた市町村をその
区域に含む都道府県が２以上あるとき。

①一の町村内において５世帯以上の住居が滅失の
時。
②都道府県内において５世帯以上の住居が滅失し
た町村が３以上あるとき。
③都道府県内において災害救助法による救助が行
われた市町村があるとき。
④災害救助法による救助が行われた市町村をその
区域に含む都道府県が２以上あるとき。

国　　1/2　県　　1/4　町　1/4 国　　1/2　県　　1/4　村　　1/4 国　　1/2　県　　1/4　村　　1/4

【災害弔慰金の支給等に関する法律】
（災害弔慰金の支給）
第３条　市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、条例の定めるところにより、政令で定める災害（以下この章及び次章において単に「災害」とい
う。）により死亡した住民の遣族に対し、災害弔慰金の支給を行うことができる。
２　前項に規定する遺族は、死亡した者の死亡当時における配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の
届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。）、子、父母、孫及び祖父母の範囲とする。
３　災害弔慰金の額は、死亡者１人当たり500万円を超えない範囲内で死亡者のその世帯における生計維持の状況等を勘案して政令で定める額以内とす
る。
（災害障害見舞金の支給）
第８条　市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したときを含む。）に精神又は身
体に別表に掲げる程度の障害がある住民（次項において「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。
２　災害障害見舞金の額は、障害者１人当たり250万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内と
する。

自然災害により死亡した者の遺族及び自然災害に
より精神又は身体に著しい障害を受けた者に対し
て災害弔慰金・災害障害見舞金を支給する。
【対象者】
　配偶者、子、父母、孫、祖父母の順
【支給金額】
　死亡者が生計を主として維持していた場合は300
万円以内、その他の場合は150万円（１人あたり）

町が、被害の状況、遺族の状況等必要な調査を行
い支給決定する。

村が、被害の状況、遺族の状況等必要な調査を行
い支給決定する。

村が、被害の状況、遺族の状況等必要な調査を行
い支給決定する。

災
害
弔
慰
金
、

災
害
障
害
見
舞
金
支
給

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

①災害により死亡された住民の遺族に弔慰金を支
給する。
イ　生計維持者の死亡　　５００万円
ロ　その他のもの死亡　　２５０万円
②災害により精神又は身体に著しい障害を受けた
者に災害障害見舞金を支給する。
イ　生計維持者が障害を受けた場合　250万円
ロ　その他のもの障害を受けた場合　125万円

①災害により死亡された住民の遺族に弔慰金を支
給する。
イ　生計維持者の死亡　　３００万円
ロ　その他のもの死亡　　１５０万円
②災害により精神又は身体に著しい障害を受けた
者に災害障害見舞金を支給する。
イ　生計維持者が障害を受けた場合　150万円
ロ　その他のもの障害を受けた場合　 75万円

災害弔慰金支給等に関する条例
災害弔慰金支給等に関する施行規則

災害弔慰金支給等に関する条例
災害弔慰金支給等に関する施行規則

本川村災害弔慰金の支給等に関する条例･施行規則
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概　　要

利　　率
災害の程度
貸付方法

貸し付け対象者

参考法令

借り入れ申込を受けたときは、その内容を検討のうえ、被害の状況・所得等の調査を行い貸し付ける。

　自然災害であって、都道府県内において災害救助法が適用された市町村が１以上ある場合の災害で
①療養に要する期間が概ね１カ月以上である世帯主の負傷。
②被害金額が当該住居又は家財の価額の概ね1/3以上である程度の住居又は家財の損害。

【災害弔慰金の支給等に関する法律】
（災害援護資金の貸付け）
第10条　市町村は、条例の定めるところにより、その区域内において災害救助法（昭和22年法津第118号）による救助の行われる災害その他の政令で定
める災害により次に掲げる被害を受けた世帯で政令の定めるところにより算定したこれに属する者の所得の合計額が政令で定める額に満たないものの世
帯主に対し、生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うことができる。
1.療養に要する期間がおおむね１月以上である世帯主の負傷
2.政令で定める相当程度の住居又は家財の損害【令】第３条 ・第４条 ・第５条 ・第６条
２　災害援護資金の一災害における一世帯当たりの限度額は、政令で定める。【令】第７条
３　災害援護資金の償還期間（据置期間を含む。）は、10年を超えない範囲内で政令で定める。【令】第７条
４　災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年３パーセントとする。

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

災害弔慰金の支給等に関する条例
災害弔慰金の支給等に関する施行規則

本川村災害弔慰金の支給等に関する条例･施行規則

　自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対
し、災害援護資金を貸し付ける。
①世帯主の療養に要する期間がおおむね１ヶ月以
上の負傷の場合で、かつ、
イ　家財又は住居の被害金額がその価値の1/3以下
　の場合　　　　　　　　　　　　150万円
ロ　家財の損害があり、かつ、住居の損害がない
　場合　　　　　　　　　　　　　250万円
ハ　住居が半壊した場合　　　　　270万円
ニ　住居が全壊した場合　　　　　350万円
②世帯主の負傷がなく、かつ
イ　家財に損害があり、かつ、住居の損害がない
　場合　　　　　　　　　　　　　150万円
ロ　住居が半壊した場合　　　　　170万円
ハ　住居が全壊した倍（ニの場合を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　250万円
ニ　住居の全体が滅失若しくは流失した場合
　　　　　　　　　　　　　　　　350万円

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対
し、災害援護資金を貸し付ける。
①世帯主の療養に要する期間がおおむね１ヶ月以
上の負傷の場合で、かつ、
イ　家財又は住居の被害金額がその価値の1/3以下
　の場合　　　　　　　　　　　　100万円
ロ　家財の損害があり、かつ、住居の損害がない
　場合　　　　　　　　　　　　　180万円
ハ　住居が半壊した場合　　　　　190万円
ニ　住居が全壊した場合　　　　　250万円
②世帯主の負傷がなく、かつ
イ　家財に損害があり、かつ、住居の損害がない
　場合　　　　　　　　　　　　　100万円
ロ　住居が半壊した場合　　　　　110万円
ハ　住居が全壊した倍（ニの場合を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　170万円
ニ　住居の全体が滅失若しくは流失した場合
　　　　　　　　　　　　　　　　250万円

自然災害により被災した世帯の世帯主に生活の建
て直しに資するため災害援護資金をの貸付を行
う。

償還期間　１０年（うち据置３年）

　　　　年３％

災害弔慰金支給等に関する条例
災害弔慰金支給等に関する施行規則

災
害
援
護
資
金
貸
付
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参考法令

87 根拠法令
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参考法令

88 根拠法令
内　　容

概　　要

事務手順

償還方法

①申請等書類受付　②書類審査　③意見書・調査書　④福祉事務所進達　⑤貸付決定（不承認）通知書・借用書　⑥福祉事務所進達（借用書）

・貸付終了（卒業）後、一定の措置期間後、償還を開始　・方法：月賦・半年賦・年賦（資金の種類により異なる）
・期間：資金ごとに異なるが、最長10年
※償還事務に関しては、福祉事務所が行っている。

県の貸付制度の窓口事務

戦傷病者戦没者遺族等援護法

国の事業の窓口受付であるため、経費等の発生はない。
・戦没者等の妻に対する特別給付金支給申請の受付、進達
・戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給申請の受付、進達
・戦没者父母等に対する特別給付金支給申請の受付、進達
・平和条約国籍離脱者である戦没者遺族に対する弔慰金の支給申請の受付、進達

上記の対象者から申請、相談があれば受け付ける。
該当者に対しては、申請指導を行っている。

母子及び寡婦福祉法

配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している児童の福祉を増進す
るため所要の資金を貸し付ける。
○母子福祉資金
　配偶者のない女子で現に児童を扶養している者に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、併せてその扶養している児童の福祉を増進す
るため必要な資金を貸し付ける制度。
○寡婦福祉資金
　寡婦の経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るため、資金を貸し付ける制度。
　母子･寡婦福祉資金貸付は県の事業で、町村は申請があれば、必要書類を整備し、県へ進達する。
　基本的に無利子資金である。
借り入れが実行されたあとは、円滑に償還が行われるよう指導する。

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法

【戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法】
（都道府県が処理する事務）
第14条　この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
《全改》
（政令及び省令への委任）
第15条　この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別弔慰金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のた
めの手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

戦没者遺族に対する弔慰金支給事務。
　相談受付・資格調査
　県への進達・申請者への通知

戦
没
者
遺
族
弔
慰
金

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（国）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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組織名称

89

構　　成

民
生
員
推
薦
会

参考法令

【民生委員法】
第５条　民生委員は、都道府県知事の推薦によつて、厚生労働大臣がこれを委嘱する。
２　前項の都道府県知事の推薦は、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦した者について、都道府県に設置された社会福祉法（昭和26年法律第45
号）第７条第１項に規定する地方社会福祉審議会（以下「地方社会福祉審議会」という。）の意見を聴いてこれを行う。
第６条　民生委員推薦会が、民生委員を推薦するにあたっては、当該市町村の議会（特別区の議会を含む。以下同じ。）の議員の選挙権を有する者のう
ち、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、かつ、社会福祉の増進に熱意のある者であって児童福祉法（昭和22年法律第164号）の児童委員としても、
適当である者について、これを行わなければならない。
２　都道府県知事及び民生委員推薦会は、民生委員の推薦を行うにあたっては、当該推薦に係る者のうちから児童福祉法の主任児童委員として指名され
るべき者を明示しなければならない。
第８条　民生委員推薦会は、委員若干人でこれを組織する。
２　委員は、当該市町村の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ２人以内を市町村長が委嘱する。
1.市町村の議会の議員
2.民生委員
3.社会福祉事業の実施に関係のある者
4.市町村の区域を単位とする社会福址関係団体の代表者
5.教育に関係のある者
6.関係行政機関の職員
7.学識経験のある者
３　民生委員推薦会に委員長１人を置く。委員長は、委員の互選とする。
４　前３項で定めるもののほか、委員長及び委員の任期並びに委員長の職務その他民生委員推薦会に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

吾北村民生委員推薦会 本川村民生委員推薦会

①議会議員　　　　　　　　　　　　２名
②民生委員　　　　　　　　　　　　２名
③社会福祉事業の実施に関係ある者　２名
④市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の
代表者　　　　　　　　　　　　　　２名
⑤教育に関係のある者　　　　　　　２名
⑥関係行政機関の職員　　　　　　　２名
⑦学識経験のある者　　　　　　　　２名
　　　　　　　　　　　　　　　計１４名

①議会議員　　　　　　　　　　　　　１名
②民生委員　　　　　　　　　　　　　１名
③社会福祉事業の実施に関係のある者　１名
④村の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表
者　　　　　　　　　　　　　　　　　１名
⑤教育に関係のある者　　　　　　　　１名
⑥関係行政機関の職員　　　　　　　　１名
⑦学識経験のある者　　　　　　　　　１名
　　　　　　　　　　　　　　　　　計７名

①議会議員　　　　　　　　　　　　１名
②民生委員　　　　　　　　　　　　１名
③社会福祉事業の実施に関係ある者　１名
④市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体の
代表者　　　　　　　　　　　　　　１名
⑤教育に関係のある者　　　　　　　１名
⑥関係行政機関の職員　　　　　　　１名
⑦学識経験のある者　　　　　　　　１名
　　　　　　　　　　　　　　　　計７名

一斉改選（平成１３年１２月１日）時に民生委員
を審議し、推薦を行う。

　一斉改選　１２月１日をもって委嘱される民生
委員、児童委員及び主任児童委員の推薦を行うた
め、民生委員推薦会を開催する。

一斉改選時に、県への民生委員推薦を行うための
推薦会。

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

民生委員法

その他福祉事業（県）
現　　　　　　　　　　　況

伊野町

伊野町民生委員推薦会

吾北村 本川村

民生委員法 本川村民生委員推薦会規則

項 目
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90

事務手続

実施方法

事業費

根拠法令

概　　要

91

内　　容

民生委員
児童委員

主任児童委員

実施方法

実施主体

事業費

参考法令

（１）社会福祉を目的とする事業に企画、実施
（２）社会福祉に関する活動への住民の参加のため援助
（３）社会福祉に関する調整、相談、証明
（４）相談事業
（５）独居老人への訪問
（６）その他

伊野町内の居住する住民（世帯主）に対し、災害
における全焼、半焼の被害を受けた場合に見舞金
を交付。
条例・規則等なし。慣例によって行っている。

条例・規則等なし。慣例によって行っている。

吾北村民生委員協議会から提出された事業内容に
より補助を行う。

本川村民生委員協議会から提出された事業内容に
より補助を行う。

１８，４６２，０００円 １，６５２，０００円 １，６７７，０００円

民生児童委員協議会補助 吾北村補助金交付規則 本川村補助金交付規則

伊野町民生委員、児童委員協議会により事業内容
により補助を行う。

　　６２人 ２３人 ９人

　　　３人 ２人 １人

（１）社会福祉を目的とする事業に企画、実施
（２）社会福祉に関する活動への住民の参加のため援助
（３）社会福祉に関する調整、相談、証明
（４）相談事業
（５）独居老人への訪問
（６）その他

補助金 補助金 補助金

伊野町社会福祉協議会 吾北村社会福祉協議会 本川村社会福祉協議会

【民生委員法】
第３条　民生委員は、市（特別区を含む。以下同じ。）町村の区域にこれを置く。
第４条　民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が、前条の区域ごとに、その区域を管轄する市町村長（特別区の区長を含
む。以下同じ。）の意見をきいて、これを定める。
【児童福祉法】
第12条　市町村の区域に児童委員を置く。
２　民生委員法（昭和23年法律第198号）による民生委員は、児童委員に充てられたものとする。
３　厚生労働大臣は、児童委員のうちから、主任児童委員を指名する。
４　前項の規定による厚生労働大臣の指名は、民生委員法第５条の規定による推薦によって行う。

（１）社会福祉を目的とする事業に企画、実施
（２）社会福祉に関する活動への住民の参加のため援助
（３）社会福祉に関する調整、相談、証明
（４）相談事業
（５）独居老人への訪問
（６）その他

該当なし

仁淀消防組合の被災結果を確認し、全、半焼の被
災者に対し交付。
（イ）全焼　　20,000円
（ロ）半焼　　10,000円

火災の場合
　１００，０００円

４０，０００円 ０円

扶助費 扶助費

伊野町 吾北村 本川村

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（単独）

現　　　　　　　　　　　況

民
生
児
童
委
員
協
議
会
補
助

項 目

内　　容災
害
見
舞
金
支
給
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根拠法令

概　　要

事務手順

参考法令

93
根拠法令

内容

実施方法

実施主体

事業費

92

該当なし

【行旅病人及び行旅死亡人取扱法】
第一条　此ノ法律ニ於テ行旅病人ト称スルハ歩行ニ堪ヘサル行旅中ノ病人ニシテ療養ノ途ヲ有セス且救護者ナキ者ヲ謂ヒ行旅死亡人ト称スルハ行旅中死亡シ引取者ナキ者ヲ謂フ
２　住所、居所若ハ氏名知レス且引取者ナキ死亡人ハ行旅死亡人ト看做ス
３　前二項ノ外行旅病人及行旅死亡人ニ準スヘキ者ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム
第二条　行旅病人ハ其ノ所在地市町村之ヲ救護スヘシ
２　必要ノ場合ニ於テハ市町村ハ行旅病人ノ同伴者ニ対シテ亦相当ノ救護ヲ為スヘシ
第三条　行旅病人又ハ其ノ同伴者ヲ救護シタルトキハ市町村ハ速ニ扶養義務者又ハ第五条ニ掲ケタル公共団体ニ通知シ之ヲ引取ラシムルノ手続ヲ為スヘシ

行
旅
困
窮
者
措
置
費
法
外
援
助
（

行
旅
人
）

○行旅病人
事情、生活状況、経路を調査し困窮している状況
であると判断された場合、隣町までの交通費500円
を支給している。
○行旅死亡人
・死亡時の状況、身元確認に必要な死亡人の容
貌、特徴、遺留物件等を記録した上で死体を火葬
する。
・身元不明の場合は、身元確認のために記録した
事項を主務公署等の掲示場に３０日以上告示する
とともに、官報、新聞紙に広告する。
・身元判明の場合は、その存続人に又は扶養義務
者に若しくは同居の親族に本人の身元確認のため
の必要な事項を通知する。
・取扱費用の徴収（遺留金銭、有価証券、相続
人、扶養義務者、県等）

○行旅病人
　事情、生活状況、経路を聞き取り困窮している
状況であると判断された場合、隣の町村までの交
通費500円を支給。
○行旅死亡人
　死亡時の状況、身元確認に必要な死亡人の容
貌、特徴、遺留物件等を記録した上で死体を火葬
する。
　身元不明の場合は、身元確認のために記録した
事項役場等の掲示板に30日以上告示するととも
に、官報、新聞紙に広告する。
　身元判明の場合は、その存続人に又は扶養義務
者に若しくは同居の親族に本人の身元確認のため
の必要事項を通知する。
　取扱い費用を徴収する。

行旅病人・行旅死亡人の取扱事務 行旅病人・行旅死亡人の取扱事務

行旅病人及び行旅死亡取扱法

吾北村ゲートボール場管理（除草、清掃等）
村内に4箇所のゲートボール場がある。(村単独設
置）管理は地元にお願いしている。

該当なし

５２６，０００円

吾北村補助金交付規則 なし

補助 ─

吾北村社会福祉協議会 地元管理

電気代　18,864円　　水道代　12,360円

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　

吾北村 本川村

その他福祉事業（単独）

伊野町

ゲ
ー

ト
ボ
ー

ル
場
管
理

現　　　　　　　　　　　況
項 目
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対象者

対象人員

実施方法

補助率等

事業費

内容

１０月に１カ所実施　　２５０，０００円 旧村単位で実施。費用は村負担。

【概要】
　毎年１０月に村主催で開催。神式と仏式を同時
に行っている。
　送迎バス、神官、住職、お供え物、祭壇飾り、
昼食等の経費を支出している。
　毎年７０名前後の参加者がある。
【経費】
　運転手賃金   22,400円
　神官謝金     40,000円
　住職謝金     40,000円
　昼食代      126,000円（折り詰め２段重ね）
　お供え和菓子 78,750円
　祭壇お供え物 38,594円
　祭壇飾りつけ 96,000円

内　　容

母子又は父子家庭等の小学校新入学児童及び中学
校卒業生に対して入学、卒業記念品を贈り、祝う
とともにその健やかな育成と福祉の増進を図る。

該当なし 該当なし
小学校新入学児童15名
中学校卒業生　　35名

１３４，１３７円

補助金　１００，０００円
吾北村遺族会へ補助

補助金　　300,000円（旧４村の遺族会へ）

【概要】
　本川村遺族会への補助。
　遺族会の組織はあるが、活動としては、年1回護
国神社(春の大祭）の参拝し、総会を１回開催して
いる。その際にバスを２台と昼食費用を補助して
いる。
　また、土佐郡遺族会費を補助している。
【経費】平成１３年度
　護国神社参拝
　　運転手２名22,400円
　　昼食経費　45,045円
　土佐郡遺族会費　15,000円
　約４０人

内　　容

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

母
子
・
父
子
家
庭
新
入
学
・
卒
業

記
念
事
業

母子又は父子家庭等の小学校新入学児童及び中学
校卒業生

予算単価　３，５００円

記念品
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97

内容

対象者

対象人員

実施方法

補助率等

事業費

98
内容

対象者

実施方法

補助率等

事業費

金
婚
夫
婦
記
念
事
業

長
期
入
院
患
者
見
舞
金

１組１７，０００円

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

３組

なしなし

金婚祝の記念品を贈る

記念品

高知新聞社主催の金婚式典に参加した者に対し、
送迎を行い記念品を贈呈する。

　金婚夫婦に該当する方の調査を毎年5月頃、回覧
の全戸配布の形で行っている。
　申し出のあった方で確認のとれた方を対象とす
る。高知新聞社主催の金婚夫婦を祝う会に村で取
りまとめ申請する。当日は送迎バスを配車する。
また、敬老会の行事の中で金婚夫婦の方には、記
念品を贈呈する。

該当なし

高知新聞社に申請をされた方 高知新聞社に申請をされた方

８１，７３２円

２８組

記念品

高知新聞社に申請をされた方

１組

１７，０００円

記念品

２７，０００円

該当なし 夏期・冬期

生活保護法、結核予防法による長期入院患者

下記の対象者に対し、夏・冬に見舞金を支給す
る。

夏期５，０００円・冬期６，０００円

予算単価　４，０００円 １組５，０００円程度

１６，８００円
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記載なし

【社会福祉協議会補助事業】
吾北村事業名：心配事相談所運営事業
村民の心配事に対し相談を受け、問題解決を図る
とともに潤いと安心して暮らせる村づくりを目指
す。
村民のあらゆる心配ごとに関する相談事業
毎日開所　月１回以上は相談員による相談実施相
談員　　民生委員　　７名他

【社会福祉協議会補助事業】
本川村事業名：心配ごと相談所運営事業

(概要)
　２ケ月に１回相談所を開設し相談を受付る。人
権相談、行政相談も同時に開催。
　心配ごと相談所所長（社会福祉協議会長）
　心配ごと相談所副所長（民協会長、社協事務局
長）
　心配ごと相談所相談員（民生委員）
　相談件数は１件から２件
　事業費としては38,000円

社会福祉協議会補助事業

【社会福祉協議会補助事業】
吾北村事業名：社会福祉活動推進校の育成
　村内小、中、高等学校の児童、生徒を対象に広
報や啓発活動、体験学習を目的とした実践活動を
通じて「福祉の心」を育む。
各校の実情に合わせた取り組みをしている。
　県指定　　２校
　村指定　　４校
補助金（社協補助金に含まれている）
　　　　　　　　　　　　　150,000円

【社会福祉協議会補助事業】
本川村事業名：福祉活動推進校の育成

（概要）
　村内小中学校に対し、指定を行い社会福祉活動
の推進を図る。運営事業費補助に含まれている。
　小学校１校50,000円　中学校１校50,000円

内　　容

内　　容 該当なし 該当なし

【社会福祉協議会委託事業】
本川村事業名：給食センター運営
（概要）
　生活支援ハウスの調理室で調理し、生活支援ハウス入居者、
訪問給食等へ提供。
　デイサービス運営委託料の中に含まれて委託料で支出されて
いる。
　平成１３年度2,010千円　　診療所1,114千円
　平成１４年度1,937千円　　診療所1,194千円
　平成１４年１０月より診療所の入院部門をとりやめたので１
５年度は診療所分は発生しない
　（食事数）　総食数6,269食
　　診療所　　　　　2,883食(15年度はなし)
　　デイ　　　　　　2,267食
 　 支援ハウス　　　  472食
　　訪問給食　　　　　647食
　食品衛生法第２１条の規定により許可平成１２年３月２１日
付け
　本山保健所長許可有効期限平成１８年５月３１日まで
　食事代　４００円は村へ

内　　容

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村
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項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村

内　　容

【社会福祉協議会補助事業】
伊野町事業名：ボランティアセンター事業
（内容）
　ボランティア活動を推進するため、活動に参加
できる体制の整備に努め、地域における福祉コ
ミュニティの形成を図る。
（１）相談・登録・斡旋事業
　　平成１４年度予算額　　 83,000円
（２）福祉教育推進校育成事業
　　(1校当たり70,000円×5校)+(40,000×1）
　　平成１４年度予算額　　390,000円
　小中学校の児童生徒を対象として、社会福祉へ
の理解と関心を高め社会奉仕、社会連帯の精神を
養うとともに、児童生徒を通して家庭及び地域社
会の福祉の啓発を図ることを目的としている。
（３）活動費　ガソリン代・車検・コピー機等
平成１４年度予算額　1,098,000円
　　平成１４年度予算額
　　　　　　　合計　1,571,000円

該当なし 該当なし

内　　容

【社会福祉協議会補助事業】
伊野町事業名：ふれあいのまちづくり事業

（内容）
　地域住民の参加と行政や福祉施設等との関係機
関との連携のもと、地域に即した創意と工夫によ
り具体的な課題に対応するとともに、住民相互の
助け合いや交流の輪を広げ、共に支え合う地域社
会づくりを図る。（指定期間５年）

○ふれあいのまちづくり推進委員会の設置
　推進委員会委員　１０名
○地域福祉活動コーディネーターの配置
○なんでも相談センターの設置
　なんでも相談員　１１名

　　平成１４年度　予算額　1,500,000円

該当なし 該当なし
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伊野地区更生
保護婦人会

団
体
補
助

保護司会

（１）青少年の育成、少年非行防止
（２）罪を犯した人達への立ち直りの支援
（３）社会を明るくする運動の推進・協力
（４）保護司会への協力、援助
（５）会員相互の知識、技術の向上等の研修
○補助金額：４０，０００円

【北仁淀保護区保護司会伊野分区】
○補助金額：３５５，０００円
　保護司：１５人
【概要】
　保護司が中核となって伊野町内の犯罪や非
行のない「明るい社会」の実現に向けて、関
係機関との協力の下、各種の事業を行う。
○法務省の提唱の「社会を明るくする運動」
（１）車によるＰＲ
（２）徒歩による啓発物配布、ＰＲ
（３）その他
○事業費の内訳としては
（１）伊野町社会を明るくする運動(団体)事
業
（２）北仁淀地区保護司会の活動事業などあ
り

該当なし

【吾北村保護司会】
○補助金額：１８０，０００円
　保護司：４人

該当なし

【嶺北保護区保護司会】
○負担金額：１０，０００円
　保護司：１人

項 目

協定項目２３－３　各種福祉制度の取扱い　　
その他福祉事業（単独）

現　　　　　　　　　　　況
伊野町 吾北村 本川村



そ の 他

１．第９回伊野町・吾北村・本川村合併協議会の日程について

日時：平成１５年９月２６日（金）午後２時～

場所：本川村プラチナ交流センター大ホール

協 議 事 項（予定）

①公の施設（特別養護老人ホーム）の取扱いについて〔協定項目第２３号－１０〕

②学校教育関係の取扱いについて〔協定項目第２３号－１５〕

③社会教育関係の取扱いについて〔協定項目第２３号－１６〕
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